
【
共
通
テ
ー
マ
】政

権
交
代
の
あ
る
民
主
国
家
に
お
け
る
野
党
観

若
　
松

新

は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
政
権
交
代
の
あ
る
民
主
国
家
に
お
け
る
野
党
、
な
か
ん
ず
く
議
院
内
閣
制
の
下
で
政
権
担
当
を
欲
す
る
野
党
の
野
党
観
は
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
主
と
し
て
旧
西
ド
イ
ツ
、
一
部
英
国
に
お
け
る
研
究
に
、
そ
の
主
力
を
注
い
で
い
る
。
す
な
わ

ち
、
始
め
に
、
戦
後
初
代
西
ド
イ
ツ
連
邦
首
相
と
な
っ
た
、
コ
ソ
ラ
ー
ト
・
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
（
国
O
昌
『
降
ρ
畠
　
》
ユ
Φ
旨
薗
口
O
『
）
の
野
党
観
と
、

ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
自
身
の
野
党
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
選
択
を
取
り
上
げ
、
次
に
、
戦
争
直
後
の
一
九
四
九
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
連
邦
議

会
選
挙
で
野
党
第
一
党
と
な
っ
た
S
P
D
の
党
首
、
タ
ル
ト
・
シ
ュ
ー
ー
マ
ヅ
ハ
ー
（
訳
出
H
一
　
ω
O
げ
⊆
巴
P
餌
O
げ
Φ
吋
）
の
野
党
観
を
め
ぐ
る
、
連

邦
議
会
に
お
け
る
審
議
を
検
討
す
る
。
第
三
に
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
以
降
の
S
P
D
指
導
老
の
野
党
観
に
ふ
れ
、
第
四
に
、
英
国
の
議
会

民
主
制
の
伝
統
の
下
で
の
、
政
権
担
当
を
欲
す
る
野
党
の
野
党
観
に
論
及
し
、
最
後
に
、
　
「
政
権
担
当
能
力
」
の
源
泉
た
る
べ
き
、
野
党

の
責
任
性
と
実
効
力
の
特
質
に
言
及
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
一
）

　
ま
ず
第
一
に
、
な
ぜ
「
政
権
担
当
能
力
」
の
あ
る
野
党
が
議
会
民
主
制
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
既
に
旧
稿
で
言
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及
し
、
更
に
「
政
権
担
当
能
力
」
の
な
い
野
党
の
、
議
会
外
野
党
（
》
億
⑳
o
愚
碧
冨
ヨ
。
暮
霞
訪
。
け
①
O
署
。
ω
一
鉱
。
旨
）
と
し
て
の
失
政
の
事

例
は
、
別
の
機
会
に
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
S
P
D
の
一
九
五
八
年
反
核
闘
争
の
挫
折
の
よ
う
に
明
白
で
あ
る
。
次
に
、
い

か
な
る
老
の
野
党
観
を
問
題
と
し
た
か
。
野
党
観
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
野
党
の
自
己
理
解
な
い
し
政
府
の
野
党
理
解
を
問
題

と
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
本
稿
が
取
り
扱
う
野
党
観
と
は
実
際
に
政
治
に
携
わ
っ
て
い
る
野
党
の
指
導
者
の
自
己
意
識
、
な
い
し
政

府
与
党
の
要
人
の
野
党
へ
の
期
待
感
で
あ
る
。
故
に
、
政
権
担
当
を
欲
す
る
「
議
会
野
党
（
議
会
少
数
派
の
う
ち
最
大
会
派
で
、
野
党
党

首
に
率
い
ら
れ
て
政
権
党
に
対
峙
す
る
勢
力
）
」
、
な
い
し
実
際
に
政
権
を
担
当
し
て
い
る
政
府
与
党
の
野
党
観
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。

野
党
観
と
い
う
表
現
は
一
見
、
余
り
に
漠
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
野
党
観
の
担
い
手
を
か
よ
う
な
現
実
の
政
治
家
へ
と
限
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
比
較
研
究
可
能
な
野
党
観
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
何
の
た
め
に
野
党
観
を
問
題
と
す

る
の
か
。
あ
る
べ
き
野
党
像
な
い
し
野
党
の
理
想
像
が
な
け
れ
ば
、
野
党
は
、
目
的
を
失
っ
た
舟
の
よ
う
に
操
舵
不
能
と
な
る
。
野
党
の

直
接
の
目
的
は
来
る
べ
き
総
選
挙
後
に
政
権
を
担
当
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
政
権
担
当
の
た
め
に
は
、
野
党
は
五
節
で

扱
う
「
責
任
性
」
と
「
実
効
力
」
を
備
え
ね
ぽ
な
ら
ず
、
こ
の
両
者
が
「
政
権
担
当
能
力
」
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
。

　
本
稿
は
か
よ
う
な
野
党
観
を
問
題
と
し
、
　
「
政
権
担
当
能
力
」
の
実
態
で
あ
る
「
具
体
的
に
実
現
可
能
な
政
策
の
あ
り
方
と
政
務
を
担

当
し
う
る
人
材
」
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
を
し
な
か
っ
た
。
具
体
的
政
策
一
と
り
わ
け
野
党
S
P
D
の
国
防
政
策
1
の
研
究
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
は
別
稿
の
課
題
と
し
、
ま
た
、
人
材
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
で
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
そ
の
概
要
を
不
完
全
な
が
ら
検
討
し
た
が
、

い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
て
本
格
的
に
研
究
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
野
党
観
と
は
世
界
観
の
よ
う
に
一
つ
の
価
値
と
い
う
側
面
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
経
験
と
実
績
に
根
ざ
し
た
自
己
管
理
能

ヵ
と
、
自
己
の
見
解
の
限
界
を
意
識
し
た
節
制
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
主
張
を
も
つ
ぼ
ら
す
る
よ
り
も
、
い
か
に
進
む
べ
き
点
と
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退
く
べ
き
点
を
取
捨
選
択
す
る
か
と
い
う
判
断
能
力
に
、
野
党
観
の
是
非
は
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
野
党
観
の
背
景
に
あ
る
世

界
観
は
、
絶
対
的
に
自
己
の
立
場
を
正
し
い
と
す
る
主
張
を
、
錯
誤
あ
る
人
間
は
行
い
え
な
い
と
す
る
、
自
己
の
神
格
化
の
放
棄
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
相
対
化
し
て
中
庸
を
取
れ
ば
い
い
と
す
る
、
価
値
上
の
相
対
主
義
者
の
安
易
な
妥
協
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
自

己
の
錯
誤
か
ら
生
じ
た
政
治
的
責
任
を
果
た
す
覚
悟
が
で
き
た
、
自
己
責
任
能
力
の
範
囲
内
で
の
み
自
己
主
張
を
す
る
態
度
な
の
で
あ

る
。　

な
お
、
　
「
政
権
担
当
能
力
（
国
①
α
q
一
興
旨
σ
q
ω
錘
ゴ
蕎
閃
Φ
δ
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
は
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
あ
る
特
定
の
政
党
が

「
政
権
担
当
能
力
が
な
い
（
お
σ
q
δ
歪
ロ
α
q
ω
巷
莚
ぼ
σ
q
）
」
野
党
で
あ
る
と
、
判
断
す
る
資
格
を
法
的
に
有
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
下
す
政
党
の
違
憲
判
決
の
み
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
小
政
党
に
対
し
て
で
あ
れ
、
連
立
協
定
を
他
の
政
党
と

結
び
、
政
権
に
参
加
す
る
法
的
可
能
性
を
ま
っ
こ
う
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
右
翼
な
い
し
左
翼
の
考
え
と
同
じ
に
な

る
こ
と
を
、
始
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
「
政
権
担
当
能
力
」
が
「
あ
る
」
あ
る
い
は
「
な
い
」
と
述
べ
る
時

に
は
、
既
に
法
的
意
味
で
「
政
権
担
当
能
力
」
が
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
野
党
が
、
よ
り
政
権
を
担
当
す
る
蓋
然
性
が
高
い
か
否
か
と
い
う

意
味
で
用
い
る
場
合
と
、
「
政
権
を
担
当
す
る
意
欲
の
あ
る
（
H
Φ
α
q
δ
歪
ゆ
σ
q
ω
≦
一
臣
σ
q
）
」
政
党
が
、
果
た
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
適
性
と

実
力
を
保
持
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
権
担
当
の
蓋
然
性
と
そ
の
た
め
の
適
性
と
実
力
の
高
低

を
、
政
治
学
的
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
議
院
内
閣
制
と
い
う
政
治
機
構
に
お
い
て
は
、
政
府
与
党
と
「
議
会
野
党
」
と
の
権
力
の
分
立
に
よ
っ
て
、
行
政
府
と
立
法
府
間
の
抑

制
と
均
衡
が
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
与
党
と
野
党
の
権
力
分
立
制
度
は
、
政
権
交
代
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
運
営
さ
れ
、
次
期
総

選
挙
に
照
準
を
合
わ
せ
た
野
党
の
与
党
に
対
す
る
コ
ン
ト
戸
ー
ル
機
能
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
機
構
の
中
で
野
党
に
期
待
さ
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れ
る
、
明
日
の
政
権
を
担
う
た
め
の
責
任
あ
る
現
実
的
役
割
を
、
一
般
的
か
っ
包
括
的
に
述
べ
た
野
党
観
は
、
与
野
党
関
係
を
厳
密
に
検

討
す
る
過
程
で
、
個
別
具
体
的
な
政
策
論
議
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
本
稿
が
扱
う
野
党
観
は
、
政
治
機
構

論
の
立
場
か
ら
見
て
、
与
野
党
相
互
の
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
序
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

46

一
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
選
択

　
一
九
四
九
年
九
月
二
〇
日
に
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
i
連
邦
首
相
は
、
連
邦
議
会
で
連
邦
政
府
声
明
を
表
明
し
、
そ
の
中
で
自
ら
の
野
党
観

を
以
下
の
よ
う
に
披
涯
し
た
。

　
　
　
…
…
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
野
党
は
国
家
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
（
ω
肇
国
讐
9
≦
Φ
昌
＆
σ
q
閃
。
δ
で
あ
り
、
野
党
は
国
政

　
　
上
の
任
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
政
府
多
数
派
と
野
党
が
互
い
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
現
実
的
進
歩
と
「
民
主

　
　
的
思
考
を
習
慣
と
す
る
こ
と
」
と
が
達
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
更
に
私
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
よ

　
　
う
な
不
安
定
（
一
昌
ε
な
情
勢
の
下
で
は
、
常
に
見
え
る
形
で
の
野
党
が
議
会
に
お
い
て
明
確
に
自
ら
の
方
向
を
示
す
方
が
、
大
連

　
　
立
内
閣
の
結
果
と
し
て
議
会
に
お
い
て
何
ら
本
質
的
な
野
党
が
影
響
力
を
行
使
し
え
な
い
が
故
に
、
議
会
外
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
な
仕
方
で
野
党
が
興
隆
す
る
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
適
正
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
（
S
P
D
と
の
）
い
わ
ゆ
る
大
連
立
政
権
の
組
閣
を
避
け
た
。
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
こ
の
判

断
を
下
し
た
時
、
西
ベ
ル
リ
ン
市
で
は
S
P
D
＋
L
D
P
（
F
D
P
）
＋
C
D
U
政
権
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
S
P
D
＋
C
D
U
政
権
、
ニ

ー
ダ
r
ザ
ク
セ
ン
州
で
は
S
P
D
＋
C
D
U
＋
Z
（
中
央
党
）
政
権
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
で
は
C
D
U
＋
S
P



政権交代のある民主国家における野党観

D
＋
Z
政
権
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
で
は
C
D
U
＋
S
P
D
政
権
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
バ
ー
デ
ソ
州
で
は
C
D
U
＋
S
P

D
＋
D
V
P
（
民
主
国
民
党
鱒
F
D
P
系
）
政
権
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
・
ホ
ー
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
州
で
は
C
D
U
＋
S
P
D
＋
D
V
P

政
権
が
、
各
々
州
務
を
担
当
し
て
い
た
。
ま
た
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
で
も
一
九
四
五
年
八
月
か
ら
一
九
四
六
年
九
月
ま
で
C
D
U
＋
S
P
D

＋
F
D
P
大
連
立
政
権
が
、
シ
ュ
レ
！
ス
ヴ
ィ
ヅ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
州
で
も
一
九
四
六
年
九
月
か
ら
一
九
四
七
年
四
月
置
で
C
D
U

＋
S
P
D
（
＋
K
P
D
”
一
九
四
六
年
一
一
月
ま
で
）
大
連
立
政
権
が
、
バ
ー
デ
ソ
州
で
も
一
九
四
六
年
＝
一
月
か
ら
一
九
四
八
年
二
月

ま
で
C
D
U
＋
S
P
D
大
連
立
政
権
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
も
一
九
四
六
年
＝
一
月
か
ら
一
九
四
七
年
九
月
ま
で
C
S
U
＋
S
P
D
（
＋

W
A
V
”
経
済
再
建
連
合
二
九
四
七
年
六
月
ま
で
）
大
連
立
政
権
が
州
務
を
既
に
担
当
し
て
お
り
、
更
に
ブ
レ
ー
メ
ン
市
で
も
一
九
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
年
一
二
月
か
ら
一
九
五
九
年
一
二
月
ま
で
S
P
D
＋
F
D
P
＋
C
D
U
大
連
立
政
権
が
州
務
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
当

時
の
州
政
権
で
は
大
連
立
内
閣
が
、
州
憲
法
制
定
を
含
め
た
西
ド
イ
ツ
建
国
と
い
う
国
家
の
一
大
事
に
際
し
て
一
致
団
結
し
て
事
に
当
た

ろ
う
と
す
る
危
機
意
識
の
下
で
、
成
立
す
る
こ
と
が
恒
常
化
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ

　
か
か
る
状
況
下
で
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
意
識
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野
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政
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不
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と
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う
認
識
に
基
づ
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て
、
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＋
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党
）
　
（
与
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議
席
占
有
率
五
一
・
七
％
）
で
構
成
さ
れ
る
、
　
《
最
小
勝
利
連
合
政
権
》
を

形
成
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
（
野
党
の
育
成
に
あ
た
る
と
い
う
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
意
図
）
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ぽ
卓
見
で
あ
る
。
も
と
よ

り
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
個
人
の
社
会
主
義
嫌
い
は
事
実
で
あ
り
、
更
に
ボ
ン
基
本
法
と
い
う
国
家
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
西
ド
イ
ツ
建
国

の
大
事
業
が
一
応
一
区
切
り
つ
い
て
い
た
こ
と
も
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
こ
の
決
定
を
下
す
に
あ
た
っ
て
有
利
に
働
い
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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二
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衷1．州政府の政党別構成

』＿　　　　　　　1947
バーゲン州

RMaler
＋CDU（4）＋SPD（4）÷KPI）（1）

1947　L，B㏄k

DV，（1）（備麹が

G．MUller
十SPD（3｝÷FDP｛2）÷BHE（1）

　　　　　　　　1960

（2）＋B正IE（D

’H．Fi！binger

十1r”〔ゾμ：1ゴとz18〃）・r－SPD（4）

19ア6　H．FHbillger
CDU（10．卜P〆r瑳li：昂～ル’～）

HerzO9・｝ノみぞヅ：’正1ヲ♪～ズ～ゼ2）

14：（：∫δノ～〃ρ～～‘・ピノ，」

　　　　　　　　1946
バイエルン州

｝1〔〕egYler

　　　　　1958　H．Selde1
A1～〃〃，～

　　　　　　　　　　　1962
十ノう了珂笠矧，，〃〃～

1974　A．G（，ppel

CSU（10・｝Pγ〔こんκ」∫α’‘ワう

StrauB　　　　　　］988

P♪η五1｛：Li？～‘ノ

　　　　　　　　1948
西ベルリン市

発足年（月）：ゴシック体は選挙　　　　　　　　　　州首祁名．

　　　　　　　直後の組閣を示す

主班与党名（閣僚数＋学者閣僚名）＋連立」」・党名（閣僚数）＋

…… {無所履の学田馨1僚名：西部関連相はイタリック体で

示す

　　　　　　　　　　L，　bhleb　1948　L．、、bhleb　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1946
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴュルテンベルク・パーデン州
　　　　　　　CDU（3）・SPD（2）　CDU⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DvP（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　1950　R．Maier
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州
　　　　　　　　　　　　　　　　DVP（3）↓SPD（4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1948　G，MUIIer
CDU（4）＋SPD（F－Pr｛1f．　Car！o　S〔：hmidl＋DVP（D　CDU（4）fSPD（1・÷・Pr（，f．　Cark〕Schmid）＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1952　R．Maier　　　　　　　1953　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　パーデン・ヴュルテンベルク州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FDP（3｝ホSPD（5）÷BHEω　CDU（5）

　　　　　　　　　　　　　　　　1956　G，M〔i！ler　　　　　　　　　　　1958　K．　G．　Kiesinger

　　　　　　　　　　　　　　　　CDU（5，一SPD｛3戸・FI）P（2）＋BIIE（エ）　CDU（5）÷SPD（3）＋FDP

　　　　　　　　　　　KG．　Kiesinger　　　　　　1964　KG．　Kiesinger　　　　　　　1966

　　　　　　　CDU（5）＋FDP（3）一’G8　BHE｛1）　C1）U（5＋！）η∫li：’面1〃～）＋FDP（3）　CDじ（4

　　　　　　　　　　　　　　　冒968　H．FHbinger　　　　　　　　l972　H．　Filbir！ger

　　　　　　　　　　　　　　　CDU（4↓・1ケ‘∫H：ノん～1～ノ～）÷．SPD（4）　CDU（ユD＋Pγ以Ii：1勉ノ〃～）

　　　　　　　　　　　　　　1978　　L．Sp老｛ヒh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，980　　L．　Spath

　　　　　　　　　　　　　　CDU（91・P♪頒κ．月θ＝こノ匡1÷ノう’顛1ノ：Eη8～ρう　CDU（】0乙・Prof。　R．

　　　　　　　　　　　　　　　，984　L．Spaヒh　　　　　　　　1988　L．　Spath

　　　　　　　　　　　　　　　CDU（1〔｝＋P〃三ノ：1Zノ：遼4Z‘り）　CDU（12・1・Pγ‘∫’孟κ，響‘（の・トP，τ∫

　　　　　　　　　　　　H．Ehard　　　　　　　　　　1947　　H．Ehard　　l950　　H．　Ehard　　　1954　　、、二

　　　　　　　　CSじ6）らSPD（4）・；、貌、、’（D　CSU（10）　　　　　CSU（5）一ξSPD（3）　SPD｛3）〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1957　H．Seide】
BP（2）・｝・GB．　BHE（1）↓FDP（1），．ノうγヅ：．・Lノ～〃dw　　CSU（5）〒GB，．　BIIE（1）＋FDP（1）＋Pγ（ヅζ7＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　｝1．Ehard

　　　　　CSU（5）↓FDPα）iGB　BHE｛1）→・Pηゾτ．、表〃ρ～z　CSU（5）→FDP（1）・←GB，　BIIE（1）

　　　　　　　　　　　　　　A．Goppel　　　　　1966　A．　Goppe1　1970　A，　Goppel
　　　　　　　　　　CSU9）・＋．P～了ヅ：7＝ユ1α～θ～こ　CSU（10）　　　　　　CSU（10）…．1）ηヅ互Mrz良・ア

　　　　　　　　　　　　　　　1978　F．」，StrauB　　　　　1982　F．　J．StrauB　　　　　1986　F．　J．

　　　　　　　　　　　　　　CSU（9↑ハ1rゾ1孟ル話‘～～θ）　CSU（9＋P♪了ヅκ‘M々ゴ。〆｝　CSU（l　l）＋

　　　　　　　　　　　　、1．Streibl

　　　　　　　　　CSU（10）・i　p7‘グ“：H7～‘1

　　　　　　　　　　　Prof，　E．　Reuピer　　　　　　　　8950　Prof．£．　Reuter

　　　　　　　　SPD（10＞〒CDU（3）→LI）P（FDP）（3）　SPD（6）一←CDU（3＋1う雇ノ．ηδ酎2で～εハ）＋FDP

　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ953　・τV：Schrelbでr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重954

（3→・Prof．　W　EIch）＋無所属（1）　CDU（4＋Pπヅ∫7〕’諏z’総）．←FDP（5十Prof．　W　Eich）　SPD

　Prof．0．　Suhr　　　　　　　　　　　1957　、、＝Brandt　　　　　　　　　　　　　1958　、、㌃Brandt

（7）＋CDU（5＋ノ）zr〆ノ7》’ゐ〃γガ1郎）　SPD（7）．トCDU〔5→・P％げ∫7ゼ’δε‘γ’fκs）　SPD（8）＋CDU（4＋

　　　　　　　　　　1963　WBrandt　　　　　　　　　1966　H．　Albertz
Pγ4∫7「’う24日目fκs）．S正⊃D（9十Prof．　K．　Schiller）十FDP（3）　SPD（8＋Pr〔∫隔1∫’ε’，～）十FDP（3）

196ア（3）H．Albert2　　　　　　　　　ユ967（10）K．　SchUt2　　　　　　　　　　1971　K．　SchUtz

SPD（8博Pγ（ゾ1ザS’（加）＆FDP（1）　　SPD（9」一PηゾH：S’θ”～）←FDP（1）　　SPD（10＋Pγ（ゾτ慌
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政権交代のある民主国家における野党観

　　　　　　　　　　　　　　　　1975　K．SchUtz　　1977　D．　Stobbe　　　　　　　　　lg7g・

5’召’π十ProL　H．一G，　Wblters）　SPD（10）十FDP（3）　SPD（10）十FDP（2十J．Baumann｝　SpD

D．Stobbe　　　　　　　　　　　　1981（1）H．’」．　Vbge1　　　　　1981（5）R．　v．　Wbizs琶cker

（9十Prof．　G．　Heimann）十FDP（3）SPD（9）十FDP（3）十無所属（1）CDU（10十ルげ．4．倫娩η曾

　　　　　　　　　　1983　Rv．　Wbizsacker　　　　　　　　　　　　　　　　　’1984　EDiepgen
十Pro五R⑤cholz　CDU（9＋Prof．　R・Scholz十ル願／1・飾z‘ぞηを）十FDP（2）　CDU（9＋Prof．　R．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985　E．Diepgen
Scholz十Pγ（ゾAκe甜θ疲9）十FDP（2）　CDU（8十Prof・R・Scholz十P7qん4・旋z紹η忽）十FDP（3）

1989Wl　Momper
SPD（9＋Prof．　H．　Pfarr十Prof．　J．　Umbach十Pr〈ゾ8R∫ε4魏躍～εγ一Se朗＋無所属（AL＞（3）

　　　　　　　1946WKaisen　　　　　　　　　　1947　W，　Kalsen　　　　　　l951ブレーメン市
　　　　　　　SPD（6）＋BDV（3）＋KPD（1）＋無所属（1）　SPD（8）＋BDV（4）＋無所属（／）　Spb

W：Kaisen　　　　　　　1955　Wl　Kaisen　　　　　　1959　Wl　Kaisen　l963　WKaisen
⑦十FDP（4）十CDU（3）　SPI）（7）千CDU④十FDP（2）　SPD（7）＋FDP（3）　SPD（7）＋FDP（3）

1965　WDehnkamp　1967　H．　Koschnick　1971　H．　Koschnick　1975　Hl　KQschnick
SPD⑦十FDP（3）　　　SPD（7）＋FDP（3）　　　SPD（11）　　　　　　　　SPD（12）

1979　H．Koschnick　1983　H．　Koschnick　1985　K．、、セdemeier　l987　K．、恥demeier

SPD（12）　　　　　　　SPD（12＞　　　　　　　SPD（12）　　　　　　　　SPD（9）

　　　　　　　　1946M．　Brauer　　　　l949　M．　Brauer　　　　　　　　1953　K，
ハンブルク市
　　　　　　　　SPD（8）＋FDP（3）十KPD（1）　SPD（11十Prof．　K．　Schi11er）十FDP（ユ）、　CDU（7）十

Sieveking　．　1957　M．　Brauer　1961（1）P．　Nevermann　196ガ（1DP．　Nevermann　1965

FDP（4）十DP（2）　SPD（9）十FDP（3＞　SPD（9）十FDP（3）　　　SPD（9）＋FDP（3）　　　　　SPD

Prof，　H．W6ichmann　1966　Prof．　H．“もichmann　l970　Prof．　H．Wdchmann　1971　p．
（9）＋FDP（3）　　　　　SPD（13）　　　　　　　　　　　SPD（12）＋FDP（2）　　　　　　SPD（11）十

Schulz　19ア4（3）P，　Schluz　　　　　　　　　　　　　　　1974（1エ）H．一U．　Klose

FDP（2）　SPD（9）十FDP（P％砿D．β勉1〃～∫＋Prof．　U．　Klug）　SPD（9）＋FDP（1十Pノ毎P、　B烈臨s

　　　　　　　　　l978　H．一U．　Klose　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981　K．
十Prof．　U．　Klug）　SPD（10十Pγ（ゾZO7η〃6十P｝・q∠Hζ2勃プηo～‘s々の十P74且S’1〃z　SPD（10十

v．Dohnanyi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19β2（6）K．　v．　Dohnanyi

p箔qκ∫G箔。～1θ十pγげ毘7セ7ηoz｛焼の十p名げES加，z　　SPD〈10十P〆qκノ：G701Zθ十Pπゾ曜

　　　　　　　　　　　　　　　1982（「12＞K．肌Dohnanyi　　　　　　　　　　　　　　　l986　K．

乃γηoz｛，s紛十Pγ砿E．∫∫ηη　SPD（12十Pγげ∫Gγoπθ）十無所属（1＞十P名編且S加z　SPD（9十

v．Dohnanyi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987　K．　v．　Dohnanyi

P顔ノ：σ701Zε）＋無所属（1）十Pκqκ1（虹磁・3騨一A∂娩SPD（10）十FDP（1十P”げh．　M枷。∫z＞

1988　H．Voscherau
SPD（10）十FDP（1十P7げZz・．ル酬刃‘1～）

　　　　　　1946　C．Stock　　　　　　　　　　1950　G．　A．　Zinn　l954　G．　A．　Zinn
ヘッセン州
　　　　　　SPD（5）十CDU（3十Prσ：£．5’6’η）　SPD（6）　　　　　　SPD（4）十GB！BHE（2）

1958　G．A．　Zinn　　　1962　G，　A、　Zinn　　　　　　　　　　　　　1966　G。　A．　Zinn

SPD（5）＋GB／BHE（2）　SPD（6十1『πジE5罐盈”β）十GDP／BHE（1）　SPD（7十乃（ゾEl　5励’～’妨

1969　A．Osswald　　　　　　　　　　　　1970　A．　Osswald　　　　　　　　　　　　1974
SPD（8十PπゾL．跣F万6品目聖）十FDP（2）　SPD（5十、P名げ五．む，砺レ庭ゐ卿8）十FDP（2）　SPD（6）

A．Osswald　1976　H．　Bδrner　j978　H．　B6rner　1982　H。　Bdmer　1983　H．　B6rner

＋FDP（～）　　SPD（6）＋FDP（2｝　SPD（8）＋FDP（2）　SPD（7）　　　　　　SPD（7）

1984H．　B6mer　1985　H．　B6mer　　1987　W．　Wallmann
SPD（10）　　　　　SPD（11）＋GRUNE（1）　CDU（7）＋FDP（2）＋無所属（1）
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'd-.y-vge>N g9p`&s)"+]cbY(2K)gPfiLp(Dpx2>+FDpa)+za)+KpD(o g9p`B[2sl"+"

-tWIKopf 1948(6)H.-WIKopf 1950 H.-WKopf 1951 H.
 CDU(2>+DP(2)+FDP(1)+Z(1)SPD(4)+CDU(4)+Z(1)SPD(5)+Z(1) SPD(5)+

-W:Kopf 1953H.-W.Kopf'1955H.Hellwege 1957H.Hell'
 BHE(4)+Z(1) SPD(5)+BHE(4) DP<2)/+CDU(3)+BHE<3)+FDP<2) DP<2)+SPD<4)

wege t959H.'W:Kopf 1961G.Diedericks 1963.G.Diede-
+CDU(3) SPD(5)+GBIBHE(2)+FDP(2) SPD(5)+GB!BHE(2)+FDP(2) SPD(5)--FDP

ricks1965G.Diedericks1967G.Diedericks1970A.Kubel 1974A.
(4) SPD(5)+CDU(4) SPD{5)+CDU(4) SPD(8+ProjIPLv.Oedeen)SPD<7+
Kubel 1976 E.Albrecht 1977 E.Albrecht 1978 E.Albrecht
IProfJGrolle)+FDP(2)CDU(5) CDU(7)+FDP(2)CDU(8+PwfEtRistel+
              1982 E.Albrecht 1986 E.Albrecht
Prof.H.-D.Schwind)CDU(10) CDU(8)+FDP{2)

                    1947 K.ArnoldIJVt･Yd';t.E,'zXF77-Lt>xwt
                   CDU(4+ProfHLKbnen)+SPD(2+Prdf.E.Nb'lting)+

         1948 K.Arnold 1950 K.Arnold 1954 K.Ar-
KPD(2)+Z(1) CDU(5)+SPD(3+ProEE.N6Iting)+Z(1) CDU(7)+Z(2) CDU(7)+FDP

nold 1956 F.Steinhoff 1958 F.Meyers 1962 F.Mey-
(2)+Z(1)SPD(5)+FDP(3+Prof.P.Luchtenberg)+Z(1)CDU(9) CDU(7+Prof

ers lg66(7>F.Meyers 1966(12)H.KUhn
P:Mihat)+FDP(2) CDU(6+Pi,ofP!Mihat)+FDP(2) SPD(6+Prof.B.Gleitze+ProfE

            1970 H.Ktihn 1975 H.Ktihn
Hblthqfi)+FDP(2) SPD(8)+FDP(2) SPD(6+Prof.F.Halstenberg+Prof.F.Farthmann)

       1978 J.Rau 1980 J.Rau+FDP(2) 5PD(6+PYofR.lbchi2nsen+Prof.F.Farthnann)+FDP(2) SPD(8-i'ProfLR

                    1985 J.Rau
lochirnsen+Prof.F.Farthrnann) SPD<!O+Prof.R.Jochimsen)

              1947(5)WIBoden '1947(7}P.Aitrneier !9487(tz7;-,F.77Jv`),wh
              CDU(4) CDU(4>+SPD(3>+KPD(1)+LP(FDP)(1)CDU
P.Altmeier 1949 P.Altmeier 1951 P.Altmeier 1955 P.Altmeier 1959 P.Alt-
(4)+SPD(3) CDU(3)+SPD(2) CDU(4)+FDP(2) CDU(4)+FDP(2> CDU{5)+FDP
meier 1963 P.Alt!neier 1967 P.Altmeier I969 H.Kohl 1971 H.Kohl 1975
(1} CDU(4>+FDP(2) CDU(6)+FDP(2) CDU(6)+FDP(2)CDU(8) CDU
H.Kohl1976B.Vbge!1979B.Vogel19' 83B.Vogel 1987B.VQgel
(8) CDU(8) CDU(8) CDU(8+ProLH.Bickel)CDUC8)+FDP{2)
1988 C.-L.wrgner
CDU(8)+FDP(2)

if-"yF 69.'P,,J.'gpf,`,T,a.nk,.,,.,,, 59.'b,,J.･tk,?ffza?sn e9.53,,J.･gpf,f,w,ann ･sg.'s

J.Hoffmann 1955(10)H.Welsch 1955(12)H.Ney
(5)+Prof.P.Senf za,.Aems(3.+ProLA.B]ind) CDU(3)+SPD(1)+DPS(1)+Prof.A.Blind

1957E.Reinert 1959(2)E.Reinert 1959(4)F.J.R(kler1960F.J.
CDU<5>+DPS(2)+SPD(1} CDU(3}-t-CVP(1)+SPD(2) CDU(5)-f-SPD(2} COU<4)+DPS

R6der1965EJ.Rtrder1970F.J.R6der1974F.J.R6der 1975EJ.R6der
(2) CDU(6)+FDP(2)CDU{7) CDU<8+Prof.K.Schb'n)CDUC7+Prof.K.
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政権交代のある民主国家における野党観

　　　　1977F．　J．　R6der　1979　W．　Zeyer　1980　W　Zeyer
Sch6n）　CDU（6）＋FDP（2）　CDU⑥十耳1）P（2）　CDU（3十PrQf．　F．　Becker十Prof．　G．　Zeitel＋

　　　　　　　　　　　　　　1984　“乙Zeyer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985　0．

p箔げ厭働毎∫）＋FDP（2）　CDU（4＋Prof．　Wl　Knies十P7’げG．2冶～’6～）＋FDP（2）　SPD（8十

1，afontaine

ル（瑳zλB忽陀功α6ゐ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1947　H．L葛dmann　1949　B．　Diekmann
シュレースヴィッヒ・ホルシュタイン州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SPD（8）　　　　　　　　SPD（5十Prof．“こGUlich十Prof．

　　　　　　1950（7）B．Diekmann　　　　　　　　　　　1950（9）W：Bartram

L，Preller）　SPD（5＋Prof．　Wl　GUlich十Pro£LPreller）　CDU（2）＋BHE（2）＋DP（1）十FDP（1）

1951（6＞F．一W．LUbke　1951（7）F．一W．　LUbke　　　　　　1953　F．一W．　L繭bke　1954　K

CDU（4）＋FDP（1）　　　CDU（2）＋BHE（2）十FDP（1）十DP（1）　CDU（5）十BHE（1）　　CDU（4）

一U．v．　Hassel　　　　　1958　K．・一U，　v．　Hasse1　　　7962　K．一U．　v．　Hassel　1963　H．

＋GB／BHE（2）＋FDP（1）CDU（7）＋FDP（1）＋無所属（1）CDU（7）　　　　　　　CDU（6）＋

Lemke　1967　H．　Lemke　1971．　G．　Stoltenberg　　　　　　　　l975　G．　Stoltenberg
FDP（1）　CDU（6）＋FDP（2）　CDU（6＋Pγq累照βηzz‘η）＋無所属（1）　CDU（7＋Prq託WI　B♪m∬7＞

1979　G．Stoltenberg　　　1982　U．　Barschel　　　　1983　U．　Barsche1　1987　H．　Sch－

CDU（8十Prof．　W：Braun）　CDU（8十Prof．　W二Braun）　CDU（8）　　　　　　　CDU（7）

warz　1988　B．　Engholm
　　　　SPD（9十PrQf．　H．　P．　Bull）十Prof．　B，　Heydemann

政党略称

AL　：アルタナティーべ・リスト（GRUNE系）

BDVニブレーメン民主国民党（FDP系）

BHE＝故郷追放者・公民権停止者ブロック

BP　：バイエルン党

CDU：キリスト教民主同盟

CSU：キリスト教社会同盟
CVP：ザールキリスト教国民党（CDU／CSU系）

DP　：ドイツ党

DPS：ザール民主党（FDP系）

DVP；民主国民党（FDP系）

FDP：自由民主党

GRUNE：緑の党
GB：全ドイツブロック
GDP：全ドイツ党
KPD：共産党
NLP：ニーダーザクセン党（DP系）

SPD：社会民主党
SPS：ザール社会民主党（SPD系）

WAV：経済再建連合
Z’：中央党

本表は、H・sg．・．　Clau、　A．　FiscLer，隔’伽4δ・，乃伽d∫。　B。・d，・・。p・δ構D酬、cゐ’。。4，

2Bde，1990，　Sch6n玉ngh，　S．94－134，220－251，362－401，444－478，518－557，606－640，708－740，

832－862，956－982，「1054－1075，1124－1157．に基づいて作成した。本表の解説については、注

（9）を参照。なお本旨では内閣発足時の閣僚数のみ．を記し、途中での人事移動は考慮に入れな

かった。

51



優位性（DOM）および圧倒的優位性（HEG）

1956－1966年 1967－1975無ζ 1952－1975年

SpD　CDU　DOM　HEG　SPD　CDU　DOM　HEG　SPD　CDU　DOM　HEG
12

　3
69

79

．72

88

57

18

　0

　8

　0

61

74

23

9

17

0

22

63

82

60

76

CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU
CDU

SPD

CDU

CDU

20

0

93

95

94

90

67

89

0

0

0

76

100

　0

　0

　0

　0
19

　0
93

93

98

CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU

CSU
SPD
SPD
SPD
SPD

SPD
CDU
CDU
CDU

22

10

72

81

76

90

65

42

0

4

0

64

78

20
7
．

17

0

17

47

84

75

79

CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD

CDU
CDU
CDU

SPD

CDU

CDU

DOM（Dominanz）：優位性：，当該期間中山配的優位性を持った政党はSPD、　CDU、　CSUの

　　　　　　　　いずれか。

HEG（Hegemonie）：圧倒的優位性：当該期聞中長期政府与・党の中心的政党として最大の発

　　　　　　　　言権を有している政党があった場合は、その政党名。大連立内閣を期

　　　　　　　　間中一一度も形成しなかったことが条件の1つ。

（SPD），（CDU）：期間中、大連立内閣の形成ないし政権の交代により一方に明確な優位性

　　　　　　　　が認められない場合の比較的優位性を持った政党であることを示す。

党
の
政
策
と
野
党
の
政
策
の
分
水
嶺
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
西
ド
イ

ツ
の
戦
後
政
治
の
出
発
点
は
よ
り
混
沌
と
し
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
第
二
に
ヘ
ヅ
セ
ソ
州
に
お
い
て
、
一
九
四
六
年
の
州
議
会
選

挙
で
【
五
・
七
％
の
得
票
率
を
得
た
第
三
党
の
野
党
L
D
P
（
F
D

P
）
が
、
B
H
E
（
故
郷
追
放
者
・
公
民
権
停
止
者
ブ
ロ
ッ
ク
）
と

選
挙
連
合
を
組
み
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
の
州
議
会
選
挙
で
三
一
・

八
％
の
得
票
率
を
獲
得
し
て
第
二
党
に
進
出
し
、
反
対
に
S
P
D
と

大
連
立
内
閣
を
組
ん
だ
C
D
U
は
、
得
票
率
三
〇
・
九
％
（
第
二
党
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

か
ら
一
八
・
八
％
（
第
三
党
）
に
後
退
し
た
よ
う
に
、
今
だ
に
自
党

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
定
ま
ら
ず
、
新
党
結
成
か
ら
間
も
な
い

C
D
U
／
C
S
U
に
と
っ
て
は
、
S
P
D
と
大
連
立
政
権
を
組
む
こ

と
は
、
F
D
P
が
反
共
主
義
諸
政
党
を
糾
合
し
た
野
党
と
し
て
ヘ
ッ

セ
ン
州
の
よ
う
に
C
D
U
／
C
S
U
に
対
峙
し
た
場
合
に
は
、
自
党

の
首
を
絞
め
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
事
実
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
1
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
C
D
U
に
所
属
し
、

連
邦
レ
ベ
ル
で
の
大
連
立
内
閣
の
形
成
を
主
張
し
た
、
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
（
国
O
冒
ユ
O
ゴ
＜
O
昌
し
d
『
①
づ
雷
昌
O
）
蔀
議
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政権交代のある民主国家における野党観

州 名

Baden　W昼rttemb6rgt｝

Bayern

Berlin－West

Bremen
Hamburg
Hessen
Niedersachsen

NordrLein・Westfalen

Rheinland－Pfalz

Saarland2）

ScMeswig・Holstein

第1回
州選挙
の　年

1952

1947

1946

1947

1947

1946

1947

1947

1947

19472）

．1947

表2　SPDとCDU（CSU）の州政権参加比率、

1952年まで　　　　　　　1955年まで

SPD　CDU　DOM　HEG　SPD　CDU　DCM　HEG
61

40

57

61

83

70

63

23

29

56

00

6G

25

29

0

32

21

61

57

14

（SPD）

（CSU）

（SPD）

SPD
SPD

（SPD）

（SPD）

（CDU）

（CDU）

（SPD）

SPD

■

44

41

50

62

87

82

59

15

17

37

23

48

32

24

23

23

17

68

61

25

（SPD）

（CSU＞

（SPD）

（SPD）

（SPD）

（SPD）

（SPD）

CDU
CDU

〈CDU＞

　1）1952年以前のBaden，　WUrttemberg－BadenおよびW極rttemberg・HoLenzollern各州にお

　　ける選挙結果は考慮に入れず。

　2＞1957年1月1日以来連邦に復帰。1955年の選挙以降を考慮に入れた。
　本馬はMG．　Schmidt，　CPひ槻d　SPD　aπdε7　Regピεrπηg，　Campus，1980，　S．60．に拠る。

SPD：SPDの政権参加比率（全政権参加政党に占めるSPDの得票比率。0とはSPDが野党
　　　であることを示す。指示年代中の平均値）

CDUこCDU（CSU）の政権参加比率（同上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

員
を
退
け
、
入
閣
を
一
九
五
五
年
ま
で
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
ブ

レ
ソ
タ
ー
ノ
は
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
連
邦
外
相
を
務

め
た
。
）

　
参
考
の
た
め
に
、
戦
後
各
州
政
権
に
参
加
し
た
政
党
の
構
成
を
表

1
に
示
し
た
。
こ
の
表
1
を
、
C
D
U
（
C
S
U
）
と
S
P
D
の
州

政
権
に
お
け
る
優
位
性
に
焦
点
を
あ
て
て
再
構
成
し
た
の
が
表
2
で

あ
る
。
表
2
に
よ
れ
ば
連
邦
の
す
べ
て
の
州
に
お
い
て
、
一
九
五
五

年
ま
で
に
C
D
U
（
C
S
U
）
と
S
P
D
の
大
連
立
内
閣
の
経
験
が

一
回
以
上
あ
っ
た
。
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
六
六
年
ま
で
の
期
間
に

お
い
て
も
、
C
D
U
が
専
ら
野
党
で
あ
っ
た
は
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
み

で
あ
り
、
S
P
D
が
専
ら
野
党
で
あ
っ
た
の
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ

ァ
ル
ッ
州
と
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
州
の
み
で

あ
っ
た
。
一
九
六
六
年
＝
一
月
に
タ
ル
ト
・
ゲ
オ
ル
ク
・
キ
ー
ジ
ン

ガ
ー
（
国
駈
け
O
O
O
西
国
δ
ω
ぎ
び
q
臼
”
O
U
d
）
連
邦
首
相
と
ヴ
ィ
リ

ー
・
ブ
ラ
ン
ト
（
ぐ
唄
出
一
団
　
】
W
円
Ω
9
質
像
一
門
　
ω
℃
∪
）
連
邦
副
首
相
兼
外
相

を
擁
す
る
大
連
立
内
閣
が
生
れ
え
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
州
に
お
け

る
経
験
が
物
を
言
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
一
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九
六
七
年
以
降
に
な
る
と
、
州
政
府
に
お
け
る
二
大
政
党
間
で
の
政
権
交
代
が
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
察
す
る
な
ら
ぽ
、
「
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
ま
で
は
、
C
D
U
／
C
S
U
が
優
位
（
＆
巨
轟
ロ
一
）

な
地
位
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
璽
と
い
う
外
見
的
判
断
も
「
連
邦
・
ベ
ル
で
は
」
少
な
く
と
も
そ
皇
一
・
え
る
が
、
「
州

レ
ベ
ル
で
は
」
必
ず
し
も
正
し
く
は
な
い
、
と
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

54

二
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
野
党
観
を
め
ぐ
る
連
邦
議
会
に
お
け
る
審
議

　
第
一
次
世
界
大
戦
で
右
手
を
失
い
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
強
制
収
容
所
で
の
十
年
間
の
投
獄
の
結
果
、
一
九
四
九
年
に
左
足
を
も
失

っ
た
・
隻
腕
隻
脚
の
新
生
S
P
D
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
都
w
ζ
↓
・
↑
は
「
野
党
の
薬
政
策
」
と
題
す
る
演
説
を
、
一
九
四
九

年
八
月
一
四
日
の
連
邦
議
会
選
挙
で
一
三
一
議
席
（
二
九
・
二
％
の
得
票
率
）
を
獲
得
し
、
比
較
第
二
党
（
野
党
第
一
党
）
に
な
り
、
C

D
U
／
C
S
U
＋
F
D
P
＋
D
P
内
閣
に
対
峙
す
る
と
い
う
状
況
の
下
、
九
月
二
一
日
に
連
邦
議
会
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
行
っ
た
。

　
　
　
さ
て
、
我
々
は
野
党
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
が
野
党
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
世
論
に
お
い
て
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
ナ

　
　
イ
ー
ブ
な
議
論
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
野
党
と
政
府
の
評
価
、
す
な
わ
ち
政
府
の
機
能
の
無
制
限
な
過
大
評
価
と
野
党
の
機
能
の
全

　
　
く
同
様
に
無
制
限
な
過
小
評
価
は
、
官
僚
国
家
（
○
耳
一
α
q
閃
Φ
一
宏
ω
欝
9
。
一
）
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
官
僚
国
家
の
概
念
は
、
本

　
　
院
に
お
い
て
も
、
今
だ
に
多
く
の
者
の
頭
の
中
で
生
き
続
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
野
党
が
連
邦
政
府
な
い
し
政
府
与

　
　
党
に
よ
っ
て
好
意
的
な
判
断
を
受
け
る
場
合
に
は
、
野
党
は
そ
の
性
質
上
、
国
家
を
保
持
す
る
機
能
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
我
々

　
　
　
（
S
P
D
）
は
、
所
有
物
を
防
衛
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
極
め
て
冷
淡
な
政
府
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
労
働
す
る
全
国
民
の
利



政権交代のある民主国家における野党観

　
　
益
を
主
張
す
る
に
際
し
て
は
、
全
く
同
様
に
情
念
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
に
主
張
す
る
こ
と
が
、
野
党
の
任
務
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
利
己

　
　
主
義
と
い
う
も
の
は
と
か
く
社
会
感
情
（
O
①
9
①
冒
ω
o
冨
h
蝕
超
。
毎
巨
）
に
訴
え
る
傾
向
に
あ
る
。
　
（
S
P
D
議
員
席
と
右
側
の
議
員

　
　
か
ら
「
そ
の
通
り
。
」
と
の
声
あ
り
。
）

　
　
　
政
府
と
野
党
は
そ
の
性
質
を
そ
の
業
績
に
よ
っ
て
確
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
敬
愛
す
る
議
員
の
皆
さ
ん
、
連
邦
政
府
は
自

　
　
ら
の
法
案
の
た
め
に
過
半
数
を
政
府
与
党
の
側
で
創
出
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
が
価
値
を
持
つ
の
は
野
党
に
と
っ
て

　
　
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
に
、
野
党
は
政
府
の
補
充
政
党
で
は
あ
り
え
ず
、
政
府
与
党
が
状
況
に
よ
り
責
任
を
取
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
多
少

　
　
な
り
と
も
生
じ
た
場
合
に
は
、
野
党
は
代
わ
っ
て
責
任
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
野
党
は
国
家
生
活
の
構
成
要
素
で
あ

　
　
り
、
政
府
を
助
け
る
二
流
の
蕎
助
者
で
は
な
い
。
野
党
は
政
府
権
力
に
対
す
る
制
限
で
あ
り
、
政
府
の
全
体
支
配
に
対
す
る
予
防
策

　
　
の
担
い
手
で
あ
る
。
す
べ
て
の
政
党
が
ガ
ラ
ス
張
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
野
党
で
あ
れ
政
府
与
党
で
あ
れ
、
す
べ
て
の

　
　
政
党
が
一
番
内
奥
の
本
質
を
、
自
党
の
行
動
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
強
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
政
党
の
宣
伝
に
お
け

　
　
る
本
質
的
欺
隔
の
状
態
を
、
そ
れ
以
上
放
っ
て
置
く
こ
と
は
誤
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
そ
が
物
を
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し

　
　
か
し
、
野
党
は
政
府
の
提
案
に
対
し
て
単
に
否
と
答
え
る
だ
け
に
、
終
始
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
全
く
同
様
に
正
し
い
。
野
党
の

　
　
本
旨
は
、
具
体
的
な
事
実
案
件
に
関
し
て
、
具
体
的
な
提
案
を
も
っ
て
、
政
府
と
政
府
与
党
に
対
し
て
野
党
の
現
実
的
な
政
策
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
の
意
志
を
強
い
る
、
不
断
の
試
み
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
最
後
に
、
こ
の
自
ら
の
演
説
を
「
政
府
の
基
本
政
策
に
対
す
る
野
党
の
基
本
政
策
（
缶
ω
寄
。
σ
q
油
日
ヨ
匹
9

0
弓
。
ω
一
訟
。
ロ
）
」
で
あ
る
と
銘
打
っ
て
、
「
我
々
は
社
会
民
主
党
の
政
策
が
、
い
つ
の
日
に
か
本
院
で
議
席
上
過
半
数
を
獲
得
す
る
と
い
う
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（
1
3
）

目
標
を
も
っ
て
、
我
々
の
野
党
を
導
い
て
ゆ
こ
う
と
欲
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
と
表
明
し
、
政
権
担
当
を
担
う
政
党
と
な
る
こ
と
へ
の
執

念
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
の
シ
ュ
ー
マ
ヅ
ハ
ー
の
演
説
の
後
に
、
政
府
声
明
を
C
D
U
の
立
場
か
ら
解
釈
し
、
S
P
D
の
解
釈
と
対
峙
す
る
目
的
で
登
壇
し
た

ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
は
、
以
下
の
よ
う
な
野
党
観
を
提
示
し
た
。

　
　
　
私
は
個
人
的
に
は
、
野
党
は
政
府
自
身
と
政
府
与
党
と
全
く
同
様
に
、
国
家
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
任
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ

　
　
る
と
い
う
見
解
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
私
は
ま
た
、
専
ら
否
定
の
み
を
行
う
野
党
は
こ
の
任
務
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
か
つ

　
　
例
え
ば
反
対
す
る
た
め
に
反
対
し
（
象
o
O
暑
。
ω
一
門
。
昌
信
日
○
窓
。
ω
旨
旨
。
目
≦
筥
魯
）
、
あ
る
い
は
、
よ
り
良
く
言
え
ば
、
宣
伝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
5
1
）

　
　
た
め
に
反
対
す
る
野
党
は
、
民
主
政
治
制
度
の
精
神
と
ド
イ
ツ
の
国
民
生
活
を
汚
す
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
皆
さ
ん
、
私
は
今
し
が
た
、
私
の
前
に
演
説
を
行
っ
た
方
が
自
ら
「
基
本
政
策
」
と
称
し
た
演
説
に
お
け
る
批
判
が
、
信
頼
し
合

　
　
う
と
い
う
態
度
を
余
り
に
も
欠
い
て
い
る
（
蜜
碧
σ
q
o
一
門
ロ
＜
①
二
鑓
自
窪
）
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。

　
　
　
我
々
は
ま
ず
最
初
に
他
者
と
の
間
で
不
信
の
念
を
も
っ
て
相
談
し
、
か
つ
少
な
く
と
も
自
ら
他
者
に
対
し
て
不
信
を
抱
い
て
い
る

　
　
の
で
、
他
者
に
対
し
て
誠
実
さ
を
も
っ
て
接
し
て
い
な
い
こ
と
に
慣
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
私
は
ま
さ
に
ド
ィ
ッ
政

　
　
治
の
欠
陥
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
の
戦
後
政
治
の
欠
陥
で
あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
我
々
の
政
治
的
労
苦
が
そ
も
そ

　
　
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
一
般
的
に
凝
り
固
ま
っ
た
教
条
主
義
に
由
来
す
る
、
政
党
政
治
上
の
不
信
感
と
い
う
か
か
る
障
壁
を
必
ず
や
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
去
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
希
望
し
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
引
き
続
い
て
政
府
与
党
の
側
か
ら
演
壇
に
立
っ
た
、
F
D
P
右
派
（
後
に
D
P
）
の
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
（
閏
①
§
碧
コ
ω
o
猛
－

｛
臼
）
議
員
は
、
以
下
の
よ
う
に
建
設
的
な
野
党
と
破
壊
的
な
野
党
を
区
別
す
る
と
共
に
、
シ
風
ー
マ
ヴ
ハ
！
の
提
示
し
た
野
党
観
に
賛
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同
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
…
…
私
は
野
党
の
機
能
を
軽
視
し
た
い
と
は
欲
し
ま
せ
ん
。
私
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
対
話
の
意
味
に
言
及
し
、
野
党
の
能
力
と
洞

　
　
察
力
を
高
め
、
深
め
る
こ
と
に
言
及
す
る
時
に
、
ま
さ
し
く
既
に
野
党
の
価
値
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
示
し
て
い
る
の
で
す
。
加
え

　
　
て
、
し
か
し
な
が
ら
ぜ
ひ
と
も
、
私
は
異
っ
た
種
類
の
野
党
の
区
別
を
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
け
る
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
　
モ
　
ク
　
ヲ
　
シ
　
　

　
　
家
そ
れ
自
体
と
民
主
政
治
制
度
の
役
割
交
代
を
肯
定
し
、
与
え
ら
れ
た
機
能
を
果
た
す
能
力
を
保
持
す
る
意
志
を
持
っ
た
野
党
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
他
方
に
お
け
る
、
根
本
的
に
国
家
を
否
定
す
る
野
党
の
区
別
で
あ
り
ま
す
。
後
者
は
、
国
家
生
活
の
発
展
に
建
設
的
に
関
与
す
る
努

　
　
力
を
行
っ
て
い
る
野
党
と
は
、
何
ら
関
係
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
我
々
の
同
僚
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
博
士
は
、
野
党
と
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
博
士
の
所
属
す
る
会
派
の
任
務
と
し
て
、
政
府
と
連
立
与
党

　
　
に
対
し
て
、
恒
常
的
な
監
視
と
批
判
的
な
協
力
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
漸
進
的
に
野
党
の
意
志
を
強
い
る
試
み
を
示
し
ま
し
た
。

　
　
こ
の
よ
う
な
試
み
は
今
日
、
皆
さ
ん
、
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
の
う
ち
誰
一
人
と
し

　
　
て
こ
の
よ
う
な
試
み
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
さ
き
ほ
ど
聞
い
た
シ
ュ
マ
ッ
掴
差
博
士
の
論
述
が
、
我

　
　
々
が
こ
の
よ
う
な
試
み
を
行
う
方
向
で
正
し
い
道
に
あ
る
と
信
じ
る
我
々
の
確
信
に
直
ち
に
資
す
る
も
の
で
あ
か
否
か
、
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
8
）

　
　
の
み
熟
知
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
翌
日
、
一
九
四
九
年
九
月
二
二
日
の
審
議
に
お
い
て
登
壇
し
た
、
ヘ
レ
ー
ネ
・
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
（
｝
肖
①
一
Φ
コ
Φ
　
乏
①
ω
ω
Φ
一
）
議
員
（
い
わ
ゆ
る

ボ
ン
基
本
法
制
定
会
議
以
来
の
中
央
党
の
代
表
者
。
一
九
五
二
年
二
月
に
は
G
・
W
・
ハ
イ
ネ
マ
ン
（
〇
二
ω
侍
鋤
く
　
ぐ
く
。
　
出
①
一
コ
Φ
ヨ
9
Ω
昌
昌
）
と

全
ド
イ
ツ
党
を
設
立
し
た
が
、
そ
の
後
身
の
全
ド
イ
ツ
国
民
党
が
一
九
五
三
年
連
邦
議
会
選
挙
で
0
議
席
に
終
わ
る
と
、
ハ
イ
ネ
マ
ン
と

共
に
一
九
五
七
年
に
S
P
D
に
入
党
し
た
。
一
九
五
七
年
以
降
一
九
六
九
年
ま
で
S
P
D
所
属
連
邦
議
会
議
員
）
は
、
野
党
を
「
ド
イ
ツ57



デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
ロ

民
主
政
治
制
度
の
共
同
形
成
者
し
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
歓
迎
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
　

　
　
　
皆
さ
ん
、
内
政
の
領
域
に
お
い
て
、
我
々
は
政
府
が
真
の
民
主
政
治
制
度
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
国
民
の
平
和
の
確
立

　
　
に
奉
仕
し
、
す
べ
て
の
建
設
的
な
意
志
を
持
つ
勢
力
と
の
協
力
を
得
る
必
然
性
を
承
認
す
る
こ
と
を
、
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま

　
　
す
。
新
し
い
連
邦
国
家
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
満
足
す
る
に
は
足
ら
な
い
と
我
々
は
思
う
の
で
す
。
よ
り
重
要
な
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
ヴ
　
　

　
　
新
し
い
連
邦
国
家
を
満
た
す
べ
き
理
念
や
創
造
力
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
我
々
の
民
主
政
治
制
度
の
運
命
は
、
こ
れ
ら
の
理
念

　
　
や
創
造
力
の
機
能
の
能
力
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
故
に
我
々
は
、
野
党
に
位
置
す
る
政
党
で
あ
っ
て
も
、
自
党
は
確
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ヲ
　
ツ
　
じ

　
　
に
政
府
の
担
い
手
で
は
な
い
が
、
ド
イ
ツ
民
主
政
治
制
度
の
共
同
形
成
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
覚
し
う
る
こ
と
を
歓
迎
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
引
き
続
い
て
登
壇
し
た
（
ド
イ
ツ
保
守
党
と
共
に
「
民
族
的
右
翼
（
Z
七
福
8
巴
①
幻
①
o
巨
。
）
」
と
名
の
る
院
内
会
派
を
形
成
し
て
い
た
）

ド
イ
ツ
右
翼
党
の
フ
ラ
ン
ツ
・
リ
ヒ
タ
ー
（
男
『
①
口
N
　
図
一
〇
ポ
け
①
円
）
議
員
は
、
野
党
の
任
務
は
否
定
す
る
こ
と
の
み
に
尽
き
る
も
の
で
は
な

く
、
政
府
が
誤
り
や
欠
陥
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
注
意
を
怠
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
　
皆
さ
ん
、
連
邦
首
相
は
政
府
声
明
の
中
で
、
野
党
が
議
会
に
あ
っ
て
は
明
確
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
ま
し
た
。
昨
日

　
　
の
会
議
の
後
で
私
は
、
そ
も
そ
も
野
党
の
み
が
存
在
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
本
議
会
で
生
ぜ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

　
　
感
情
を
持
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
、
私
は
今
日
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
も
と
よ
り
我
々
は
野
党
を
も

　
　
っ
ぽ
ら
否
定
す
る
こ
と
の
み
に
尽
き
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
む
し
ろ
我
々
は
民
主
的
政
体
の
価
値
は
、
野
党

　
　
が
政
府
の
誤
り
や
欠
陥
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
同
じ
種
類
の
誤
り
や
欠
陥
が
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
注
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
を
怠
ら
ず
に
い
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。
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シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
演
説
の
二
日
後
、
　
一
九
四
九
年
九
月
二
三
日
に
、
S
P
D
副
党
首
工
ー
リ
ヅ
ヒ
・
オ
ル
レ
ソ
ハ
ウ
ア
ー
（
国
ユ
9

9
一
魯
冨
千
日
）
議
員
ー
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
戦
時
中
、
ロ
ン
ド
ン
亡
命
S
P
D
党
幹
部
会
代
表
を
務
め
、
一
九
四
六
年
五
月
九
日
か

ら
一
一
日
に
か
け
て
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
開
催
さ
れ
た
S
P
D
党
大
会
で
、
K
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
次
い
で
S
P
D
副
党
首
に
選
出
さ
れ

た
。
こ
の
党
大
会
で
は
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
率
い
る
ハ
ノ
ー
フ
ァ
i
S
P
D
党
幹
部
会
と
、
オ
ル
レ
ソ
ハ
ウ
ア
ー
が
率
い
る
ロ
ン
ド
ン
S

P
D
党
幹
部
会
が
、
ナ
ッ
ト
i
・
グ
ロ
ー
テ
ヴ
ォ
ー
ル
（
○
け
け
O
　
O
同
O
け
①
≦
O
げ
一
）
が
か
っ
て
率
い
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
S
P
D
党
幹
部
会
（
一

九
四
六
年
四
月
二
〇
日
に
K
P
D
と
統
一
し
て
社
会
主
義
統
一
党
（
S
E
D
）
へ
改
組
し
た
）
の
残
煙
で
あ
る
、
左
派
や
マ
ル
ク
ス
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

的
左
翼
を
全
く
党
幹
部
会
か
ら
排
除
し
た
点
で
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
と
ロ
ン
ド
ン
S
P
D
党
幹
部
会
が
完
全
に
勝
利
し
た
党
大
会
で
あ
っ
た

一
は
、
以
下
の
よ
う
に
野
党
と
政
府
の
関
係
に
つ
い
て
、
連
邦
議
会
で
演
説
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
私
は
、
政
府
が
行
っ
た
声
明
に
関
す
る
今
ま
で
の
議
論
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
エ

　
　
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
こ
の
場
で
、
私
が
信
じ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
民
主
政
治
制
度
に
お
け
る
野
党
と
政
府
の
関
係
に
つ
い
て
、
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ヲ
　
シ
　
ド

　
　
常
に
有
益
な
根
本
的
論
争
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
論
争
に
お
い
て
政
府
与
党
の
側
か
ら
も
、
民
主
政
治
制
度
に
お
け
る
野
党
と

　
　
政
府
の
等
し
い
価
値
（
9
¢
ざ
げ
薯
臼
餓
α
Q
閃
。
δ
の
承
認
が
表
明
さ
れ
た
こ
と
を
、
我
々
は
歓
迎
し
ま
す
。
我
々
が
こ
の
原
則
を
堅
持

　
　
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
事
物
に
即
し
た
討
論
の
た
め
の
良
い
土
壌
を
見
い
出
す
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
の
際
に
、
か
よ
う
な
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
か
ら
来
る
帰
結
に
つ
い
て
も
、
我
々
が
ぜ
ひ
と
も
明
ら
か
で
な
け
れ
ぽ

　
　
な
ら
な
い
と
、
私
に
は
思
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
こ
で
、
今
し
が
た
述
べ
ら
れ
た
原
則
を
承
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
こ
と

　
　
の
承
認
に
は
、
政
党
政
治
上
の
不
信
感
と
い
う
障
壁
を
除
去
す
る
こ
と
が
結
び
つ
く
べ
き
で
あ
る
と
、
表
明
し
た
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
議

　
　
員
の
論
評
に
立
ち
返
り
た
い
と
思
う
の
で
す
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
議
員
は
こ
れ
に
関
連
し
て
更
に
、
野
党
の
政
府
に
対
す
る
信
頼
感
の
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デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
ロ

　
　
欠
如
に
対
し
て
遺
憾
の
意
を
表
し
ま
し
た
。
〔
し
か
し
〕
両
者
の
問
題
点
は
合
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
民
主
政
治
制
度
に
お
け
る
政
党

　
　
政
治
上
の
対
立
は
悪
し
き
意
志
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
は
毛
頭
な
く
、
我
々
が
事
実
と
し
て
尊
重
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
　
モ
　
ク
　
ラ

　
　
実
的
対
立
と
緊
張
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
私
は
本
院
に
お
け
る
民
主
的
思
考
の
担
い
手
が
、
我
々
は
、
年
若
い
ド
イ
ツ
の
民
主
政
治

　
　
シ
　
　

　
　
制
度
に
お
い
て
、
政
党
を
差
別
す
る
論
評
に
対
し
て
、
極
め
て
注
意
深
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た

　
　
い
の
で
す
。
我
々
は
政
党
が
欠
点
と
弱
点
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
所
与
の
条
件
の
下
で
は
、
政
治
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
志
を
表
明
し
、
か
つ
政
治
的
意
志
を
形
成
す
る
に
は
、
政
党
以
上
に
よ
り
良
い
形
態
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
じ

　
　
　
第
二
に
、
皆
さ
ん
、
野
党
と
政
府
の
間
の
均
斉
の
と
れ
た
関
係
は
、
民
主
政
治
制
度
に
お
い
て
我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
我

　
　
々
野
党
が
、
政
府
と
議
論
の
上
で
仲
が
良
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
野
党
と
政
府
の
均
衡
あ
る
関
係
は
、
野
党
が
、
何

　
　
ら
か
の
個
人
的
な
い
し
事
物
に
即
し
た
理
由
に
よ
っ
て
、
政
府
に
対
し
て
肯
定
的
な
信
頼
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
期
待
さ
れ

　
　
る
こ
と
に
あ
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
野
党
が
、
政
府
に
対
し
て
事
物
に
即
し
た
対
立
を
行
う
よ
う
に
強
い
る
事
実
そ
の
も
の

　
　
が
、
我
々
野
党
が
、
か
よ
う
な
信
頼
関
係
を
持
ち
う
る
こ
と
を
ま
さ
に
阻
止
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
我
々
は
、
共
和
国
の
憲
法
に
適
合
し
た
制
度
で
あ
る
政
府
に
対
し
て
尊
重
と
敬
意
を
表
す
る
準
備
が
で
き
て
お
り
ま
す
が
、
政
府

　
　
が
野
党
と
野
党
の
指
導
者
に
対
し
て
同
じ
尊
重
と
同
じ
敬
意
を
示
す
場
合
に
の
み
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

更
に
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ
ア
1
は
「
我
々
野
党
は
政
府
を
否
定
す
る
の
み
で
は
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
申
し
立
て
を
行
っ
た
後
に
、
S
P
D

は
K
P
D
と
の
統
一
の
過
程
で
、
S
E
D
に
東
側
占
領
地
区
で
屈
服
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
、
誤
っ
た
見
解
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
反

駁
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

60



政権交代のある民主国家における野党観

　
　
　
…
…
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
議
員
は
幅
昨
日
、
東
側
（
占
領
）
地
区
に
お
け
る
政
党
の
発
展
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
一
面
的
陳
述
を
行
い

　
　
ま
し
た
。
特
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
議
員
は
社
会
民
主
党
員
は
少
な
く
と
も
そ
の
指
導
者
層
は
S
E
D
の
前
に
降
伏
し
た
の
で
あ
る
と
主
．

　
　
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
陳
述
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
主
張
は
事
態
の
事
実
に
基
づ
い
た
進
展
と
一
致
し
な
い
と
思

　
　
い
ま
す
。
東
側
（
占
領
）
地
区
に
お
い
て
S
P
D
を
独
立
し
た
組
織
体
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
、
東
側
（
占
領
）
地
区
に
お
け
る

　
　
S
P
D
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
意
志
表
明
を
排
除
し
た
条
件
の
下
で
、
も
っ
ぱ
ら
S
P
D
の
K
P
D
と
の
強
制
的
統
副
の
結
果
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
引
き
続
い
て
S
P
D
が
東
側
占
領
地
区
で
自
由
な
意
志
表
明
を
排
除
さ
れ
た
こ
と
の
動
か
ぬ
証
拠
と
し
て
、

ベ
ル
リ
ン
の
S
P
D
は
K
P
D
と
の
統
一
に
反
対
の
立
場
を
ほ
と
ん
ど
満
場
一
致
で
決
議
し
た
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
い

て
、
今
日
ま
で
東
側
C
D
U
と
東
側
L
D
P
が
S
E
D
と
共
に
（
ソ
連
）
占
領
軍
に
よ
っ
て
専
ら
命
令
さ
れ
る
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
・
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

主
的
政
党
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
政
策
に
追
従
し
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
、
切
り
返
し
た
。
次
い
で
、
　
「
S
P
D
が
、
東
側
（
占
領
）

　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
ヒ

地
区
に
お
け
る
民
主
政
治
制
度
の
か
よ
う
な
暴
力
に
よ
る
否
定
に
対
す
る
断
固
と
し
た
抵
抗
勢
力
を
、
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

何
ら
疑
義
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
反
論
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
レ
ソ
タ
ー
ノ
議
員
は
野
次
（
不
規
則
発
言
）
を
行
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勿
）

「
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ
ア
！
議
員
、
そ
ん
な
こ
と
は
誰
も
信
用
し
な
い
」
と
応
酬
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
オ
ル
レ
ン
ハ
ゥ
ア
ー
の
主
張
の
方
が
、
よ
り
現
在
知
ら
れ
て
い
る
事
実
に
即
し
て
い
る
が
、
ブ
レ
ソ
タ
ー

ノ
が
当
時
の
限
ら
れ
た
情
報
の
中
で
、
旧
S
P
D
党
首
の
グ
ロ
！
テ
ヴ
ォ
ー
ル
が
、
K
P
D
側
に
寝
返
っ
た
事
実
の
背
後
に
あ
っ
た
、
ソ

　
　
　
　
　
（
％
）

連
の
恐
怖
政
治
の
存
在
を
知
ら
ず
に
、
こ
の
事
実
の
表
面
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
て
真
相
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
い
た
し
か
た
な
い

と
思
う
。
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一
九
四
九
年
九
月
二
七
日
に
登
壇
し
た
C
D
U
所
属
の
フ
ラ
ン
ツ
・
エ
ッ
ツ
ェ
ル
（
国
H
9
昌
N
　
国
叶
N
①
一
）
議
員
（
一
九
四
九
－
五
三
年
連

邦
議
会
議
員
、
一
九
五
二
年
以
来
欧
州
石
炭
・
鉄
鋼
共
同
体
副
総
裁
に
就
任
し
た
た
め
一
時
議
席
を
離
れ
る
、
一
九
五
七
－
六
五
年
連
邦

議
会
議
員
、
一
九
五
七
1
六
一
年
連
邦
大
蔵
大
臣
、
一
九
五
九
年
に
は
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相
お
気
に
入
り
の
後
継
者
（
首
相
候
補
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

し
て
取
り
沙
汰
さ
れ
た
）
は
、
始
め
に
「
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ
ア
ー
議
員
の
論
述
は
、
野
党
が
お
そ
ら
く
は
確
か
に
建
設
的
に
役
割
を
果
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
価
値
あ
る
徴
候
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
評
価
し
た
後
に
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
九
月
二
一
日
に
「
我

々
は
政
府
声
明
の
よ
う
に
、
　
『
労
働
者
（
諺
ひ
。
津
段
）
』
と
い
う
言
葉
に
一
度
も
言
及
せ
ず
、
わ
ず
か
な
役
割
を
労
働
者
が
果
た
す
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ぎ
な
い
場
合
に
は
、
民
主
的
国
家
制
度
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
、
　
「
労
働
す
る
住
民
（
錠
び
Φ
凶
8
巳
①

切
①
＜
α
涛
嘆
琶
α
q
）
」
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
た
。

　
　
　
…
…
私
は
あ
た
か
も
労
働
す
る
住
民
の
利
益
が
、
専
ら
野
党
に
お
い
て
の
み
守
ら
れ
て
い
る
が
ご
と
き
こ
と
を
主
張
す
る
、
シ
ュ

　
　
ー
マ
ヅ
ハ
i
議
員
の
論
述
に
対
し
て
、
断
然
、
断
固
と
し
て
抗
弁
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
…
…
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
議
員
が
こ
こ
で
「
労
働
す
る
住
民
」
の
下
に
、
手
工
業
に
従
事
す
る
住
民
を
意
図
し
て
い
る
場
合
に
お
い

　
　
て
さ
え
も
、
私
は
確
固
不
動
と
し
て
、
我
々
も
こ
の
住
民
の
大
き
な
階
層
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
野
党
は
〔
こ
の
階
層
の
〕
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
会
的
心
情
と
社
会
的
利
益
の
、
専
権
的
な
擁
護
と
を
独
占
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
、
表
明
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
続
け
て
エ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
以
下
の
よ
う
に
C
D
U
が
理
解
す
る
「
社
会
的
市
場
経
済
（
ω
o
N
芭
Φ
竃
9
。
時
ヨ
一
詳
ω
o
冨
ヰ
）
」
は
、
労
働
す

る
階
層
の
社
会
的
利
益
を
高
度
に
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
た
。

　
　
　
「
真
正
の
業
績
競
争
、
独
占
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
包
括
的
経
済
政
策
と
い
う
経
済
へ
の
計
画
的
影
響
お
よ
び
組
織
的
手
段
」

　
　
を
伴
ら
た
社
会
的
市
場
経
済
、
利
潤
へ
の
参
加
、
企
業
に
お
い
て
労
働
組
合
と
〔
企
業
体
〕
連
合
体
が
自
主
管
理
を
行
い
共
同
決
定
を
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行
う
こ
と
一
こ
れ
が
我
々
の
経
済
・
社
会
政
策
の
手
段
で
あ
り
、
誠
実
に
自
己
の
責
任
を
政
府
な
い
し
野
党
に
お
い
て
果
た
そ
う

　
　
と
す
る
者
な
ら
ぽ
誰
一
人
と
し
て
、
我
々
の
経
済
・
社
会
政
策
が
外
な
ら
ぬ
革
命
的
（
目
O
〈
O
一
仁
什
一
〇
昌
餌
『
）
形
成
力
を
持
っ
た
労
働
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
る
階
層
の
社
会
的
利
益
を
高
度
に
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
否
定
す
る
主
張
を
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
九
年
九
月
二
九
日
に
登
壇
し
た
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
O
鋤
脱
一
〇
　
ω
O
げ
已
一
亀
）
連
邦
議
会
副
議
長
（
一
九
四
九
年
か
ら
六
六
年

お
よ
び
一
九
六
九
年
か
ら
七
二
年
在
職
）
（
S
P
D
）
は
、
野
党
は
ド
イ
ツ
政
治
の
ブ
レ
ー
キ
で
は
な
く
、
も
う
一
つ
の
牽
引
車
で
あ
る
こ

と
を
、
以
下
の
よ
う
に
表
明
し
た
。

　
　
　
皆
さ
ん
、
我
々
が
い
か
に
野
党
を
導
こ
う
と
考
え
て
い
る
か
は
、
こ
の
場
で
す
で
に
二
回
に
わ
た
っ
て
〔
シ
ュ
ー
マ
ヅ
ハ
ー
党
首

　
　
と
ナ
ル
レ
ソ
ハ
ウ
ア
二
割
党
首
が
述
べ
た
よ
う
に
〕
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
二
、
三

　
　
の
補
足
的
発
言
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
野
党
と
は
我
々
に
と
っ
て
、
　
「
共
に
参
加
す
る
必
要
が
な
い
」
者
に
対
す
る
敬
称
を
、

　
　
意
味
す
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
自
党
を
一
種
の
「
不
満
を
持
つ
者
の
同
好
会
」
と
は
み
な
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
野
党
は
ド

　
　
イ
ツ
政
治
と
い
う
車
両
に
付
い
た
ブ
レ
ー
キ
で
は
〔
断
じ
て
〕
あ
り
ま
せ
ん
。
野
党
は
ド
イ
ツ
政
治
の
も
う
一
つ
の
牽
引
車
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）

　
　
あ
り
ま
す
。
政
府
と
野
党
は
、
専
ら
共
同
で
ド
イ
ツ
政
治
の
諸
勢
力
の
全
体
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
引
き
続
い
て
再
度
登
壇
し
た
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
以
下
の
よ
う
に
野
党
の
指
導
者
が
表
明
し
た
野
党
観

を
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
野
党
の
代
表
老
が
、
政
府
と
連
立
政
権
に
対
す
る
自
ら
の
立
場
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
多
い
に
歓
迎
す
る
も
の

　
　
で
あ
り
ま
す
。
私
が
野
党
の
演
説
者
と
言
う
時
に
、
私
は
幾
分
か
の
注
意
を
意
質
的
に
払
っ
て
表
現
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な

　
　
ら
私
は
今
な
お
正
確
に
は
、
誰
が
全
て
、
野
党
に
属
す
る
者
で
あ
る
の
か
を
知
り
尽
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
何
人
か
の
会
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派
の
代
表
者
に
よ
っ
て
、
も
と
よ
り
本
日
社
会
民
主
党
会
派
を
代
表
す
る
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
、
・
・
ッ
ト
議
員
の
口
を
通
じ
て
表
明
さ
れ
た

　
　
こ
と
は
、
時
々
の
法
案
の
内
容
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
ま
さ
に
肯
定
的
（
℃
o
ω
一
鉱
く
）
に
協
力
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ

　
　
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
私
は
今
〔
こ
の
場
で
は
〕
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
博
士
、
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ
ア
ー
議
員
な
ら
び
に
カ
ル
ロ
・

　
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
が
、
野
党
と
政
府
の
関
係
に
お
い
て
原
則
的
に
述
べ
た
こ
と
を
強
調
し
、
し
か
も
満
足
を
も
っ
て
強
調
す
る
に
と

　
　
ど
め
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
も
し
野
党
が
か
よ
う
な
意
味
で
行
動
す
る
な
ら
ば
’
お
そ
ら
く
か
か

　
　
る
場
合
お
よ
び
二
、
三
の
程
度
そ
れ
以
上
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
私
は
何
ら
対
立
す
る
物
を
持
た
な
い
の
で
あ
り
、
か
か
る
場
合
に

　
　
は
、
野
党
と
政
府
の
関
係
は
、
ド
イ
ツ
国
民
の
ひ
ろ
く
民
主
的
な
感
情
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
私
は
躊
躇
せ
ず
に
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
、
と
り
わ
け
私
が
統
轄
す
る
政
府
は
、
賢
明
な
る
野
党
か
ら
学
び
う
る
こ
と
が
極
め
て
大
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
　
り
、
極
め
て
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
表
明
い
た
し
ま
す
。

　
以
上
与
野
党
九
名
の
、
議
員
・
首
相
の
答
弁
の
全
体
の
傾
向
は
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
　
「
賢
明
な
る
野
党
」
と
の
協

調
に
終
始
し
た
。
保
守
派
の
議
員
か
ら
は
、
　
「
野
党
は
も
っ
ぱ
ら
否
定
す
る
こ
と
の
み
に
尽
き
」
ず
（
リ
ヒ
タ
ー
”
右
翼
党
）
、
「
反
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
　

る
た
め
に
反
対
す
る
」
野
党
は
民
主
政
治
制
度
の
精
神
を
汚
し
（
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
…
C
D
U
）
、
な
い
し
「
国
家
を
否
定
す
る
野
党
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
　

「
国
家
そ
れ
自
体
と
民
主
政
治
制
度
の
役
割
交
代
を
肯
定
す
る
」
野
党
を
区
別
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
（
H
・
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
“
F
D

P
）
が
説
か
れ
た
。
も
と
よ
り
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
率
い
る
S
P
D
が
、
　
「
労
働
者
」
の
利
益
を
専
権
的
に
代
表
し
て
い
る
、
と
す
る
行

き
す
ぎ
た
主
張
に
対
す
る
エ
ッ
ツ
ェ
ル
（
C
D
U
）
の
批
判
は
、
的
を
得
て
い
た
と
思
う
。
し
か
し
、
S
P
D
副
党
首
の
オ
ル
レ
ン
ハ
ウ

ア
ー
自
身
、
　
「
野
党
は
政
府
を
否
定
す
る
の
み
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
時
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
対
す
る
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
批
判
点
以
外
に

は
、
S
P
D
の
野
党
と
し
て
の
立
場
表
明
に
重
大
な
理
疵
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
S
P
D
の
側
の
「
信
頼
の
欠
席
」
を
批
判
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ナ
ル
レ
ソ
ハ
ウ
ア
ー
は
、
与
野
党
間
に
「
信

頼
関
係
」
が
あ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
く
し
て
、
「
事
物
に
即
し
た
討
論
」
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
、
主
旨
の
返
答
を
行
っ
た
。

こ
の
二
人
の
間
に
は
、
東
側
占
領
地
区
の
S
P
D
と
K
P
D
の
統
合
に
関
す
る
、
抜
き
差
し
な
ら
な
い
見
解
の
相
違
が
あ
っ
た
の
で
、
多

少
感
情
的
な
議
論
に
な
っ
た
と
い
う
き
ら
い
が
あ
り
、
そ
の
点
で
割
り
引
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
シ
ュ
r
マ

ッ
ハ
ー
が
述
べ
た
「
利
己
主
義
と
い
う
も
の
は
と
か
く
社
会
感
情
に
訴
え
る
傾
向
に
あ
る
」
と
の
発
言
は
、
感
情
を
排
除
し
て
事
実
そ
の

も
の
を
重
視
す
べ
し
と
い
う
点
で
、
与
野
党
双
方
の
賛
同
を
得
た
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
し

　
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
（
Z
）
は
、
野
党
を
「
ド
イ
ツ
民
主
政
治
制
度
の
共
同
形
成
者
」
と
し
、
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
S
P
D
）
も
、
野
党

は
ド
イ
ツ
政
治
の
「
ブ
レ
ー
キ
」
で
は
な
く
、
　
「
も
う
一
つ
の
牽
引
車
」
で
あ
り
、
政
府
と
野
党
は
「
共
同
で
」
ド
イ
ツ
政
治
を
形
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

て
い
る
と
述
べ
た
。
ナ
ル
レ
ソ
ハ
ウ
ア
ー
も
「
民
主
政
治
制
度
に
お
け
る
野
党
と
政
府
の
等
し
い
価
値
」
を
表
明
し
、
こ
の
オ
ル
レ
ソ
バ

ゥ
ア
ー
の
表
明
に
対
し
、
エ
ヅ
ツ
ェ
ル
は
野
党
の
建
設
的
役
割
を
評
価
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ー
マ
ヅ
ハ
ー
が
述
べ
た
、
　
「
野
党
は

国
家
生
活
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
政
府
を
助
け
る
二
流
の
講
究
者
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、
大
筋
の
所
、
与
野
党
双
方
に
よ
っ
て
理

解
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
指
摘
し
た
、
具
体
的
な
政
策
に
よ
る
政
府
と
野
党
の
対
決
こ
そ
が
「
野
党
の
本
旨
」
で
あ
る
、
と
い
う
主
旨
の
主

張
は
、
　
「
野
党
は
政
府
の
提
案
に
対
し
て
単
に
否
と
答
え
る
」
の
み
な
ら
ず
、
野
党
自
身
の
「
具
体
的
な
提
案
」
を
も
っ
て
議
論
す
べ
き

こ
と
を
教
え
て
い
る
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
述
べ
た
、
　
「
官
僚
国
家
」
制
度
の
残
量
が
、
今
な
お
多
く
の
議
員
の
意
識
の
中
に
残
っ
て
い

る
と
い
う
批
判
は
、
多
数
老
と
異
っ
た
意
見
を
唱
え
る
者
に
対
す
る
「
差
別
」
　
（
オ
ル
レ
ソ
ハ
ウ
ア
ー
）
の
問
題
点
を
突
い
て
い
る
。

躍
ぎ
黄
濁
瀞
虜
に
あ
っ
て
は
、
少
数
反
対
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
と
、
　
こ
の
表
明
に
基
づ
い
て
多
数
者
も
自
ら
の
見
解
の
限
界
を
認
識
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し
、
自
己
の
政
策
を
絶
対
的
に
正
し
い
と
す
る
、

可
能
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

絶
対
主
義
思
想
を
放
棄
す
る
こ
と
の
故
に
、
独
裁
制
よ
り
も
優
れ
た
柔
軟
性
と
発
展
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
6

三
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
以
降
の
S
P
D
指
導
者
の
野
党
観

　
シ
ュ
ー
マ
ヅ
ハ
ー
戦
後
S
P
D
初
代
党
首
の
秘
書
を
務
め
、
そ
の
後
S
P
D
右
派
に
属
し
、
戦
後
唯
一
、
S
P
D
に
所
属
す
る
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

し
て
連
邦
議
会
議
長
を
一
九
七
二
年
＝
一
月
か
ら
一
九
七
六
年
一
二
月
ま
で
務
め
た
、
　
ア
ン
ネ
マ
リ
ー
．
レ
ン
ガ
i
（
藍
島
コ
。
ヨ
真
直
①

閑
。
昌
ひ
q
興
）
は
、
与
野
党
の
権
力
構
造
の
現
実
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

　
　
　
…
…
立
法
府
と
し
て
連
邦
議
会
は
、
法
的
に
は
全
体
と
し
て
行
政
府
に
対
峙
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
第
一
に
「
議
会
野
党
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
政
府
に
対
す
る
本
来
の
政
治
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
使
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
「
議
会
野
党
」
と
政
府
与
党
の
権
力
分
立
論
の
本
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

　
一
九
四
六
年
か
ら
五
五
年
と
五
九
年
か
ら
六
一
年
ま
で
、
都
合
六
内
閣
に
わ
た
っ
て
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
首
相
を
勤
め
た
、
ヒ
ソ
リ

ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
コ
ヅ
プ
（
＝
一
b
冠
一
〇
げ
　
ぐ
刈
一
一
げ
①
一
昌
P
　
国
O
づ
（
）
の
政
治
的
立
場
は
元
来
「
中
道
左
派
」
と
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

州
首
相
在
任
中
は
と
り
わ
け
わ
ず
か
な
が
ら
左
寄
り
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
S
P
D
内
部
よ
り
S
P
D
外
部
に
多
く
の
友
人
や
支
持
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詑
）

持
ち
、
ド
イ
ツ
S
P
D
と
い
う
よ
り
も
英
国
保
守
党
員
に
似
た
堂
々
と
し
た
風
貌
を
備
え
て
い
た
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
四
六
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
　

二
月
九
日
に
事
物
に
即
し
た
（
ω
O
O
一
μ
一
回
O
げ
）
論
争
の
み
が
民
主
政
治
制
度
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
　
寓
ギ
政
浮
離
劇
は
等
し
い
権
利
を
持
っ
た
国
民
の
共
同
作
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
極
め
て
鋭
い
事
物
に
即
し
た
批
判
を
も
避
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け
て
は
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
事
物
に
即
し
た
意
見
の
交
換
に
お
い
て
公
共
生
活
を
規
定
す
る
決
定
が
成
立
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

　
　
い
。
事
物
に
即
し
た
批
判
と
事
物
に
即
し
た
論
拠
の
み
が
価
値
を
有
し
、
有
益
で
あ
る
。
他
の
す
べ
て
の
こ
と
は
、
共
通
の
任
務
を

　
　
帯
び
た
論
争
を
損
な
い
、
偏
向
さ
せ
、
事
物
に
即
さ
な
い
有
害
な
決
定
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
事
実
（
ω
帥
。
げ
Φ
）
の
み
に
着

　
　
目
す
る
習
慣
を
つ
け
よ
う
で
は
な
い
か
。
我
々
の
政
治
に
敵
対
す
る
老
の
私
生
活
は
論
争
の
外
に
置
か
れ
ね
ぽ
な
ら
な
喩
醒

　
当
時
の
S
P
D
が
自
ら
の
役
割
を
「
建
設
的
野
党
（
閃
。
コ
ω
嘗
艮
鉱
く
o
O
窓
。
ω
三
§
）
」
と
規
定
し
、
　
「
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
野
党
と
し

て
の
政
策
綱
領
は
、
そ
の
ま
ま
明
日
の
わ
が
政
府
の
政
策
大
綱
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
露
う
に
・
こ
’
」
雲

ッ
プ
が
指
摘
し
た
「
事
実
」
と
は
、
政
権
担
当
の
責
任
を
持
っ
た
政
策
論
争
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。

　
ブ
リ
ッ
ツ
．
エ
ア
レ
ル
（
国
葺
N
国
二
臼
“
ω
勺
∪
）
は
「
建
設
的
野
党
」
を
「
悪
し
き
を
批
判
し
良
き
を
支
持
す
る
全
議
会
の
良

（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
モ
〃
ラ
シ
ー

心
」
と
理
解
し
た
。
英
国
で
は
、
議
会
は
議
会
の
野
党
が
有
す
る
だ
け
の
価
値
を
有
し
、
野
党
の
水
準
が
民
主
政
治
制
度
に
お
い
て
は
議

　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

会
の
水
準
を
決
定
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
九
七
九
年
＝
一
月
に
八
三
歳
で
逝
去
す
る
直
前
に
、
英
国

の
議
会
制
度
を
想
起
し
て
、
野
党
の
役
割
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
…
…
憲
法
は
、
　
「
野
党
」
と
呼
ば
れ
る
、
政
府
に
代
表
者
を
出
し
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
…

　
　
…
議
会
の
少
数
派
は
特
に
、
政
府
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
多
数
党
が
望
ま
ず
、
ま
た
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
望
ま
な
い
法
律
の
場
合

　
　
で
あ
っ
て
も
、
野
党
独
自
の
提
案
に
よ
っ
て
多
数
派
の
参
加
を
強
い
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
時
の
進
展
に
伴
っ

　
　
て
、
野
党
も
連
合
政
府
と
同
様
に
重
要
と
さ
れ
る
、
力
の
真
に
有
効
な
均
衡
関
係
（
℃
碧
邑
。
ご
α
q
δ
仁
摩
）
が
育
成
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
も
し
我
々
が
英
国
の
選
挙
権
を
持
ち
、
小
選
挙
区
で
相
対
的
多
数
を
得
た
者
が
選
ば
れ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
お
そ
ら
く
我
々
は
二

　
　
党
制
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
政
治
的
基
本
構
想
は
、
今
日
す
で
に
そ
う
で
あ
る
以
上
に
、
様
々
に
混
合
し
て
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二
党
制
に
再
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
場
合
に
、
我
々
は
真
の
国
民
政
党
を
受
け
取
り
、
か
か
る
国
民
政
党
は
そ
の
重
点
の
置
き

　
　
方
の
み
に
よ
っ
て
相
違
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
々
は
野
党
が
常
に
ノ
ー
と
ぽ
か
り
言
う
必
要
は
な
く
、
野
党
は
結
局
の
と

　
　
こ
ろ
、
今
日
政
権
を
担
当
し
て
い
る
人
々
以
上
に
上
手
に
政
権
を
担
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
自
ら
信
じ
、
自
ら
の
議
会
に
お
け
る

　
　
言
動
に
よ
り
、
選
挙
民
が
次
期
選
挙
で
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
、
今
日
の
政
府
を
野
党
に
、
野
党
を
明
日
の
政
府
に
し
ょ
う
と
欲
す

　
　
る
よ
う
に
説
得
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
倒
す
る
人
々
の
集
団
に
外
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
状
況
が
、
究
極
的
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
議
会
制
度
が
良
く
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
野
党
の
概
念
の
正
し
い
定
義
は
、
　
「
政
府
が
行
お
う
と
す
る
こ
と
す
べ
て
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
す
る
集
団
」
で
は
な
く
、
　
「
野
党
と
は
責
任
を
持
っ
て
政
権
を
交
代
す
る
準
備
が
で
き
て
い
る
集
団
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ

　
エ
ア
レ
ル
は
、
　
（
一
九
六
六
年
か
ら
六
九
年
ま
で
の
S
P
D
と
C
D
U
／
C
S
U
の
）
大
連
立
内
閣
に
対
す
る
不
満
が
、
　
「
お
よ
そ
民

モ
ク
ラ
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

主
政
治
制
度
の
敵
に
自
動
的
に
」
流
れ
な
い
か
不
安
で
あ
る
、
と
野
党
の
不
在
へ
の
懸
念
を
表
明
し
た
。
事
実
、
政
府
与
党
議
員
四
四
六

名
に
対
し
野
党
F
D
P
五
〇
名
で
、
野
党
が
次
期
の
「
政
権
担
当
能
力
」
を
示
し
つ
つ
対
峙
す
る
議
院
内
閣
制
の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
は
実

現
で
き
ず
、
野
党
が
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
を
下
回
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
抽
象
的
規
範
審
査
手
続
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
オ

対
し
て
出
訴
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
不
満
が
、
議
会
外
野
党
と
呼
ば
れ
る
極
左
運
動
に
つ
な
が
り
、
他
方
、
極
右
の
新
ナ
チ
党
N
P
D
（
ド

イ
ツ
国
家
民
主
党
）
が
、
七
つ
の
州
議
会
選
挙
で
5
％
の
阻
止
条
項
の
壁
を
突
破
し
て
議
会
に
代
表
を
送
っ
た
の
で
あ
る
（
表
3
）
。

　
時
の
キ
ー
ジ
ン
ガ
i
政
権
は
N
P
D
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
、
違
憲
判
決
を
受
け
る
（
基
本
法
2
1
条
2
項
）
こ
と
も
で
き
た
が
、

あ
ら
た
な
共
産
党
D
K
P
を
黙
認
し
て
い
る
以
上
（
一
九
五
一
年
に
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
政
権
は
、
ネ
オ
・
ナ
チ
党
で
あ
る
S
R
P
（
社
会

主
義
全
国
党
）
と
K
P
D
（
共
産
党
）
を
、
あ
い
つ
い
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
え
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
に
S
R
p
違
憲
判
決
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

五
六
年
八
月
に
K
P
D
違
憲
判
決
が
下
り
、
両
党
の
財
産
の
没
収
、
解
散
、
代
替
組
織
の
創
設
禁
止
が
確
定
し
て
い
る
）
政
治
的
平
衡
感
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表3　NPDの州議会への進出

年 州　　議　　会 得票率（％） 議席数

1966 ヘッセン州 7．9 8

〃 バイエルン州 7．3 16

1967 ラインラント・プァルツ州 6．9 4

〃 シュレー客ヴィヒ・ホルシュタイン州 5．8 4

” ニーダーザクセン州 7．0 7

〃 ブレーメン州 8．8 8

1968 バーゲン・ヴュルテンベルク州 9．8 12

1969 連邦議会 4．3 0

本表は、防物’‘αsエ9878＆Hdller　und　Zwick，1988，　S．120，124，

136，148，153，160，169．加藤雅彦『ドイツとドイツ人』（NHK　1976

年）115－116頁により作成した。

　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
コ

な
い
。
民
主
政
治
制
度
は
第
一
に
生
活
形
態
で
あ
る
。
民
主
政
治
制
度
は
我
々
ド
イ
ツ
人
が
見
過
ご
し
や
す
い
一
つ
の
生
活
態
度
を

要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
異
っ
た
意
見
を
社
会
生
活
、
そ
し
て
ま
さ
に
政
治
生
活
に
お
い
て
人
間
的
に
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、
　
「
政
府
と
政
府
を
形
成
す
る
多
数
派
」
の
野
党
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
も
、
一
言
、
言
及
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
際
に
、
野
党
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
破
壊
の
精
神
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
議
事
妨
害
と
は
理
解
せ
ず
、
む
し

覚
に
反
し
、
ま
た
強
権
政
治
的
色
彩
を
国
民
に
植
え
つ
け
る
こ
と
も
良
く
な
い
の

で
、
言
論
に
よ
る
反
ナ
チ
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
六

九
年
の
連
邦
議
会
選
挙
で
、
N
P
D
は
得
票
率
四
・
三
％
を
獲
得
し
た
に
と
ど
ま

り
、
結
局
、
0
議
席
と
な
っ
た
。
一
九
六
九
年
に
与
党
S
P
D
・
F
D
P
に
支
持

さ
れ
た
ブ
ラ
ン
ト
政
権
が
成
立
し
、
野
党
C
D
U
／
C
S
U
に
よ
っ
て
政
治
的
不

満
が
代
弁
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
危
機
は
去
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
一
年
一
月
か
ら
一
九
六
九
年
一
〇
月
ま
で
、
　
一
九
年
間
に
わ
た
っ
て

ヘ
ッ
セ
ン
州
首
相
を
勤
め
た
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ツ
イ
ン
（
O
⑦
自
o
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ヲ
　
シ
　
ユ

〉
口
α
q
⊆
警
N
ぎ
『
ω
団
U
）
は
、
民
主
政
治
制
度
を
国
家
第
一
で
な
は
く
、
個
人
、

と
り
わ
け
少
数
者
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
把
握
し
、
州
首
相
就
任
に
あ
た
っ
て

次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。

　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
じ

　
　
　
民
主
政
治
制
度
は
単
に
特
定
の
制
度
体
系
に
お
い
て
国
家
権
力
の
適
用
を

　
　
規
律
し
、
そ
の
乱
用
か
ら
の
保
護
を
行
お
う
と
す
る
国
家
形
態
に
と
ど
ま
ら

　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
一
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ろ
、
責
任
を
自
覚
し
た
、
建
設
的
な
心
構
え
を
し
て
い
る
、
事
物
に
即
し
た
反
対
者
と
理
解
す
る
。
政
府
を
形
成
す
る
多
数
派
と
野

　
　
党
の
両
者
は
、
相
互
に
補
完
的
で
あ
り
、
相
互
に
排
他
的
で
は
な
い
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
敵
老
心
で
は
な
く
、
本
題
を
め
ぐ
る
奮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

　
　
闘
が
、
両
者
の
論
争
を
規
定
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
は
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
制
定
過
程
で
、
S
P
D
と
K
P
D
が
過
半
数
を
制
し
、
社
会
民
主
党
と
共
産
党
の
連
合
の
み
で
自
由
に
憲
法

を
作
成
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
S
P
D
が
C
D
U
と
歴
史
的
妥
協
を
行
っ
た
結
果
の
発
言
で
あ
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
二
七
条
は
、

社
会
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
西
ド
イ
ツ
で
は
唯
一
、
以
下
の
よ
う
に
条
文
化
し
て
い
た
。

　
　
　
社
会
・
経
済
秩
序
は
人
間
の
尊
厳
と
人
格
の
承
認
に
基
づ
く
。

　
そ
れ
故
に
、
東
ド
イ
ツ
の
学
者
は
ヘ
ッ
セ
ソ
州
憲
法
を
一
定
限
度
で
ソ
連
占
領
区
の
憲
法
と
架
橋
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い

（
4
9
）

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ツ
イ
ン
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
二
七
条
と
そ
れ
に
続
く
社
会
・
経
済
上
の
権
利
・
義
務
規
定
を
、
一
九
六
三
年
に

以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

　
　
　
（
二
七
条
以
下
は
）
経
済
・
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す
る
た
め
に
、
社
会
的
正
義
の
一
連
の
原
則
を
表
明
し
て
い
る
。
そ

　
　
れ
は
「
全
体
主
義
国
家
化
を
め
ざ
す
社
会
主
義
」
を
放
棄
す
る
。
社
会
化
が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
国
家
資
本
主
義
で
な
く
、
共

　
　
有
財
産
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
憲
法
は
自
由
な
社
会
主
義
（
h
『
O
一
①
円
　
　
ω
O
N
一
9
一
一
ω
5
P
一
」
ω
）
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
の
創
造
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
自
律
的
行
動
を
阻
止
し
な
い
ば
か
り
か
、
ま
さ
に
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
い
る

　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
こ
の
自
由
な
社
会
主
義
は
、
冷
戦
の
状
況
下
で
直
接
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
側
の
強
制
的
社
会

主
義
（
N
乏
碧
α
q
ω
ω
o
恩
昌
の
ヨ
易
）
と
西
側
の
資
本
主
義
と
の
間
で
、
　
「
第
三
の
道
」
を
歩
も
う
と
す
る
S
P
D
の
方
針
を
明
確
に
打
ち
出
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（
駝
）

し
て
い
る
。
「
九
四
六
年
に
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
で
開
催
さ
れ
た
、
第
一
回
S
P
D
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
決
議
に
対
す
る
注
解
の
中
で
、
シ

ー
マ
ッ
ハ
ー
は
「
第
三
の
道
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
今
日
ド
イ
ツ
は
、
何
ら
市
民
革
命
を
経
て
い
な
い
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
と
、
市
民
革
命
を
完
遂
し
た
西
側
列
強
と
の
間
に
位
置
し
て

　
　
い
る
。
事
実
、
世
界
の
建
設
を
国
連
の
原
則
に
従
っ
て
進
め
よ
う
と
欲
す
る
ド
イ
ツ
人
の
部
分
に
と
っ
て
、
決
断
は
既
に
下
さ
れ
て

　
　
い
る
。
彼
ら
は
東
で
も
西
で
も
な
く
、
市
民
革
命
の
究
極
的
本
質
を
、
ド
イ
ツ
人
の
多
数
の
意
識
的
な
い
し
無
意
識
的
思
考
の
固
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
の
構
成
要
素
と
し
た
と
い
う
意
味
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
の
で
あ
る
。

　
「
自
由
主
義
的
社
会
主
義
（
h
8
夢
。
一
華
9
巽
ω
o
N
芭
一
ω
ヨ
ニ
ω
）
」
と
い
う
表
現
は
、
　
一
九
五
二
年
ド
ル
ト
ム
ン
ト
党
大
会
で
採
択
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

た
行
動
綱
領
や
、
一
九
五
四
年
ベ
ル
リ
ン
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
拡
大
行
動
綱
領
に
見
ら
れ
る
。
西
ド
イ
ツ
と
い
う
国
家
は
分
割
さ
れ
た

一
方
の
当
事
国
で
あ
る
が
故
に
、
冷
戦
と
い
う
時
代
の
、
世
界
的
な
東
西
対
決
の
枠
組
み
は
、
外
な
ら
ぬ
社
会
主
義
を
表
明
す
る
政
党
を
、

社
会
主
義
の
理
念
を
慎
重
に
扱
う
、
と
い
う
鋭
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
体
制
に
よ
る
限
定
へ
と
強
要
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
自

由
主
義
的
社
会
主
義
と
理
解
さ
れ
る
民
主
的
社
会
主
義
の
公
式
は
、
西
側
の
刻
印
を
持
っ
た
社
会
主
義
を
、
ま
さ
に
基
本
的
な
体
制
内
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
酪
）

の
代
替
案
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
り
、
東
欧
に
現
に
存
在
す
る
社
会
主
義
の
変
形
を
特
微
づ
け
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
国
際
政
治
上
の
判
断
は
、
内
政
に
お
い
て
は
「
ド
イ
ツ
を
経
済
的
に
は
社
会
主
義
的
に
、
政
治
的
に
は
民
主
的
に
改
革
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

に
成
功
す
る
か
、
さ
も
な
く
ぼ
我
々
は
ド
イ
ツ
国
民
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
二
者
択
一
に
表

明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
基
本
法
制
定
会
議
に
お
い
て
、
S
P
D
は
社
会
権
の
実
定
法
化
に
は
固
執
せ
ず
、
む
し
ろ
S
P
D
の
経
済
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

社
会
政
策
の
綱
領
を
実
現
し
う
る
可
能
性
を
与
え
る
憲
法
を
目
的
と
し
、
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
保
持
に
努
め
た
。
ツ
イ
ン
は
、
こ
の

時
、
古
典
的
基
本
権
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
、
一
九
一
八
年
と
一
九
年
の
場
合
と
同
じ
く
、
遂
に
は
基
本
権
の
部
が

71



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
駆
）

「
別
個
の
党
綱
領
の
極
め
て
異
質
な
結
合
」
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
憲
法
と
い
う
国
家
の
基
本
法
で
は
、
ヘ
ッ
セ

ン
州
と
い
う
一
地
域
の
立
場
を
代
表
す
る
の
で
は
な
く
、
全
国
民
を
代
表
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
エ
ル
ソ
ス
ト
ー
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ス

タ
ー
（
国
「
昌
ω
け
l
d
一
同
一
〇
げ
　
甲
一
信
ω
け
O
『
）
は
、
資
本
主
義
の
特
徴
は
経
済
の
非
社
会
的
構
造
で
あ
り
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
特
徴
は
社
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

非
民
主
的
構
造
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
の
道
は
「
民
主
的
社
会
主
義
」
に
至
る
「
第
三
」
の
道
以
外
に
あ
り
え
な
か
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
何
か
新
し
い
こ
と
を
西
ド
イ
ツ
S
P
D
が
行
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
立
政
策
を

取
る
北
欧
と
中
立
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
先
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
時
中
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
亡
命
し
て
い
た
プ
ラ
ン
ト
連

邦
首
相
が
、
一
九
七
四
年
に
「
私
は
、
自
由
主
義
的
民
主
的
社
会
主
義
（
砕
①
ぎ
繁
藤
。
げ
9
α
o
ヨ
。
閃
「
鉾
凶
ω
。
げ
①
同
ω
o
N
芭
冨
日
二
ω
）
は
完
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
し

さ
れ
た
、
首
尾
一
貫
し
て
貫
徹
さ
れ
た
、
文
字
通
り
の
民
主
政
治
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
の
文
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

を
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
連
邦
首
相
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
社
会
民
主
主
義
者
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
文
言
化
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ル
ク
ス
の
名
前
す
ら
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
ゴ
！
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
が
一
九
五
九
年
春
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

戦
時
中
、
国
外
に
亡
命
し
て
い
た
S
P
D
議
員
は
、
第
一
回
連
邦
議
会
の
S
P
D
二
二
〇
名
中
二
二
名
を
占
め
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
西
ド

イ
ツ
S
P
D
に
、
英
国
な
ど
の
ア
ソ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
経
験
論
と
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
福
祉
国
家
を
導
入
し
、
S
P
D
の
（
国
民
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

党
化
へ
の
）
路
線
変
更
に
お
い
て
、
注
目
に
値
す
る
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。
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、
九
〇
こ
年
か
ら
、
九
〇
五
年
ま
で
英
国
の
首
相
を
務
め
、
一
九
「
五
年
か
ら
一
九
一
六
年
ま
で
海
軍
大
臣
、
一
九
一
六
年
か
ら
一
九

一
九
年
ま
で
外
相
を
務
め
た
、
ア
ー
サ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
バ
ル
フ
ォ
ア
（
》
同
9
霞
甘
ヨ
①
ω
b
d
巴
h
o
霞
”
H
。
。
ら
。
。
山
㊤
ω
O
）
は
、
一
九
二
七

年
に
英
国
の
議
院
内
閣
制
が
成
功
し
て
い
る
秘
訣
は
、
二
大
政
党
制
と
、
与
野
党
間
で
根
本
問
題
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。

　
　
　
…
…
も
し
、
　
「
庶
民
院
〔
下
院
〕
」
が
二
大
「
政
党
」
あ
る
い
は
三
党
へ
の
分
立
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
ず
に
、
（
仮
に
）
ほ
ぼ
そ
の

　
　
力
に
お
い
て
匹
敵
す
る
六
派
に
分
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
体
し
た
と
す
る
と
、
　
「
内
閣
政
治
」
の
生
れ
た
本
場
英
国
に
お
い
て
す

　
　
ら
、
こ
の
制
度
を
運
営
す
る
こ
と
が
ど
れ
だ
け
困
難
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
ほ
し
い
。
…
…
仮
に
、
い
く
つ
か
の
政
治

　
　
上
の
分
派
が
二
士
（
周
知
の
ご
と
く
、
内
閣
政
治
に
は
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
数
で
あ
る
が
）
に
押
し
つ
め
ら
れ
た
と
し
て
、
但
し
こ

　
　
の
両
派
を
分
か
つ
間
隙
が
底
知
れ
ぬ
ほ
ど
深
く
な
り
、
　
「
内
閣
」
の
交
迭
と
い
う
こ
と
が
実
際
は
立
憲
的
な
手
続
き
の
仮
面
を
か
ぶ

　
　
つ
た
一
個
の
革
命
で
あ
る
と
い
う
場
合
を
想
像
し
て
見
る
が
い
い
。
こ
の
例
も
、
最
初
の
例
と
同
様
に
、
政
治
の
機
械
と
い
う
も
の

　
　
が
、
普
通
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
円
滑
な
運
転
を
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
済
ま
し
て
い
る
が
、
実
際
に
い
か
に
微
妙
な
も
の
で
あ
る
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
示
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
：
・
…
互
に
交
替
す
る
英
国
の
「
内
閣
」
は
相
異
な
る
「
政
党
」
に
属
し
な
が
ら
も
、
社
会
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
は
一
度
も
意
見

　
　
を
異
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
国
民
の
全
部
が
根
本
に
お
い
て
は
一
心
一
体
で
あ
れ
ぽ
こ
そ
言
い
争
う
余
裕
が
あ
り
、
自
制
心
に

　
　
富
む
か
ら
こ
そ
、
果
て
し
な
い
政
争
騒
ぎ
の
危
険
に
掩
乱
さ
れ
ず
に
済
む
一
か
か
る
国
民
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
に
英
国
の
全
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

　
　
治
機
構
が
立
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
永
久
に
か
く
あ
ら
ん
こ
と
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

　
「
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
ふ
く
ろ
う
は
、
た
そ
が
れ
が
や
っ
て
く
る
と
は
じ
め
て
飛
び
は
じ
め
る
」
と
い
う
言
葉
の
ご
と
く
に
、
二
大
政
党
制
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と
与
野
党
問
の
根
本
問
題
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
存
在
が
、
英
国
の
議
院
内
閣
制
を
支
え
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、
こ
の
事

実
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
現
在
に
あ
っ
て
始
め
て
客
観
的
に
把
握
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
事
実
は
、
か
っ

て
、
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
小
選
挙
区
制
へ
の
憧
憬
を
表
明
し
た
よ
う
に
、
議
会
政
治
の
理
想
像
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
七
九
年

の
サ
ッ
チ
ャ
ー
（
竃
鍵
ひ
q
碧
9
目
冨
8
冨
『
）
政
権
成
立
以
降
、
英
国
で
起
き
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
　
一
九
四
五
年
度
労
働
党
ア
ト
リ
ー

（
Ω
①
ヨ
Φ
三
》
註
①
①
）
内
閣
以
来
の
、
ω
混
合
経
済
体
制
、
②
完
全
雇
用
、
㈹
労
働
組
合
と
の
和
解
、
ω
福
祉
、
㈲
世
界
を
支
配
す
る

帝
国
か
ら
撤
退
し
、
核
保
有
大
国
と
し
て
、
大
西
洋
条
約
に
基
づ
く
同
盟
軍
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
、
対
外
．
防
衛
政
策
で
の
、
計
五

つ
の
ラ
セ
ン
麺
の
う
ち
前
走
者
が
・
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
サ
ッ
チ
ャ
ー
革
命
（
目
げ
P
。
8
げ
霧
図
Φ
く
。
ピ
江
8
）
」
を
唱
え
・
急
進
的
サ
・
チ
・
圭
義

（
園
9
0
ら
一
〇
①
一
　
］
U
げ
9
0
一
〇
げ
O
『
陣
ω
旨
）
の
経
済
的
疲
弊
転
換
政
策
に
よ
り
、
崩
壊
に
瀕
し
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
国
営
企
業
の
民
営
化

と
完
全
雇
用
の
時
代
の
終
結
、
労
働
組
合
の
影
響
力
の
低
下
、
お
よ
び
福
祉
に
た
ず
さ
わ
る
地
方
政
府
の
権
限
の
削
減
に
よ
る
住
宅
、
教

育
政
策
の
退
歩
を
意
味
し
檎
し
か
し
・
リ
チ
・
ー
ド
・
▽
ズ
（
剛
四
一
〇
げ
㊤
同
α
　
閑
O
ω
O
）
は
サ
・
チ
・
畜
相
が
退
陣
す
る
二
年
前
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

九
八
八
年
に
既
に
、
英
周
経
済
は
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
に
は
反
応
し
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
野
党
が
「
女
王
陛
下
の
野
党
」
と
し
て
政
府
に
対
峙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
政
治
的
不
満
が
野
党
に
よ
っ
て
十
分
に

反
映
さ
れ
る
と
い
う
、
二
大
政
党
制
を
支
え
て
き
た
、
小
選
挙
区
制
が
、
自
由
党
と
社
会
民
主
党
と
の
「
同
盟
」
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
三

党
制
に
近
似
し
た
投
票
傾
向
の
下
で
、
上
手
に
機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
か
ら
生
ま
れ
た
、
一
時
的
な
比
例
代
表
制

待
望
鯉
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
・
し
か
し
・
コ
時
的
し
な
も
の
に
・
の
後
者
の
現
状
も
終
始
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
小
選
挙
区
制

が
二
大
政
党
制
に
有
利
に
機
能
す
る
以
上
、
再
び
第
三
党
は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
方
向
に
、
万
一
、
比
例
代
表
制
が
導
入
さ
れ
な
い
限
り
、

進
む
止
い
う
の
が
妥
当
な
解
釈
と
言
え
る
。
‘
し
か
し
、
二
大
政
党
制
を
支
え
て
き
た
、
庶
民
院
（
下
院
）
に
お
け
る
各
党
の
「
鉄
の
規
律
、
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台
）

　
へ
呼
8
島
の
罪
責
貯
。
）
」
が
、
一
九
七
四
年
か
ら
唄
九
七
九
年
の
労
働
党
政
権
下
に
お
い
て
は
崩
れ
、
自
党
の
党
議
に
反
し
て
投
票
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

が
二
四
・
五
％
に
ま
で
も
拡
大
し
（
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
に
お
い
て
は
六
・
五
％
だ
っ
た
）
た
こ
と
は
、
二
大
政
党
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

内
側
で
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
四
〇
年
」
を
周
期
と
す
る
一
つ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
崩
壊
に
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

く
、
新
た
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
登
場
で
あ
る
か
否
か
は
、
即
断
で
き
な
い
が
、
英
国
で
は
確
実
に
有
権
者
の
意
識
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ

（
7
5
）

と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
近
年
の
変
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
に
議
院
内
閣
制
が
生
れ
、
こ
の
制
度
の
下
で
議
会
民
主
制
が
発
展
し
て
き

た
英
国
に
お
け
る
野
党
の
伝
統
的
役
割
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
も
そ
の
価
値
を
減
じ
て
は
い
な
い
と
筆
者
は
信
じ
て
い
る
。

　
英
国
の
野
党
観
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
テ
ィ
ア
ニ
イ
（
O
o
o
『
σ
q
①
司
一
①
ヨ
亀
“
昌
①
早
H
Q
。
。
。
O
）
が
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
「
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

党
の
任
務
は
極
め
て
単
純
で
あ
る
。
野
党
は
す
べ
て
の
こ
と
に
反
対
す
べ
き
で
あ
り
、
何
ら
提
案
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
、

古
い
格
言
か
ら
、
一
九
五
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
事
書
の
中
で
、
庶
民
院
（
下
院
）
の
元
書
記
官
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
（
O
冨
ヨ
鳳
。
昌
）
卿
が
述

べ
た
、
以
下
の
言
葉
に
至
る
、
発
展
史
を
た
ど
っ
て
生
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
が
「
野
党
」
に
よ
っ
て
意
味
す
る
も
の
は
、
当
面
の
間
、
少
数
派
で
あ
る
政
党
で
あ
り
、
統
一
体
と
し
て
組
織
さ
れ
、
か
つ

　
　
公
的
に
認
め
ら
れ
、
公
務
に
つ
い
た
経
験
が
あ
り
、
現
存
す
る
内
閣
が
国
民
の
信
任
を
失
っ
た
時
に
は
、
政
府
を
組
閣
す
る
準
備
が

　
　
で
き
て
い
る
政
党
を
意
味
す
る
。
野
党
は
、
自
党
独
自
の
建
設
的
（
℃
o
ω
凶
二
く
Φ
）
な
政
策
を
持
た
ね
ぽ
な
ら
ず
、
破
壊
的
に
反
対
す

　
　
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
：
…
・
我
々
の
制
度
だ
け
が
責
任
あ
る
野
党
を
生
み
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
1
と
、
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
卿
は

　
　
島
国
根
性
か
ら
来
る
プ
ラ
イ
ド
に
よ
っ
て
付
言
し
て
い
る
（
編
者
ア
レ
ン
・
ポ
ッ
タ
ー
（
≧
δ
昌
℃
o
詳
嘆
）
注
記
）
i
責
任
あ
る

　
　
野
党
と
は
、
国
民
に
自
党
の
首
尾
一
貫
し
た
政
策
の
大
要
を
熟
知
せ
し
め
、
ゲ
ー
ム
を
破
壊
す
る
と
い
う
犠
牲
の
上
に
、
勝
つ
こ
と
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（
η
）

　
　
の
み
に
拘
泥
し
な
い
野
党
な
の
で
あ
る
。

　
「
議
会
に
お
け
る
野
党
の
発
展
は
、
本
質
的
に
、
特
定
の
人
物
や
特
定
の
法
案
に
対
す
る
野
党
か
ら
、
政
府
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
聡
）

替
政
権
を
提
供
す
る
野
党
へ
の
発
展
を
意
味
す
る
」
と
ポ
ッ
タ
ー
は
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
、
以
下
に
述
べ
る
、
英
国
の
野
党
観

の
変
遷
の
真
髄
で
あ
る
。

　
一
七
八
○
年
代
以
前
に
は
組
織
さ
れ
た
政
府
与
党
も
、
組
織
さ
れ
た
野
党
も
存
在
せ
ず
、
大
臣
も
自
党
の
支
持
者
を
官
職
に
就
か
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
地
位
を
保
障
す
る
と
い
っ
た
傾
向
が
見
ら
れ
、
与
野
党
の
区
別
も
人
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
　
「
自
ら
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

属
す
る
集
団
の
刹
那
的
な
政
治
的
利
害
」
に
従
っ
て
、
国
王
の
内
閣
を
支
持
し
、
ま
た
は
反
対
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
七
八
○
年
代
に
な
る
と
、
大
臣
の
執
る
政
策
が
公
的
な
政
治
的
態
度
に
基
づ
く
よ
う
に
な
り
、
大
臣
自
身
の
支
持
者
へ
の
官
職
の
授

与
の
件
数
が
減
り
、
大
臣
の
政
策
が
必
ず
し
も
君
主
の
個
人
的
利
害
と
は
一
致
し
な
く
な
り
、
究
極
的
に
「
人
民
」
に
由
来
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

な
ら
な
く
な
っ
た
。
一
八
三
二
年
の
第
一
次
選
挙
法
改
正
法
に
よ
り
、
有
権
老
数
が
成
人
男
子
一
二
名
に
一
人
の
割
合
か
ら
七
名
に
一
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

の
割
合
へ
と
増
大
し
、
都
市
の
労
働
者
階
級
の
男
子
家
屋
所
有
者
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
政
府
が
人
民
に
対
し
て

責
任
を
負
う
、
責
任
政
治
（
お
呂
8
巴
三
〇
σ
q
o
く
Φ
誓
ヨ
①
昌
叶
）
が
成
立
し
、
コ
八
四
一
年
に
史
上
始
め
て
野
党
が
総
選
挙
で
勝
利
し
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
）

王
は
投
票
が
も
た
ら
し
た
決
定
を
受
け
入
れ
L
、
政
権
交
代
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
八
年
の
第
二
次
選
挙
法
言
正
法
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

有
権
者
数
は
成
人
男
子
三
名
に
一
人
の
割
合
へ
と
増
大
し
、
農
村
労
働
者
に
も
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
選
挙
と
内
閣
の
直

接
の
結
び
付
き
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
第
二
次
選
挙
法
改
正
法
に
伴
っ
て
、
規
律
あ
る
強
力
な
二
党
制
が
発
展
し
、
「
女
王
陛
下
の
野
党
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

が
、
政
府
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
代
替
政
権
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
・
し
か
し
、
通
常
漕
塀
党
は
一
度
選
出
さ
れ
た
あ
る
一
つ
の
議
会
の
存
続
す
る
間
は
政
府
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
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っ
て
、
野
党
が
訴
え
る
対
象
は
有
権
者
で
あ
り
、
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
は
自
ら
の
選
挙
運
動
に
お
け
る
訴
え
を
、
一
な
い
し
二
の
争
点
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紡
）

礎
付
け
る
傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
か
か
る
争
点
は
、
一
世
代
の
後
に
「
政
党
綱
領
」
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
有
権
者
の
比
率
は

｝
八
八
四
年
目
成
人
男
子
五
車
に
三
人
の
割
合
へ
と
増
大
し
、
一
九
一
八
年
以
降
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
成
人
男
子
と
三
〇
才
以
上
の
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

ん
ど
す
べ
て
の
成
人
女
子
へ
拡
大
し
、
一
九
二
八
年
に
女
子
普
通
選
挙
権
が
男
子
と
同
一
条
件
で
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

英
国
代
議
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政
府
与
党
と
「
議
会
野
党
」
と
の
競
合
が
、
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

　
「
議
会
野
党
」
は
、
政
府
に
反
対
す
る
意
志
と
同
様
に
、
政
府
に
代
わ
っ
て
統
治
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
会

に
お
い
て
非
妥
協
的
な
態
度
で
い
る
こ
と
や
、
「
フ
ェ
ア
・
プ
レ
ー
」
の
精
神
を
忘
れ
選
挙
民
に
対
し
不
誠
実
で
い
る
こ
と
は
、
次
期
総
選

挙
に
お
け
る
得
票
結
果
に
お
い
て
、
究
極
的
に
応
報
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、
英
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
経
験
は
政
党
に
教
え
て
き

（
8
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

た
。
少
数
派
が
投
票
で
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
が
故
に
、
バ
リ
ケ
ー
ド
を
築
く
こ
と
に
訴
え
る
国
も
あ
る
。
し
か
し
、
万
一
、
与
野
党
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

争
い
が
極
端
な
も
の
へ
駆
り
立
て
ら
れ
る
な
ら
ば
、
民
主
的
制
度
は
有
効
に
機
能
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
野
党
と
政
府
は
等
し
く
合
意
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
少
数
者
は
多
数
者
が
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
合
意
し
、
多
数
者
は
少
数
老
が
批
判
を
加
え
る
べ
き

こ
と
に
合
意
し
て
い
る
。
万
一
、
相
互
の
自
制
が
な
か
っ
た
な
ら
ぽ
、
議
会
政
治
（
8
叢
記
8
Φ
暮
9
q
σ
q
o
く
①
ヨ
目
。
鳥
）
の
過
程
は
、
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
1
）

ず
や
そ
の
機
能
を
停
止
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
で
、
英
国
の
統
治
機
構
は
、
　
「
他
の
い
か
な
る
統
治
機
構
よ
り
も
、
明
ら
か
に
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）

国
の
統
治
機
構
を
働
か
せ
て
い
る
人
々
の
信
義
誠
実
さ
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
一
八
五
五
年
か
ら
五
八
年
ま
で
蔵
相
を
務

め
、
一
八
六
八
年
か
ら
七
四
年
、
八
○
年
か
ら
八
五
年
、
八
六
年
二
月
か
ら
七
月
、
九
二
年
か
ら
九
四
年
ま
で
首
相
を
務
め
た
、
グ
ラ

ッ
ド
ス
ト
ー
ン
（
≦
一
一
一
㌶
ヨ
国
●
O
冨
留
8
昌
。
“
H
Q
。
O
O
占
◎
。
り
Q
。
鱒
自
由
党
）
は
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
正
当
な
手
続
に
よ
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
批
判
も
、
野
党
は
か
か
る
批
判
が
国
家
利
益
に
合
致
す
る
と
信
じ
る
限
り
で
、
行
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う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
五
六
年
の
ス
エ
ズ
危
機
に
お
い
て
、
英
国
労
働
党
は
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル

（
（
｝
・
　
b
●
　
ワ
劃
9
ω
ω
Φ
同
）
首
相
の
友
人
に
は
な
ら
ず
、
A
・
イ
ー
デ
ン
（
》
箕
げ
。
昌
国
自
窪
二
九
五
五
年
忌
ら
五
七
年
ま
で
首
相
）
保
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

党
政
権
の
批
判
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
議
院
内
閣
制
の
母
国
に
お
い
て
、
議
会
の
最
も
重
要
な
部
分
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
庶
民
院
（
下
院
）
に
お
け
る
野
党
の
あ
る
べ

き
性
質
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
野
党
が
議
会
で
行
う
批
判
は
、
一
貫
性
の
あ
る
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
政
府
の
政
策
を
修
正
す
る
よ

り
も
、
よ
り
世
論
を
教
育
し
、
次
期
総
選
挙
で
政
府
に
対
抗
す
る
多
数
派
を
獲
得
す
る
こ
と
を
、
目
的
と
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
内
在
的

　
　
　
　
　
　
　
（
田
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー

制
約
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
　
「
万
一
、
野
党
が
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
民
主
政
治
制
度
も
存
在
し

　
（
9
5
）

な
い
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
野
党
の
機
能
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
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五
、
野
党
の
責
任
性
と
実
効
力
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
一
九
五
二
年
＝
一
月
一
五
日
に
、
一
九
五
二
年
八
月
二
〇
日
S
P
D
党
首
シ
ュ
ー
マ
w
．
バ
ー
が
急
逝
し
た
こ
と

を
受
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
、
強
力
な
指
導
者
が
S
P
D
か
ら
失
わ
れ
た
損
失
を
述
べ
た
後
に
、
強
力
な
野
党
の
存
在
が
有
益
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　
　
．
一
言
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
博
士
の
逝
去
の
結
果
に
つ
い
て
…
…
言
及
し
た
い
。
私
は
、
今
日
の
社
会
民
主
党
以
上
に
、
シ
ュ
ー
マ

　
　
ッ
ハ
ー
が
逝
去
す
る
以
前
の
数
箇
月
間
の
方
が
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
と
よ
り
良
く
交
渉
で
き
た
と
、
解
釈
し
て
い
る
。
シ
ュ
ー
マ
ッ

　
～
バ
ー
は
自
党
と
自
ら
の
会
派
の
議
員
団
に
対
し
て
権
威
を
有
し
て
い
た
が
、
今
や
か
か
る
権
威
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
…
…
（
選
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挙
に
お
け
る
）
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
我
が
党
が
最
大
多
数
党
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
全
く
正
し
い
と
認
め
る
。

　
　
〔
し
か
し
〕
私
は
、
野
党
が
現
存
し
、
そ
れ
が
強
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
、
熟
慮

　
　
す
る
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
強
力
な
政
党
が
一
方
に
お
い
て
存
在
し
、
他
方
に
お
い
て
も
同
じ
く
強
力
な
政
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
モ
　
ク
　
ラ
　
シ
　
エ

　
　
が
現
存
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
我
々
は
あ
る
一
つ
の
確
か
な
民
主
政
治
制
度
に
お
い
て
、
成
功
裡
に
運
用
さ
れ
う
る
と
思
う
。

　
　
か
か
る
場
合
に
は
、
国
民
の
生
活
に
直
結
し
た
問
題
に
お
い
て
、
意
見
の
一
致
を
得
る
こ
と
が
、
試
み
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か

　
　
し
、
私
は
全
く
理
論
的
に
一
度
話
し
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
一
つ
の
政
府
に
大
連
合
（
ひ
q
δ
じ
。
①
b
d
δ
簿
ω
）
が
合
同
し
、
野
党
が
全
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
卯
）

　
　
断
片
的
に
散
在
す
る
勢
力
と
な
る
こ
と
は
、
正
し
い
と
は
み
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
は
、
S
P
D
の
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
晩
年
の
言
明
と
同
じ
く
、
二
大
政
党
制
へ
傾
倒
し
て
い
る
が
、
同

時
に
ほ
と
ん
ど
全
政
党
が
与
党
と
な
る
体
制
に
は
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
S
P
D
の
エ
ア
レ
ル
の
大
連
立
内
閣
へ
の
危

惧
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
C
D
U
と
S
P
D
の
政
党
の
指
導
者
間
で
、
野
党
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
一
致
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
大

切
で
あ
る
と
思
う
。

　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
（
図
一
〇
ゴ
簿
「
山
　
　
｝
｛
O
h
ω
件
9
自
一
Φ
「
）
は
、
あ
る
べ
き
野
党
像
と
の
関
連
で
、
野
党
の
責
任
性
と
実
効

力
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
見
解
を
、
以
下
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
。

　
　
　
我
々
が
一
つ
の
野
党
が
責
任
あ
る
（
お
ω
O
o
p
忽
三
Φ
）
も
の
で
あ
る
と
言
っ
た
場
合
に
、
我
々
は
か
か
る
野
党
が
、
自
党
の
う
ち

　
　
に
現
実
に
政
府
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
潜
在
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
野
党
の
現
存
す
る
政

　
　
策
に
対
す
る
批
判
は
、
将
来
に
お
い
て
現
存
す
る
体
制
よ
り
も
、
高
い
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
が
有
望
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
試

　
　
み
る
率
直
な
企
て
で
あ
る
緑
か
り
で
な
く
、
か
か
る
野
党
が
、
現
存
す
る
歴
史
的
か
つ
経
済
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
実
行
可
能
で
あ
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る
と
信
じ
る
代
替
政
策
を
考
案
し
、
か
つ
、
現
実
に
統
治
し
う
る
、
適
任
の
、
現
任
者
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
人
材
を
、
自
党
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
囲
）

　
　
政
官
と
し
て
提
供
す
る
と
い
う
、
筋
道
の
通
っ
た
企
て
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
…
…

　
　
　
我
々
が
一
つ
の
野
党
が
実
効
力
あ
る
（
Φ
｛
h
Φ
〇
一
一
く
Φ
）
と
言
っ
た
場
合
に
、
我
々
は
、
か
か
る
野
党
の
政
党
綱
領
が
実
行
可
能
で
あ

　
　
る
と
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
か
か
る
野
党
の
代
替
政
策
が
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
く
し
て
、
か
か

　
　
る
野
党
が
政
権
を
獲
得
す
る
蓋
然
性
も
現
実
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
か
か
る
野
党
が
遅
か
れ
早
か
れ
現
実
に
政
権
を
獲
得

　
　
し
、
権
力
の
座
に
自
党
の
代
替
的
人
材
を
送
り
込
む
こ
と
を
、
我
々
が
期
待
し
う
る
よ
う
に
す
る
、
制
度
的
構
造
と
支
持
者
公
衆
の

　
　
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
万
一
、
野
党
の
方
策
が
い
か
に
立
憲
的
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
政
策
綱
領

　
　
が
い
か
に
現
実
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
代
替
案
を
提
供
す
る
た
め
に
、
余
り
に
小
党
で
あ
る
か
、
ま
た
は
断
片
的
で
あ
る
な

　
　
ら
ぼ
、
か
か
る
野
党
は
実
効
力
（
Φ
h
h
Φ
O
け
一
く
Φ
】
P
Φ
ω
ω
）
の
観
点
か
ら
適
格
で
あ
る
と
は
ま
ず
も
っ
て
言
え
な
い
。
か
か
る
野
党
は
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）

　
　
育
的
勢
力
で
は
あ
り
え
て
も
、
政
治
勢
力
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…

　
以
上
、
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
政
策
と
、
か
か
る
政
策
を
実
現
す
る
た
め
の
人
的
資
源
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
な
る
野
党
の

「
責
任
性
」
と
、
選
挙
で
勝
つ
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
野
党
の
「
実
効
力
」
に
つ
い
て
、
引
用
し
て
き
た
が
、

更
に
、
　
「
無
責
任
（
8
　
肖
Φ
ω
0
8
匹
亘
Φ
）
な
野
党
」
の
行
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
批
判
の
持
つ
一
定
の
意
味
と
、
現
政
権
に
余
り
に
追
従
的

な
野
党
は
野
党
と
し
て
の
実
効
的
な
地
位
を
持
た
な
い
こ
と
を
、
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
続
け
て
引
用
し
た

い
。

　
　
　
こ
こ
で
、
私
は
、
政
府
に
対
す
る
無
責
任
な
批
判
が
、
い
ず
れ
の
価
値
を
も
有
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
〔
に
対
す
る

　
　
答
え
”
引
用
者
加
筆
の
場
合
は
〔
　
〕
で
示
し
た
ロ
を
、
早
ま
っ
て
判
断
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
一
定
の
条
件
の
下
で
、
無
責
任
な

80



政権交代のある民主国家における野党観

　
　
集
団
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
、
有
益
な
扇
動
心
機
能
が
あ
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
内
容
上
本
質
的
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
的

　
　
な
政
策
綱
領
や
批
判
で
あ
っ
て
も
、
万
一
、
か
か
る
政
策
綱
領
や
批
判
が
無
視
さ
れ
て
い
た
不
平
不
満
を
表
面
に
も
た
ら
し
た
り
、

　
　
ま
た
は
、
万
一
、
か
か
る
政
策
綱
領
や
批
判
が
、
余
り
に
硬
直
的
で
想
像
力
を
欠
く
権
力
の
中
枢
に
よ
っ
て
は
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
、

　
　
思
考
方
針
へ
の
道
を
開
く
場
合
に
は
、
か
か
る
政
策
綱
領
や
批
判
も
実
践
的
効
果
を
持
ち
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
扇
動
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
0
1
）

　
　
機
能
は
、
責
任
あ
る
野
党
の
機
能
と
は
性
質
を
同
じ
く
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
〔
反
対
に
〕
野
党
の
政
策
綱
領
が
、
政
府
の
政
策
綱
領
と
事
実
上
、
極
め
て
わ
ず
か
し
か
異
な
ら
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
も
の
を

　
　
提
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
か
か
る
野
党
の
効
果
的
な
野
党
と
し
て
の
地
位
は
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
と
も
論
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ

　
　
う
。
か
か
る
議
論
は
、
過
度
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
、
い
か
に
自
由
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
過
度
に
追
従
的
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
野
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
1
）

　
　
を
生
ぜ
し
め
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
現
代
的
問
題
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
論
点
は
、
野
党
の
取
る
べ
き
政
策
と
か
か
る
野
党
の
議
会
内
で
の
勢
力
、
換
言
す
れ
ぽ
、
野
党
の
責
任
性
と
実
効
力
に
つ
い
て

考
え
る
べ
き
、
野
党
の
戦
略
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
後
に
引
用
し
た
二
つ
の
ケ
ー
ス
は
、
あ
る
べ
き
野
党
の
実

効
力
と
責
任
性
が
、
何
ら
か
の
原
因
で
失
わ
れ
た
場
合
、
換
言
す
れ
ぽ
、
議
会
内
部
に
お
け
る
反
対
機
能
が
実
質
的
に
失
わ
れ
る
危
険
性

が
生
じ
て
い
る
場
合
に
、
生
起
す
る
と
言
え
よ
う
。
万
一
、
野
党
の
議
会
内
部
で
の
反
対
機
能
が
何
ら
か
の
原
因
で
完
全
に
失
わ
れ
た
場

合
に
は
、
議
会
民
主
制
は
機
能
し
え
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
議
会
民
主
制
へ
の
攻
撃
が
議
会
外
野
党
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
危
惧
が
あ

る
。
か
か
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
法
な
、
直
接
行
動
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、
野
党
と
野
党
の
支
持
者
が
守
る
べ
き
、
野
党
の
責
任

性
と
実
効
力
の
原
則
は
、
軽
視
し
え
な
い
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

　
「
政
権
担
当
能
力
」
と
は
、
政
治
を
担
う
人
々
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
権
力
」
、
「
技
巧
」
お
よ
び
「
正
義
」
と
い
う
政
治
の

三
つ
の
契
這
う
ち
の
・
い
ず
れ
に
も
深
く
か
か
わ
・
て
い
る
・
「
政
治
は
力
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
「
権
力
と
し
て
の
政
治
（
℃
。
二

巴
ω
下
之
巨
）
」
そ
の
も
の
が
、
政
権
を
担
当
す
る
必
要
不
可
欠
な
要
件
で
あ
る
。
「
政
治
は
妥
協
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
「
技
巧
と
し
て

の
政
治
（
勺
O
一
一
け
凶
匿
O
一
ω
　
｝
（
億
口
ω
一
）
」
は
、
具
体
的
に
実
現
可
能
な
接
点
を
追
求
す
べ
き
、
与
野
党
間
の
政
策
協
議
の
実
態
で
あ
る
。
「
政
治

は
倫
理
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
「
正
義
と
し
て
の
政
治
（
℃
o
一
一
二
馬
田
ω
○
①
お
。
巨
お
吋
Φ
一
け
）
」
が
持
つ
道
義
的
契
機
が
な
け
れ
ば
、
こ
の

能
力
は
暴
力
と
な
る
。

　
本
稿
が
取
り
上
げ
た
野
党
の
「
政
権
担
当
能
力
」
の
あ
り
方
は
、
始
め
の
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
ー
の
選
択
に
お
い
て
は
、
実
力
あ
る
野
党
の

必
要
性
に
そ
の
焦
点
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
三
つ
の
節
で
は
、
エ
ア
レ
ル
の
大
連
立
内
閣
へ
の
危
惧
と
い
う
力
学
的
考
察
を
除
け
ば
、
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
玉
）

策
協
調
と
建
設
的
な
野
党
（
8
口
ω
嘗
琴
広
く
①
o
薯
。
ω
三
8
）
が
具
備
す
べ
き
妥
協
に
照
準
を
合
わ
せ
、
最
後
に
、
技
術
的
に
実
現
可
能
な

政
策
を
追
求
し
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
人
材
を
保
有
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
の
野
党
の
責
任
性
と
、
政
権
に
結
び
つ
く
多
数
派
を

野
党
が
獲
得
し
う
る
蓋
然
性
と
し
て
の
実
効
力
に
つ
い
て
論
じ
た
が
故
に
、
主
と
し
て
「
権
力
」
と
「
技
巧
」
の
二
面
に
力
点
が
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
「
正
義
」
の
モ
メ
ン
ト
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
多
く
を
語
ら
な
か
っ
た
。

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
正
義
」
の
原
則
に
関
す
る
二
つ
の
点
に
つ
い
て
特
筆
す
る
な
ら
ぽ
、
第
一
に
「
も
っ
ぱ
ら
自
ら
に
と
っ
て
有
利
な

こ
と
の
み
を
道
徳
的
是
非
を
問
題
外
と
し
て
法
と
し
て
追
求
す
る
立
場
」
、
す
な
わ
ち
「
お
よ
そ
国
民
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
を
何
で
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（
o
ら
一
）

も
法
と
す
る
へ
尉
o
o
窪
h
ω
計
ミ
9
。
ω
俺
。
ヨ
＜
o
涛
昌
9
N
叶
）
」
ナ
チ
ス
の
思
想
は
、
自
ら
の
利
益
の
た
め
な
ら
ば
侵
略
戦
争
と
い
う
暴
力
を

も
是
認
す
る
拡
張
主
義
政
策
へ
至
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
真
摯
な
反
省
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
道
徳
的
に
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
1
）

で
あ
れ
ぽ
、
決
し
て
国
民
の
真
の
福
祉
に
奉
仕
し
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
他
方
、
謝
罪
せ
ざ
る
戦
争
責
任
は
政
治
的
に
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
1
）

し
た
が
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
は
明
確
に
公
的
謝
罪
を
諸
外
国
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
。
更
に
東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
先
立
っ
て
、
旧
東
ド
イ
ツ

人
民
議
会
も
、
正
式
に
以
下
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
声
害
と
大
虐
殺
（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
）
に
直
接
言
及
し
て
罪
責
告
白
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
は
じ
め
て
自
由
に
選
ば
れ
た
D
D
R
（
東
ド
イ
ツ
）
の
議
会
は
、
こ
の
国
の
国
民
の
名
の
も
と
に
、
男
女
、
子
供
を
問
わ
ず
、
ユ

　
　
ダ
や
人
を
侮
辱
し
、
追
放
し
、
殺
害
し
た
こ
と
に
対
し
、
共
同
の
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
を
告
白
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
悲
し

　
　
み
、
恥
ず
か
し
く
お
も
い
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
に
お
い
て
重
荷
を
担
う
べ
き
こ
と
を
告
白
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
全
世
界
の
ユ
ダ
ヤ
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
獅
）

　
　
に
対
し
て
赦
し
を
乞
う
。
　
（
後
略
）

　
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
罪
責
告
白
と
統
一
ド
イ
ツ
の
復
活
が
対
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
つ
の
、
　
「
正
義
」
を
実
現
す
べ
し
と
い
う
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
上
に
、
　
「
政
権
担
当
能
力
」
が
ド
イ
ツ
の
与
野
党
に
認

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
大
前
提
と
し
て
深
く
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）
　
拙
論
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
州
の
役
割
i
野
党
の
政
権
担
当
能
力
を
め
ぐ
っ
て
一
」
　
『
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
3
9
号
』
八
二
、

　
　
八
九
1
九
一
頁
参
照
。

（
2
）
　
注
（
1
）
前
掲
論
文
、
　
一
〇
三
一
一
一
〇
頁
参
照
。

（
3
）
＜
ミ
魯
§
ミ
§
。
q
§
§
。
・
富
§
鼻
§
切
§
翁
ミ
鷺
。
・
し
．
≦
餌
三
遷
ユ
。
ら
。
岡
多
ω
8
ロ
。
o
q
護
身
ぎ
げ
。
詔
暑
匿
ρ
切
P
ど
ω
・
旨
（
O
）
－
（
O
y

　
　
（
以
下
∪
窪
お
。
冨
円
切
琶
審
ω
雷
σ
自
、
卜
。
ρ
㊤
・
H
逡
ρ
ω
・
b
。
b
。
（
O
）
－
（
∪
）
鱒
頃
。
ロ
墨
住
＞
q
o
ロ
窪
臼
．
と
略
す
）
。
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（
4
）
冨
舞
舞
。
●
ω
。
ぎ
算
。
u
q
§
多
量
§
職
ミ
ミ
鴫
ぎ
藁
勲
・
雪
冤
ミ
忌
ミ
ミ
、
。
、
ミ
芝
蕊
軋
馬
蕊
導
蕊
軋
恥
、
蕊
・
o
弩
要
ω

　
　
＜
巴
お
し
㊤
。
。
9
ω
．
ぬ
山
㎝
・
出
議
ひ
q
●
〈
．
≦
葺
青
房
曇
嫡
ミ
馬
寒
ミ
ミ
§
織
職
ミ
切
§
野
窯
ミ
織
鷺
N
ミ
肉
ミ
切
§
§
晦
譜
、
切
肉
b
・

　
　
図
①
ぎ
9
。
『
国
。
げ
玄
ロ
α
q
燭
H
㊤
。
。
O
魍
ω
．
ω
O
よ
O
・
国
「
。
・
四
。
＜
・
ぎ
ω
葺
三
h
薗
同
ぎ
8
日
量
。
髭
冨
男
。
古
情
吋
ロ
巳
卦
算
ω
o
冨
津
α
o
『
b
b
勘
噛
ぎ
ミ
ミ
§
ミ

　
　
軋
ミ
し
u
沁
b
鱒
∪
δ
訂
く
O
ユ
国
叩
一
㊤
O
o
O
噛
ω
．
G
Q
命
－
Q
O
α
も
。
．

（
5
）
　
《
最
小
勝
利
連
合
政
権
》
と
は
、
議
会
内
で
信
頼
に
足
る
過
半
数
勢
力
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
だ
け
の
政
党
は
閣
内
に
含
ん
で
い
る
が
、
過

　
　
半
数
確
保
に
不
必
要
な
政
党
、
す
な
わ
ち
《
余
分
な
政
党
》
は
一
切
含
ま
な
い
内
閣
で
あ
る
。
岡
澤
憲
芙
『
政
党
』
　
（
東
大
出
版
会
　
一
九
八
八

　
　
年
）
七
二
頁
。

（
6
）
　
《
過
大
規
模
連
合
政
権
》
と
は
、
連
合
か
ら
排
除
し
て
も
議
会
内
で
過
半
数
を
確
保
す
る
上
で
支
障
の
な
い
政
党
、
す
な
わ
ち
《
余
分
な
政
党
》

　
　
を
少
な
く
と
も
一
つ
閣
内
に
含
ん
で
い
る
政
権
で
あ
る
。
岡
澤
、
同
説
、
七
六
頁
。

（
7
）
ミ
ミ
・
§
N
鴇
。
・
N
＼
。
・
。
・
b
α
養
護
N
喜
謹
話
。
・
。
・
噂
ω
．
H
駆
。
。
・
N
巨
＼
ω
雪
＼
し
，
含
器
。
ぎ
ぎ
魯
§
当
職
恥
い
ト
貸
蕊
匙
偽
⇔
尊
⇔
§
・
き
§
，

　
ミ
恥
ミ
ミ
矯
＜
o
ユ
品
U
鴨
．
竃
貴
O
o
三
8
噛
国
貯
津
冨
＝
農
（
H
8
ω
）
矯
ω
」
卜
。
．

（
8
）
出
凝
●
〈
．
出
。
再
三
閑
。
三
げ
。
び
国
ミ
簿
ミ
織
ミ
宰
⇔
§
⑦
ミ
ミ
♪
〉
冨
α
①
巨
。
国
8
鼠
匿
①
山
。
四
国
。
長
昌
。
巨
①
・
H
薯
ρ
9
ω
・
（
鵠
。
一
昌
円
一
9

　
　
く
O
昌
切
お
昌
S
昌
O
）
．

（
9
）
　
学
者
（
教
授
）
閣
僚
は
、
バ
ー
デ
ソ
・
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク
州
で
は
、
文
部
関
連
相
（
文
化
相
三
名
、
副
首
相
兼
文
化
相
等
名
、
文
化
．
ス
ポ

　
　
ー
ツ
相
二
名
、
芸
術
相
一
名
、
学
問
・
芸
術
相
五
名
）
計
＝
二
名
の
他
に
、
副
首
相
兼
法
相
二
名
、
内
相
一
名
（
の
べ
数
、
ヴ
ュ
ル
テ
ソ
ベ
ル
ク

　
　
・
ホ
！
エ
ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
州
時
代
の
副
首
相
兼
法
相
カ
ル
ロ
・
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
を
含
む
）
が
輩
出
し
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
す
べ
て
文
部
関

　
　
連
相
（
教
育
・
文
化
相
著
名
、
学
問
・
文
化
相
二
名
）
で
あ
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
文
部
関
連
相
（
文
化
．
教
育
相
一
名
、
法
相
兼
教
育
．
国
民

　
　
教
育
相
一
名
、
教
育
・
国
民
教
育
相
一
名
、
文
化
相
四
名
）
計
七
名
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
で
は
文
部
関
連
相
（
文
化
相
二
名
、
学
問
．
芸
術

　
　
相
三
三
）
計
匿
名
と
蔵
相
一
名
、
法
相
一
名
で
あ
る
。
ブ
レ
ー
メ
ン
市
で
は
一
九
八
九
年
現
在
ま
で
、
学
者
（
教
授
）
閣
僚
は
生
ま
れ
て
い
な

　
　
い
。
残
り
の
六
州
で
は
文
部
関
連
相
以
外
の
州
大
臣
に
も
比
較
的
多
く
の
学
者
が
進
出
し
て
い
る
。
西
ベ
ル
リ
ン
市
で
は
、
文
部
関
連
相
（
国
民

　
　
教
育
相
五
名
、
学
問
・
芸
術
相
五
重
、
学
問
・
研
究
幽
趣
名
、
学
問
・
文
化
関
係
相
一
名
）
計
一
六
名
と
、
市
長
三
国
、
経
済
関
連
相
（
経
済
相

　
　
一
名
、
経
済
・
食
糧
相
二
名
、
経
済
・
金
融
相
一
名
）
歯
面
名
、
法
相
兼
連
邦
関
係
相
一
名
、
法
相
四
名
、
連
邦
関
係
相
四
名
、
内
相
一
名
、
健

　
　
康
・
寡
境
保
護
相
’
名
、
都
市
闘
発
・
募
撹
保
蔑
相
一
名
、
総
計
三
五
名
で
あ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
で
は
、
文
部
関
連
相
（
学
校
相
」
名
、
学
問
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
ξ
一
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芸
術
相
二
名
、
学
校
・
職
業
教
育
相
贈
名
、
学
問
・
研
究
相
六
名
、
文
化
相
三
名
、
副
市
長
兼
学
問
・
芸
術
相
二
名
、
副
市
長
兼
学
問
・
研
究
相

兼
文
化
相
二
名
）
計
「
＝
名
、
市
長
三
韓
、
蔵
相
一
名
、
法
相
二
名
、
経
済
・
交
通
相
一
名
、
経
済
・
交
通
相
兼
通
商
・
海
運
・
産
業
相
一
名
、

総
計
二
九
名
で
あ
る
。
文
部
関
連
相
の
数
が
特
別
に
多
い
理
由
は
、
学
校
・
職
業
教
育
面
、
学
問
・
研
究
相
、
文
化
相
の
各
々
に
学
者
大
臣
が
存

在
し
て
い
た
時
期
（
一
九
七
八
年
か
ら
三
内
閣
）
な
ど
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
州
で
は
、
蔵
相
一
名
、

経
済
関
連
相
（
経
済
相
一
名
、
交
通
相
一
名
、
経
済
・
資
金
レ
ー
ト
（
寓
葺
Φ
巨
霊
住
）
担
当
・
交
通
相
馬
名
、
経
済
・
資
金
レ
ー
ト
担
当
・
技
術

相
一
名
）
計
五
名
、
労
働
・
健
康
・
社
会
相
三
名
、
連
邦
関
係
相
一
名
に
対
し
て
、
文
部
関
連
相
（
文
化
相
六
名
、
学
問
・
研
究
相
一
名
）
計
七

名
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ァ
ル
ツ
州
で
は
、
法
相
二
名
、
連
邦
関
係
相
一
名
、
環
境
・
健
康
相
一
名
で
、
文
部
関
連
相
は
一
九
八
九
年
現

在
ま
で
い
な
い
。
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
で
は
蔵
相
兼
森
林
相
四
名
、
蔵
相
晒
鯨
、
法
相
兼
連
邦
参
議
院
関
係
二
二
名
に
対
し
て
、
文
化
・
教
育
・
ス
ポ

ー
ツ
相
二
名
、
文
化
・
教
育
・
学
問
相
一
名
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
も
、
蔵
相
二
名
、
社
会
相
二
名
、
労

働
・
経
済
・
交
通
相
三
名
、
内
相
一
名
、
自
然
・
環
境
相
一
名
に
対
し
て
、
文
化
相
盛
名
の
み
で
あ
る
。
な
お
連
邦
関
係
相
、
連
邦
参
議
院
関
係

相
と
は
、
州
政
府
を
連
邦
参
議
院
で
代
表
す
る
専
門
の
大
臣
で
あ
る
。

　
こ
の
学
者
閣
僚
登
用
の
傾
向
は
、
連
邦
政
府
で
も
同
じ
で
あ
る
。
　
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
エ
ア
ハ
ル
ト
（
日
鼠
惹
α
q
国
島
碧
α
）
　
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
ド
イ
ツ
産
業
研
究
所
教
授
は
、
経
済
相
三
回
、
副
首
相
兼
経
済
相
一
回
を
経
験
し
た
後
に
、
首
相
を
二
期
務
め
た
。
キ
ー
ジ
ン
ガ
i
・
プ
ラ
ン

ト
内
閣
で
経
済
相
、
ブ
ラ
ン
ト
内
閣
で
経
済
相
、
経
済
相
兼
蔵
相
を
歴
任
し
た
の
は
、
ブ
ラ
ン
ト
が
西
ベ
ル
リ
ン
市
長
時
代
か
ら
市
経
済
相
と
し

て
重
用
し
て
き
た
カ
ー
ル
・
シ
ラ
ー
（
困
（
四
同
一
　
ω
O
ゴ
圃
＝
①
村
）
で
あ
っ
た
。
左
翼
的
憲
法
学
者
と
し
て
は
、
ホ
ル
ス
ト
・
エ
ー
ム
ケ
（
口
。
諺
け
国
ぽ
ヨ
閃
。

鱒
S
P
D
”
法
相
、
特
別
任
務
担
当
相
、
研
究
・
技
術
・
郵
便
・
通
信
相
）
や
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
ミ
。
巨
霞
客
態
げ
。
｛
臼
”
F
D

P
”
特
別
任
務
担
当
相
、
内
相
）
が
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
反
共
主
義
的
社
会
主
義
を
主
張
す
る
憲
法
・
政
治
学
者
と
し
て
は
カ
ル
ロ
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
（
S
P
D
”
キ
ー
ジ
ン
ガ
ー
・
プ
ラ
ン
ト
内
閣
の
連
邦
参
議
院
・
州
担
当
相
）
が
い
る
。
前
二
者
は
一
九
七
四
年
の
連
邦
議
会
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
A
）

審
議
で
、
社
会
権
を
主
張
し
た
憲
法
論
争
（
い
わ
ゆ
る
基
本
価
値
論
争
）
の
中
心
的
論
客
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
学
者
（
教
授
）
に

と
っ
て
、
西
ド
イ
ツ
の
政
界
は
、
実
力
を
発
揮
す
る
実
践
の
場
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
が
、
実
際
は
、
学
者
が
特
定
政
党
の
支
持
者
と

な
る
虞
が
大
き
く
、
そ
れ
だ
け
学
問
の
自
由
、
と
り
わ
け
、
中
立
的
立
場
に
立
っ
て
政
治
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
、
政
治
的
平
衡
感
覚
が
失

わ
れ
る
危
険
性
も
、
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
　
（
A
）
拙
論
「
人
間
の
尊
厳
と
基
本
価
値
論
争
」
　
『
早
稲
田
政
治
公
法

研
究
3
4
号
』
　
（
一
九
九
一
年
）
参
照
。
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な
お
、
ポ
ー
ル
・
ミ
カ
ー
ト
（
頃
ゆ
ロ
一
　
7
一
一
〆
9
一
）
ノ
ル
ト
ラ
イ
ソ
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
文
化
相
は
、
後
に
C
D
U
一
九
七
八
年
原
則
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

領
の
起
草
委
員
の
一
人
に
な
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
ヘ
ル
ム
・
フ
ァ
ル
ト
マ
ン
（
男
邑
繭
0
α
ぽ
Φ
引
臼
　
　
周
鋤
N
叶
け
目
9
0
旨
昌
）
同
州
労
働
・
健
康
・
社
会
相
は
、
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
C
）

九
七
七
年
六
月
の
同
心
S
P
D
党
大
会
で
、
僅
差
で
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ラ
ウ
（
臼
。
ゲ
げ
碧
⑦
ω
図
窪
）
野
州
首
相
に
敗
れ
た
ほ
ど
の
実
力
を
備
え
て
い
る
。

テ
オ
ド
ー
ル
・
マ
ウ
ン
ツ
（
一
門
げ
①
O
住
O
『
　
冨
9
風
口
N
）
バ
イ
エ
ル
ン
州
教
育
・
文
化
相
は
、
伝
統
あ
る
基
本
法
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
の
編
者
で
あ
る
。

ア
ー
ウ
ィ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
（
二
毛
貯
も
D
時
Φ
貯
“
C
D
U
）
ヘ
ッ
セ
ソ
州
文
化
・
教
育
相
、
法
相
兼
教
育
・
国
民
教
育
相
は
、
州
首
相
を
一
九
年

に
わ
た
っ
て
務
め
た
ツ
イ
ン
と
共
に
、
同
州
の
州
憲
法
コ
メ
ン
タ
ー
ル
の
編
者
で
あ
る
。
ペ
ー
タ
ー
．
フ
ォ
ン
・
オ
エ
ル
ツ
ェ
ソ
（
℃
簿
巽
く
8

0
2
言
窪
）
　
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
文
化
相
は
、
同
語
野
党
S
P
D
党
首
（
「
野
党
の
党
首
」
と
し
て
高
額
な
俸
給
を
州
政
府
か
ら
受
け
、
公
用

　
　
　
　
（
D
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

車
を
利
用
す
る
州
首
相
候
補
）
兼
連
邦
S
P
D
政
治
教
育
委
員
会
委
員
長
の
職
に
あ
る
。
（
B
）
国
円
超
曹
国
0
9
2
Φ
♪
O
ミ
ミ
ミ
馬
ミ
恥
§
§
、

．
ぎ
ミ
茎
d
＝
ω
け
①
単
一
㊤
刈
P
の
・
目
。
。
㎝
・
　
（
C
）
謁
『
超
●
＜
o
【
目
窪
住
侮
①
「
ω
℃
∪
輸
⑦
巴
”
鳶
ミ
伽
§
》
職
ミ
⑦
、
b
N
ミ
噺
l
N
ミ
8
困
O
謡
”
の
．
H
。
。
。
。
．

（
D
）
自
誓
ヨ
自
ロ
国
貯
Φ
♪
↓
ミ
さ
、
ミ
O
O
§
§
ミ
§
扮
ミ
ミ
q
§
§
肉
ミ
§
黛
魑
竃
O
§
器
ロ
u
図
0
8
噛
戸
竃
O
・
（
E
）
＜
O
屋
並
口
住
傷
Φ
吋
¢
℃
∪
り

⇔
も
．
O
・
（
〉
昌
ヨ
●
O
）
噛
ω
」
o
。
。
。
h
．
．
b
o
胡
よ
噛
ω
8
噛
』
O
．

　
州
閣
僚
を
経
験
し
た
学
者
（
教
授
）
の
人
材
の
流
れ
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
通
常
は
、
連
邦
議
会
議
員
を
政
治
的
経
歴
の
第
一
歩
と
し
て
、

次
に
州
大
臣
、
州
首
相
な
い
し
連
邦
大
臣
へ
と
登
り
つ
め
る
正
規
の
出
世
コ
ー
ス
が
あ
る
。
例
え
ば
、
バ
ー
ゲ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
文
化

相
を
三
期
、
予
州
副
首
相
兼
文
化
相
を
一
期
半
務
め
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
ー
ン
（
≦
出
げ
。
ぎ
出
魯
『
C
D
U
）
は
、
州
大
臣
に
な
る
以
前
、

一
九
六
二
年
か
ら
六
四
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
で
あ
っ
た
。
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
州
蔵
相
、
文
化
・
教
育
・
ス
ポ
ー
ツ
相
を
歴
任
し
た
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・

ツ
ァ
イ
テ
ル
（
O
O
昌
9
a
N
O
詳
9
…
C
D
U
）
は
、
一
九
七
二
年
か
ら
八
○
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
を
務
め
た
後
、
州
政
府
に
入
閣
し
た
。
ノ
ル

ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
明
文
化
相
ポ
ー
ル
・
ル
フ
テ
ソ
ベ
ル
ク
（
℃
ゆ
三
ピ
玉
繭
①
ロ
げ
①
お
“
F
D
P
）
も
、
そ
れ
以
前
一
九
五
〇
年

か
ら
五
三
年
と
一
九
五
四
年
か
ら
五
六
年
に
連
邦
議
会
議
員
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
州
大
臣
で
あ
っ
た
学
者
（
教
授
）
は
、
万
一
、
州
政
府
が
倒
れ
野
党
に
な
る
と
、
連
邦
議
会
議
員
と
な
る
か
、
別
の
州
政
府
の

閣
僚
と
な
っ
て
そ
の
実
力
を
発
揮
す
る
か
に
わ
か
れ
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
ミ
カ
ー
ト
は
、
一
九
六
二
年
か
ら
六
六
年
ま
で
州
政
府
文
化
相
を

経
験
し
た
後
に
、
一
九
六
九
年
か
ら
八
七
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
と
な
っ
た
。
シ
ュ
レ
：
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
蔵
相
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
グ
ユ
リ
ヅ
ヒ
（
山
雪
。
ぎ
O
巳
ざ
げ
）
、
同
州
労
働
・
経
済
・
交
通
相
ル
！
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
プ
レ
ラ
ー
（
い
＆
惹
α
q
写
巴
。
「
）
は
、
S
P
D
州
政

権
が
一
九
五
〇
年
に
倒
れ
た
後
馬
連
邦
議
会
議
員
と
な
り
、
一
九
六
〇
年
と
、
一
九
五
七
年
ま
で
各
々
在
職
し
た
。
こ
の
タ
イ
プ
に
は
エ
ー
リ
ッ
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ク
・
ノ
ェ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
国
H
涛
Z
α
霞
”
o
q
”
S
P
D
、
一
九
四
七
年
か
ら
五
〇
年
ま
で
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
州
経
済
相
、
そ

　
　
の
後
一
九
五
三
年
ま
で
連
邦
議
会
議
員
）
や
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
イ
マ
ン
（
O
①
身
ρ
a
頃
鉱
ヨ
騨
旨
”
S
P
D
、
　
一
九
七
九
年
か
ら
八
一
年
ま
で

　
　
西
ベ
ル
リ
ン
市
連
邦
関
係
相
、
一
九
八
三
年
か
ら
連
邦
議
会
議
員
）
が
い
る
。

　
　
　
他
方
、
ヨ
イ
ス
ト
・
グ
ロ
レ
（
宣
珍
9
亀
『
S
P
D
）
は
、
【
九
七
四
年
か
ら
一
期
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
学
問
・
芸
術
相
を
務
め
た
後
、

　
　
一
九
七
八
年
か
ら
五
期
ハ
ン
ブ
ル
ク
市
学
校
・
職
業
教
育
相
を
務
め
た
。
ま
た
前
述
し
た
シ
ラ
ー
も
、
一
九
四
八
年
か
ら
四
九
年
ま
で
ハ
ン
ブ
ル

　
　
ク
市
経
済
・
交
通
兼
通
商
・
海
運
・
産
業
相
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
三
年
ま
で
同
市
経
済
・
文
化
相
を
務
め
た
後
に
、
一
九
六
一
年
か
ら
西
ペ
ル

　
　
リ
ン
市
経
済
・
金
融
相
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
州
政
権
が
野
党
と
な
っ
た
の
を
機
に
、
別
の
州
へ
移
住
し
た
例
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
如
く
霧
H
≦
ゆ
昌
ざ
け
目
印
色
．
げ
団
一
櫛
昌
Φ
叶
＝
o
《
P
O
ミ
ミ
嵩
ミ
馬
ミ
貸
嵩
職
、
ミ
帖
疑
霧
ミ
ミ
ジ
妹
ミ
篭
肉
ミ
、
§
♪
O
×
h
o
機
匹
d
異
く
Φ
「
ω
皆
団
℃
お
ω
即
H
㊤
㊤
ρ

　
　
層
・
c
。
刈
・

（
1
1
）
　
工
お
α
q
．
〈
・
切
①
ロ
N
＼
］
≦
O
o
ω
”
b
禽
O
O
ミ
轟
職
ミ
馬
切
陶
b
”
b
ロ
画
ミ
鴨
、
飛
蕊
賊
↓
鳴
ミ
馬
恥
ミ
ミ
冒
ミ
ミ
ミ
ミ
N
℃
職
軌
N
も
○
。
や
く
。
臣
餌
9
含
］
≦
O
O
ω
帥
℃
費
言
巽
＼

　
　
閃
9
ヨ
＜
2
冨
α
q
層
一
〇
。
。
ρ
q
O
．
旨
①
．
加
藤
秀
治
郎
『
戦
後
ド
イ
ツ
の
政
党
制
』
（
上
陽
書
房
　
一
九
八
五
年
）
九
九
頁
。

（
1
2
）
　
出
円
ω
α
q
●
〈
噂
O
ω
ω
ぢ
・
国
．
国
①
o
ゲ
葺
9
白
縄
b
簿
獄
§
§
欝
恥
寓
、
》
職
、
安
野
。
ミ
軌
。
。
q
書
§
周
ミ
ミ
簿
ミ
蕊
隣
§
∪
§
跨
ら
ミ
爲
醤
織
聴
隷
娼
容
旧
U
o
屏
旨
旨
〇
三
①
ロ
ー

　
　
＜
φ
ユ
餌
α
q
U
惨
類
禽
び
①
陰
≦
①
β
尺
一
Φ
鴎
卸
0
◎
．
噂
H
O
①
ω
讐
切
P
ω
噛
ω
．
ω
⑰
1
ω
刈
・
頃
誘
o
q
．
〈
●
≦
旨
団
〉
ま
弓
Φ
o
げ
ゴ
肉
ミ
嵐
⑦
き
寵
遣
§
き
ミ
”
肉
帖
概
§
1

　
　
⑦
鼻
「
ミ
§
1
δ
、
鳶
魯
。
ミ
鳴
短
§
”
N
詮
㌣
夏
隣
釣
一
．
出
ン
＜
●
U
δ
け
押
お
G
o
9
ω
■
①
⑩
（
Y
㊦
㊤
い
∪
①
痺
ω
o
ケ
①
門
門
庫
p
麟
。
ω
3
α
q
旧
曽
陰
㊤
・
δ
心
P
ω
．
ω
b
o
（
ゆ
Y

　
　
（
∪
）
師
民
屋
け
ω
o
ず
隣
B
碧
げ
9
。
】
）
o
暮
ω
o
げ
⑦
「
切
口
ロ
傷
霧
訂
装
置
・
駆
⊃
レ
㊤
鐸
瑠
ω
．
α
自
◎
。
（
切
）
人
O
）
“
U
里
国
ユ
Φ
ユ
ユ
。
ケ
ω
o
げ
繰
Φ
鴎
（
目
φ
σ
ぎ
α
q
Φ
μ
）

　
　
（
ω
て
∪
）
亀

（
1
3
）
　
コ
o
o
窪
げ
Φ
田
鼠
》
9
。
．
粒
●
○
・
（
b
憂
目
」
卜
⊃
一
一
）
矯
ω
．
畠
・
＞
8
完
。
匿
℃
o
も
．
ρ
（
》
日
程
」
b
っ
1
閏
y
ω
●
コ
ω
．
∪
㊦
鼠
ω
o
げ
9
ヒ
d
ロ
昌
畠
。
。
・
欝
α
q
“
卜
⊃
ド
㊤
」
㊤
お
”

　
　
ω
・
心
b
σ
（
∪
）
”
国
虞
誹
ω
O
ゴ
偉
旨
煙
。
『
臼
．

（
1
4
）
　
】
）
Φ
三
ω
o
げ
興
切
口
印
畠
霧
♂
的
卜
⊃
一
．
り
」
逡
㊤
暢
ω
．
お
（
し
U
）
…
員
9
ロ
ユ
。
『
〈
o
旨
b
d
お
口
＄
印
ρ

（
1
5
）
　
】
）
①
呉
ω
o
ゴ
①
H
切
障
口
侮
。
。
。
＄
伽
q
讐
b
Q
一
．
O
」
㊤
お
閣
ω
．
“
O
Q
（
U
）
一
置
（
〉
）
“
国
。
言
ユ
。
ゴ
＜
o
ロ
b
d
お
葺
僧
ロ
ρ

（
1
6
）
　
U
o
9
ω
o
ゴ
禽
b
d
ロ
ロ
ロ
。
ω
富
叩
b
O
H
．
㊤
」
O
畠
、
ω
・
島
（
＞
Y
（
b
d
）
”
国
。
一
目
8
犀
ぐ
。
昌
b
コ
お
口
＄
昌
ρ

（
1
7
）
　
R
・
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
は
、
こ
の
区
別
を
野
党
が
憲
法
の
精
神
に
適
合
し
て
い
る
（
8
房
“
凶
巳
鼠
8
巴
）
か
否
か
と
い
う
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル

　
　
に
よ
っ
て
定
義
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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我
々
が
一
つ
の
野
党
が
憲
法
の
精
神
に
適
合
し
て
い
る
と
言
っ
た
場
合
に
、
我
々
は
、
政
府
と
野
党
の
両
者
が
あ
る
種
の
憲
法
上
の
コ
ン
セ

　
　
　
ン
サ
ス
の
支
配
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
。
一
面
に
お
い
て
、
野
党
の
反
対
は
あ
る
一
つ
の
政
策
な
い
し
複
合
的

　
　
　
政
策
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
上
の
政
体
そ
の
も
の
の
正
当
性
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
理

　
　
　
解
さ
れ
る
。
野
党
は
赤
裸
々
な
対
立
抗
争
を
超
越
し
、
暴
動
を
教
唆
し
た
り
、
反
逆
、
不
法
共
謀
、
ク
ー
デ
タ
ー
、
騒
乱
、
暗
殺
に
加
担
す
る

　
　
　
こ
と
を
誓
っ
て
否
定
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自
由
な
有
権
者
の
支
持
を
求
め
て
、
公
然
と
公
的
な
訴
え
を
行
う
の
で
あ
る
。
反
対
に
政
府
も
、

　
　
　
野
党
を
迎
え
打
つ
た
め
に
用
い
う
る
手
脚
に
関
し
て
一
定
の
制
限
を
加
え
る
よ
う
に
、
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
野
党
の
見
解
の
自

　
　
　
由
な
表
明
は
、
議
事
堂
の
内
外
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
O
h
．
国
一
〇
冨
a
国
o
h
ω
目
鼻
①
さ
　
『
ぎ
ミ
ミ
ミ
鳥
ぎ
こ
ヒ

　
　
　
ど
論
§
”
↓
ミ
ミ
題
ミ
ト
轟
蹄
馬
ミ
ミ
鴨
Q
慧
寓
ミ
§
§
暮
馬
§
§
匙
⑦
言
§
魑
旨
。
。
O
山
。
。
職
9
d
巳
く
①
耳
目
o
h
9
一
ぎ
ヨ
冨
津
。
ω
。
。
讐
6
『
P

　
　
　
や
誌
’

（
1
8
）
U
o
暮
ω
o
冨
「
b
d
口
巳
Φ
ω
冨
σ
身
胃
卜
。
H
・
㊤
」
謹
ρ
ω
．
㎝
O
（
＞
Y
（
し
U
）
”
国
2
目
層
目
ω
島
無
。
「
・

（
1
9
）
∪
Φ
彗
ω
。
冨
『
切
§
畠
。
ω
凝
る
ト
。
齢
。
・
H
㊤
お
る
為
腿
（
u
）
”
閏
①
巨
Φ
≦
。
ω
ω
♀

（
2
0
）
　
U
Φ
葺
ω
o
ゲ
興
切
口
昌
α
Φ
ω
富
堕
b
δ
b
っ
．
㊤
」
㊤
お
u
ω
・
Q
。
O
（
｝
）
”
喝
話
昌
N
図
凶
。
窪
Φ
持
ド
イ
ツ
右
翼
党
（
U
o
⊆
誘
。
げ
⑦
閑
o
o
窪
ω
ロ
鍵
け
〇
一
）
の
よ
う
な
極
右
勢

　
　
力
が
連
邦
議
会
に
代
表
を
送
る
こ
と
に
、
当
時
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
理
由
は
、
　
「
元
々
ド
イ
ツ
領
土
で
あ
っ
た
一
と
ド
イ

　
　
ツ
右
翼
党
が
主
張
す
る
一
東
部
地
域
か
ら
、
数
百
万
の
ド
イ
ツ
人
が
家
畜
同
然
に
追
放
さ
れ
た
こ
と
」
を
「
人
間
性
に
対
す
る
犯
罪
（
＜
①
『
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
）

　
　
訂
。
。
げ
Φ
口
o
q
①
σ
q
曾
島
。
冨
①
け
ω
。
げ
ぎ
冥
①
δ
」
と
し
て
極
右
勢
力
が
非
難
し
て
い
た
こ
と
と
、
こ
れ
ら
の
被
追
放
者
を
十
分
に
救
済
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
な
か
っ
た
、
ア
ー
デ
ナ
ウ
ア
：
政
権
の
弱
点
が
あ
っ
た
。
　
（
A
）
∪
①
暮
ω
。
げ
心
切
口
口
α
①
ω
雷
α
q
u
卜
。
b
。
●
㊤
」
逡
ρ
ω
●
。
。
b
。
（
》
）
．
こ
の
故
郷
追
放
者

　
　
の
人
数
は
、
一
九
五
〇
年
末
の
時
点
で
七
八
八
万
人
で
あ
り
、
別
に
東
ド
イ
ツ
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
に
流
入
し
た
追
放
者
が
一
五
〇
万
響
い
た
と
推

　
　
定
さ
れ
て
い
る
。
西
独
へ
の
流
入
民
の
か
つ
て
の
故
郷
は
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ソ
地
方
二
〇
〇
万
人
、
ズ
デ
ー
テ
ン
ド
イ
ツ
地
方
一
九
〇
万
人
、
東
プ

　
　
ロ
イ
セ
ン
＝
二
〇
万
人
、
東
ポ
メ
ル
ン
八
九
万
人
、
ダ
ソ
ツ
ィ
ッ
ヒ
ニ
一
二
万
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
四
｝
万
人
、
バ
ル
ト
諸
国
と
メ
ー
メ
ル
地
方
一
六

　
　
万
人
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
一
八
万
人
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
一
五
万
人
、
ル
ー
マ
ニ
ア
一
五
万
人
な
ど
で
あ
っ
た
。
　
O
｛
・
団
①
8
「
堵
巴
α
ヨ
四
目
、
．
．
∪
冨

　
　
唄
農
葎
侮
。
吋
琶
σ
q
畠
①
吋
。
ω
匡
①
三
ω
臼
。
ロ
く
霞
三
。
げ
Φ
口
。
眺
．
噛
（
口
『
茜
．
）
切
8
固
目
＼
ω
富
ヨ
日
①
ミ
巽
9
。
匡
多
き
p
唄
ミ
領
§
ミ
ら
ミ
恥
手
妻
b
u
勘
や
≦
・
国
莫

　
　
お
δ
噛
ω
．
目
①
①
山
雪
●
別
の
資
料
（
西
ド
イ
ツ
の
教
科
書
）
に
よ
れ
ば
、
一
四
〇
〇
万
人
の
人
々
が
旧
ド
イ
ツ
領
土
お
よ
び
ド
イ
ツ
人
が
か
つ
て

　
　
入
植
し
た
東
欧
・
南
東
欧
諸
国
か
ら
流
出
し
、
追
放
さ
れ
、
そ
の
内
一
、
一
〇
〇
万
人
以
上
が
死
亡
し
た
の
で
あ
る
。
　
O
鯵
口
8
。
三
ヨ
踏
。
自
ヨ
彗
戸
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鞍
凶
ミ
、
§
、
膏
血
§
噛
b
d
画
へ
鳩
b
凶
。
ω
叶
寓
毛
o
o
q
、
　
O
。
。
8
8
＞
昌
旨
り
ω
・
置
①
．
こ
の
内
、
ズ
デ
ー
テ
ン
ド
イ
ツ
地
方
か
ら
流
出
、
追
放
さ
れ
た
一
三

　
　
〇
万
人
に
つ
い
て
は
、
七
百
年
以
上
も
以
前
か
ら
そ
こ
に
定
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
。
跨
ヨ
9
。
印
P
o
げ
Ω
ご
ω
」
心
①
1
目
ミ
．
ド
イ
ツ
人
が
い
な
く

　
　
な
っ
た
旧
ド
イ
ツ
領
へ
は
四
七
〇
万
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
流
入
し
、
強
制
的
に
移
住
し
て
き
た
。
代
わ
り
に
、
一
五
〇
万
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

　
　
が
旧
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
ソ
連
か
ら
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
へ
と
移
住
せ
し
め
ら
れ
た
。
O
h
●
周
鼠
Φ
臨
誌
。
げ
9
い
ロ
8
ω
鐸
．
坦
こ
ミ
§
の
き
§
き
き
、
ミ
蟄
蝕

　
　
心
（
ぎ
巨
。
。
會
臼
N
①
ε
燭
国
ヨ
・
。
け
昏
。
芦
ω
」
雪
．
し
か
し
、
ド
イ
ツ
占
領
下
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
一
九
三
九
年
目
ら
一
九
四
五
年
ま
で
に
、
「
ド
イ

　
　
ツ
化
（
国
忌
仙
Φ
暮
ω
畠
ロ
ロ
閃
）
」
の
名
目
の
下
に
、
例
え
ば
オ
ー
デ
ル
川
支
流
の
ヴ
ァ
ル
テ
（
芝
9
。
「
爵
①
）
川
流
域
で
ポ
ズ
ナ
ン
周
辺
の
ヴ
ァ
ル
テ
ラ

　
　
ン
ト
（
ぐ
『
鋤
『
件
げ
O
一
⇔
口
住
）
で
は
、
四
〇
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
三
五
〇
万
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
追
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
考
慮

　
　
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
O
h
・
図
巴
O
ゴ
O
凶
o
a
き
ρ
b
龍
N
§
㍉
鷺
⑦
き
ミ
“
ミ
ミ
園
§
§
、
卜
蕩
、
b
§
湧
ら
魯
ミ
袋
恥
職
詳
閑
9
。
ω
o
ゴ
ロ
・

　
　
図
α
ゴ
ニ
昌
堕
一
㊤
c
。
8
ω
・
b
。
。
。
甲
卜
⊃
G
。
9
永
井
・
片
岡
・
中
島
訳
『
第
二
の
罪
“
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
の
重
荷
』
　
（
白
水
社
　
一
九
九
〇
年
）
三
一
七

　
　
頁
。
こ
れ
ら
の
追
放
・
放
逐
者
に
つ
い
て
、
R
・
v
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
現
ド
イ
ツ
連
邦
大
統
領
は
、
一
九
八
五
年
五
月
八
日
に
「
い
ず
れ
も

　
　
意
向
を
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
、
不
正
を
甘
受
し
、
無
抵
抗
に
政
治
に
つ
き
従
わ
ざ
る
を
え
ず
、
不
正
に
対
し
ど
ん
な
補
償
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
に
正
当
な
言
い
分
を
か
み
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
の
身
の
上
に
振
り
か
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
埋
合
せ
を
し
て
あ
げ
る
わ
け
に
い
か
な

　
　
い
人
々
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
O
h
男
ぎ
匿
a
＜
8
毛
。
陣
N
。
。
ぎ
吋
。
さ
矯
§
b
ミ
ぎ
ミ
§
職
§
・
。
・
O
o
房
。
げ
虫
盟
Φ
色
。
♪
一
㊤
G
。
8
一
も
。
・
》
ロ
P
・

　
　
ω
．
b
。
①
l
b
。
S
永
井
清
彦
訳
『
荒
れ
野
の
四
〇
年
』
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
　
一
九
八
六
年
）
二
五
頁
。

（
2
1
）
↓
冨
。
＝
蒔
。
お
ミ
恥
⑦
巴
ミ
簿
ミ
、
、
ミ
…
b
萄
9
旨
ミ
6
ミ
馬
織
ミ
⑦
巴
竈
畿
山
寂
ト
9
δ
自
O
≦
o
ぎ
♪
δ
ミ
矯
ω
●
。
。
8
漣
．

（
2
2
）
　
U
o
ロ
諾
島
震
切
＝
ロ
山
。
ω
＄
o
q
矯
b
っ
Q
。
・
㊤
」
㊤
お
旨
ω
．
ミ
（
O
Y
（
∪
）
”
国
『
一
昌
9
δ
ロ
げ
9
。
ロ
。
『
・

（
2
3
）
　
U
o
三
ω
畠
臼
切
口
口
住
霧
鍵
鱒
卜
σ
○
。
・
O
」
㊤
お
●
ω
・
㊤
Q
。
（
》
Y
（
切
）
”
国
R
一
〇
げ
9
δ
μ
げ
き
臼
・

（
2
4
）
　
U
o
£
ω
o
げ
興
切
ロ
昌
傷
①
ω
冨
o
q
噸
卜
∂
9
。
・
㊤
」
O
お
．
ω
．
O
O
。
（
ゆ
）
”
国
ユ
。
げ
O
ロ
。
ロ
げ
帥
錐
Φ
「
．

（
2
5
）
　
∪
Φ
彗
ω
o
げ
。
「
ヒ
d
偉
”
住
霧
富
o
q
、
b
o
ら
。
．
O
」
漣
ρ
ω
b
O
。
（
b
d
）
1
（
O
）
”
国
同
一
。
ず
O
＝
o
ロ
7
目
口
①
戸

（
2
6
）
　
U
2
訴
9
臼
し
d
ロ
昌
α
o
ω
富
鱒
卜
δ
。
。
．
㊤
」
逡
ρ
ω
．
㊤
G
。
（
O
）
－
（
∪
）
…
国
『
一
9
9
δ
ロ
ゲ
碧
興
．

（
2
7
）
　
U
o
舜
。
陰
6
け
。
円
切
自
け
住
Φ
ω
鼠
伽
q
噛
鱒
も
。
●
O
．
H
逡
O
噂
ω
・
O
Q
。
（
∪
）
℃
国
ユ
。
『
O
＝
自
宗
ロ
臼
・

（
2
8
）
　
拙
論
「
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
主
義
統
一
党
独
裁
の
成
立
と
そ
の
問
題
点
」
『
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
4
1
号
』
五
四
頁
、
八
○
頁
注
（
2
7
）
。

（
2
9
）
　
出
鵠
α
q
●
く
．
団
「
o
ω
ω
マ
目
愛
住
同
づ
h
o
『
ヨ
碧
ざ
昌
ω
N
Φ
昌
茸
ロ
ヨ
住
。
ω
d
o
ロ
け
ω
o
げ
。
昌
b
d
惨
酷
価
①
ω
富
σ
q
o
g
b
鶏
、
§
｝
§
§
§
魯
§
、
O
重
き
静
ミ
恥
図
上
b
鴨
ミ
恥
き
§
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鳴
寵
蕊
職
霧
ミ
晦
禽
N
も
へ
℃
ミ
肋
N
矯
○
。
や
Z
O
日
O
ω
層
ω
。
》
鐸
h
ド
リ
H
㊤
G
o
F
ω
・
H
N
9
ω
㊤
①
・

（
3
0
）
　
∪
Φ
ロ
叶
ω
6
げ
Φ
『
ゆ
虞
口
α
O
ω
＄
堕
卜
⊃
S
O
」
㊤
軋
P
ω
」
ω
G
o
（
〉
）
…
聞
【
⇔
ロ
N
国
財
N
鮎
・

（
3
1
）
　
U
①
三
ω
o
げ
①
目
し
U
毒
q
Φ
ω
冨
σ
q
、
ト
っ
一
．
㊤
・
一
㊤
お
旧
ω
・
器
（
》
）
－
（
ヒ
d
）
…
国
ξ
け
ω
o
ゴ
ロ
雲
向
。
げ
葭
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
更
に
続
け
て
、
「
労
働
組
合
が
言
及

　
　
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
我
々
は
社
会
的
組
織
機
構
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
も
述
べ
て

　
　
い
る
。
本
文
で
用
い
ら
れ
た
「
労
働
老
」
と
い
う
用
語
は
、
S
P
D
が
国
民
政
党
化
す
る
過
程
で
取
り
除
か
れ
る
べ
き
マ
ル
ク
ス
主
義
的
「
残

　
　
津
」
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
、
今
日
で
は
一
般
に
「
勤
労
者
（
〉
円
げ
Φ
一
こ
口
①
じ
口
口
O
吋
）
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
F
・
エ
ッ
ッ
ェ

　
　
ル
が
労
働
者
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
、
「
労
働
す
る
住
民
（
碧
ぴ
。
冨
口
口
Φ
切
。
＜
α
涛
①
歪
昌
α
q
）
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ

　
　
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
3
2
）
　
∪
①
仁
富
O
ず
①
円
切
虞
旨
q
①
ω
＄
α
q
、
b
つ
刈
。
㊤
」
り
蔭
ρ
ω
」
ω
c
o
（
ヒ
d
）
1
（
O
）
”
岡
目
9
口
N
引
目
①
浬

（
3
3
）
　
U
Φ
ロ
e
ω
O
げ
①
『
b
d
蔭
昌
住
O
ω
富
α
q
り
鱒
刈
・
O
．
H
O
幽
O
噛
ω
．
H
心
O
（
∪
）
”
男
目
ゆ
ロ
N
国
け
N
①
ド

（
3
4
）
　
U
①
仁
諾
0
7
㊦
同
し
d
ロ
ロ
畠
。
ω
富
o
q
矯
卜
⊃
㊤
・
㊤
」
㊤
駆
ρ
ω
・
H
Q
Q
㎝
（
O
）
”
0
9
ユ
。
（
国
麟
二
）
ω
o
げ
ヨ
一
件

（
3
5
）
　
U
O
β
窪
O
げ
①
『
切
O
旨
住
Φ
ω
件
O
ゆ
q
矯
ト
つ
ρ
㊤
陰
H
O
駆
㊤
噛
ω
・
H
O
Q
刈
（
》
）
一
（
切
）
”
国
O
口
『
餌
畠
》
匹
Φ
口
p
◎
⊆
㊦
『
●

（
3
6
）
　
O
げ
ユ
ω
8
も
犀
切
三
8
「
毛
。
瞬
o
q
ρ
⑦
℃
b
賦
ミ
⑦
言
ミ
ミ
ミ
♪
〈
o
＝
⇔
σ
q
住
①
ω
o
ロ
8
0
鐵
ω
o
げ
。
σ
二
〇
戸
H
㊤
お
噸
ψ
・
お
①
．
切
。
ロ
N
＼
竃
8
ρ
国
も
・
ρ

　
　
（
》
口
芦
コ
）
噛
ω
・
㊤
卜
⊃
・

（
3
7
）
　
〉
昌
印
0
8
ρ
ユ
①
男
①
口
ぴ
q
①
♪
．
．
勺
霞
五
日
。
巳
錠
♂
o
げ
Φ
『
〉
葺
p
。
㎝
q
冒
ユ
。
「
じ
u
園
∪
．
、
矯
ω
」
①
合
ヒ
u
o
旨
N
＼
］
≦
o
o
ω
．
Φ
σ
F
（
》
ロ
ヨ
●
コ
）
’
ω
・
H
①
直
1
『
●

（
3
8
）
　
O
⇔
巨
臼
℃
三
二
ρ
，
．
国
ぎ
ユ
。
ず
類
出
ゲ
9
ヨ
国
。
葺
1
＜
o
『
ω
二
〇
ゴ
Φ
ぎ
Φ
ω
℃
o
詳
筍
坤
ω
、
．
鴇
ω
．
お
ト
⊃
矯
げ
『
超
・
＜
・
ρ
口
噂
O
鹿
島
。
臨
暁
》
b
馬
ミ
幕
、
ミ
§
”

　
　
、
、
ミ
蟄
衛
ミ
蕊
g
。
僑
ミ
、
肉
§
ミ
ミ
隷
層
日
㊤
Q
Q
ら
Q
糟
》
ゴ
8
口
蝉
些
B
「
ω
・
一
G
Q
恥
1
㊤
㎝
噸

（
3
9
）
　
コ
O
吋
Φ
”
①
σ
9
（
諺
ロ
日
●
q
Q
Q
o
）
糟
ω
」
Q
o
①
．
男
。
ロ
匪
①
♪
鋤
．
国
・
ρ
（
》
昌
ヨ
・
Q
o
）
圃
。
・
◎
o
．
（
国
二
二
〇
げ
ミ
出
ゴ
巴
ヨ
図
。
覧
）
。

（
4
0
）
　
出
お
σ
q
・
＜
・
＝
・
H
≦
ざ
げ
器
嵩
ω
＼
国
・
ω
o
げ
轟
Φ
覧
。
♪
　
q
謎
§
隷
§
ミ
蕊
織
鳴
ミ
題
蕊
“
園
。
ミ
§
ミ
防
ぎ
§
N
§
自
ミ
ミ
§
ぴ
ミ
き
N
℃
N
◎
。
鷲
蕊
“
竈
a
旧
地

　
　
§
、
・
，
、
§
帖
ミ
｝
§
〉
剣
塁
ミ
§
畿
嵩
頭
b
恥
ミ
象
ミ
§
魯
ミ
軌
ミ
O
二
三
蕊
ミ
ミ
卦
U
o
犀
ロ
日
Φ
巨
。
昌
1
＜
〇
多
多
σ
q
U
「
．
＝
Φ
吾
。
誹
≦
o
ロ
色
Φ
『
俸
○
◎
ご
じ
u
F
b
っ
9

　
　
ω
・
お
。
。
．
政
権
担
当
能
力
が
あ
る
こ
と
と
は
、
も
は
や
中
傷
誹
諺
を
行
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
（
、
、
国
Φ
σ
q
凶
事
ロ
ロ
σ
q
ω
鹸
三
σ
q
、
、
凸
8
窪
目
①
胃
9
凌
9
。
巳
①
儘

　
　
歪
口
σ
q
ω
緯
げ
貫
勺
）
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
O
h
’
＝
錠
け
多
才
ω
o
o
戸
肉
ミ
N
肉
栽
Q
下
肉
§
恥
辱
ミ
ミ
逡
ぎ
し
ロ
ご
偽
§
ミ
♪
b
d
住
・
ト
っ
矯
一
・
国
．
芝
・
∪
冨
言

　
　
Z
8
ぼ
二
お
刈
9
ω
為
。
。
ピ
し
か
し
、
「
姿
形
さ
る
る
こ
と
に
よ
り
て
人
は
画
く
も
な
ら
ず
醗
く
も
礫
ら
ず
。
世
は
こ
れ
が
た
め
に
多
少
わ
れ
ら
を
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も
と

　
　
誤
解
す
る
こ
と
あ
る
も
、
わ
れ
ら
自
身
は
依
然
と
し
て
素
の
わ
れ
ら
な
り
。
し
か
れ
ど
も
誹
誘
す
る
こ
と
に
よ
り
て
わ
れ
ら
自
身
堕
落
し
て
よ
り

　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
）

　
　
悪
し
き
老
と
な
る
」
と
ベ
ー
コ
ン
が
述
べ
た
よ
う
に
、
中
傷
里
美
す
る
こ
と
自
体
、
も
は
や
野
党
と
し
て
の
存
亡
に
か
か
わ
る
危
機
を
惹
起
す
る

　
　
も
の
と
言
え
よ
う
。
　
（
A
）
山
本
七
平
編
『
内
村
鑑
三
文
明
評
論
集
（
四
）
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
七
八
年
）
二
六
頁
。

（
4
1
）
　
加
藤
、
注
（
1
1
1
∬
）
前
掲
書
、
　
一
〇
〇
頁
。

（
4
2
）
　
ω
O
①
戸
”
・
凶
．
O
．
（
〉
β
ヨ
●
戯
O
I
閏
）
り
b
d
傷
・
一
。
ω
・
H
卜
⊃
①
・

（
4
3
）
　
国
β
。
ロ
甲
勺
冨
「
ω
o
ケ
ロ
①
置
Φ
さ
　
、
、
∪
器
℃
螢
ユ
p
。
ヨ
Φ
口
＄
ユ
ω
o
ゴ
①
ω
団
の
器
ヨ
．
．
糟
ず
「
ω
α
q
・
国
●
b
d
①
昌
昌
餌
＼
≦
♂
】
≦
p
一
ゴ
o
h
巽
＼
＝
㌔
｝
・
＜
o
α
q
①
斜
ミ
蕊
＆
§
瀞
§
の

　
　
ぎ
魯
。
・
物
§
題
、
象
ミ
二
戸
ミ
し
u
肉
b
矯
住
①
O
歪
旨
。
♪
お
。
。
心
”
↓
Φ
鵠
一
噂
ω
』
G
。
P
＞
ロ
ヨ
・
お
9
な
お
、
議
会
の
力
と
い
う
も
の
は
野
党
の
力
と
同
値

　
　
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
勺
山
『
一
9
ヨ
O
旨
誘
言
9
0
ゴ
酔
口
○
噂
弓
O
ω
凶
江
O
口
ω
岩
国
O
げ
け
団
）
と
昌
一
こ
口
れ
て
い
る
。
O
幽
．
ω
o
①
拝
跨
も
．
○
．
（
》
づ
日
．
幽
O
I
国
ン
切
F

　
　
卜
⊃
－
ω
・
↓
O
G
o
・

（
4
4
）
　
O
餌
ユ
。
ω
o
ゲ
肩
身
噛
∪
臼
．
、
U
①
昇
ω
o
『
Φ
切
ロ
α
o
ω
＄
m
身
、
、
噂
く
①
ユ
。
α
q
件
く
。
昌
O
ニ
ロ
葺
臼
Z
Φ
艮
ρ
b
ミ
b
ミ
、
零
譜
鴨
ミ
茎
§
的
嘗
吋
N
詮
軌
∴
℃
N
や
目
㊤
刈
ρ

　
　
ω
・
H
㊤
・

（
4
5
）
　
注
（
4
2
）
参
照
。

（
4
6
）
　
藤
田
晴
子
「
西
独
連
邦
議
会
」
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
一
九
八
○
年
2
月
号
』
＝
二
頁
。

（
4
7
）
　
清
水
望
『
西
ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
』
（
成
文
堂
　
一
九
六
九
年
目
四
八
O
I
四
八
五
頁
。

（
4
8
）
　
ω
け
Φ
P
切
。
『
・
b
⊃
’
ピ
↓
矯
6
㎝
ど
ω
．
悼
8
ぎ
“
国
円
田
言
ω
件
9
戸
　
．
、
℃
o
謡
江
ω
O
ゴ
。
口
”
住
く
臼
貯
ω
ω
ロ
昌
昌
設
0
6
『
菖
一
〇
ず
Φ
O
目
偉
昌
侮
ω
鋒
N
o
ぎ
α
o
口
男
Φ
o
q
一
争

　
　
歪
ロ
α
q
ω
臼
匹
費
信
昌
ゆ
q
Φ
昌
〈
o
口
0
8
お
〉
ロ
ひ
q
＝
。
。
臼
N
凶
づ
ロ
、
、
リ
ゲ
門
ω
に
・
く
．
同
の
ε
貯
噛
恥
O
旨
｝
、
恥
ミ
鈎
馬
8
ミ
寄
魯
の
簑
蕊
鴫
N
二
目
I
N
も
M
◎
団
δ
昌
N
ω
8
ぢ
。
「

　
　
＜
〇
二
p
。
堕
H
ミ
9
ω
．
Q
Q
O
1
8
・
♂
く
＝
げ
鉱
ヨ
く
．
o
励
8
ヨ
σ
霞
伽
q
－
．
．
0
8
お
諺
ロ
α
q
器
け
N
ヨ
眺
、
、
ω
．
8
心
噛
O
p
。
ω
住
。
鳶
抽
。
び
戸
（
ω
o
Q
）
”
ω
』
配
下
コ
．

（
4
9
）
　
国
・
ω
o
げ
三
8
ρ
．
、
N
偉
『
α
①
昌
く
。
既
霧
ω
口
口
α
q
ω
げ
。
鑓
ε
β
ゆ
q
α
o
ω
∪
①
暮
ω
o
ゴ
。
口
く
。
涛
ω
冨
8
ω
、
．
剛
さ
ミ
冒
の
多
き
H
逡
Q
Q
噂
ω
」
Q
o
O
ー
ピ

（
5
0
）
　
N
冒
昌
1
ω
8
冒
一
U
d
同
旨
口
口
Φ
o
貫
曽
・
僧
ρ
（
》
ロ
ヨ
為
一
閏
）
噛
お
①
ω
讐
く
。
感
づ
傷
0
8
》
民
r
ω
』
b
O
（
ρ
》
・
N
貯
戸
国
昌
雷
げ
歪
ロ
o
q
）
匿

（
5
1
）
　
q
冒
凶
。
げ
ω
p
8
ぎ
色
戸
b
§
⑦
ミ
ミ
防
ミ
、
無
ミ
ミ
ミ
物
犠
ミ
⑦
巴
一
＜
o
ユ
β
。
ゆ
q
＞
口
8
口
国
臨
戸
6
↓
P
Q
D
匿
凸
●

（
5
2
）
　
ω
8
雪
げ
二
凝
層
9
。
．
辞
ρ
（
〉
ロ
ヨ
●
軋
G
。
－
目
）
螂
ω
●
ト
っ
①
①
●
国
B
ω
け
i
口
三
〇
げ
国
ロ
ω
け
岩
層
b
甘
㌘
ミ
、
暮
軋
ミ
⑦
㌔
6
N
℃
豊
∴
題
9
0
岱
ヨ
O
ロ
ω
＜
〇
二
麟
騨

　
　
一
〇
刈
Q
Q
．
ω
・
ト
コ
リ
ー
Q
Q
P

（
5
3
）
　
閑
ξ
け
ω
o
ず
ロ
ヨ
8
げ
。
『
”
．
．
閑
。
“
o
け
二
昌
昌
ω
o
ゴ
ユ
津
。
昌
、
、
”
お
㎝
G
Q
一
ω
．
2
層
冒
”
＝
器
8
5
0
ぴ
9
（
》
β
日
．
α
卜
⊃
一
嗣
）
”
ω
』
㊤
・
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（
5
4
）
　
国
8
巨
げ
9
日
層
㊤
も
．
ρ
（
〉
昌
日
・
這
1
一
）
層
b
J
F
Q
Q
℃
ω
為
ω
層
H
O
b
σ
．

（
5
5
）
　
ω
Φ
ρ
（
》
昌
8
・
臼
）
・

（
5
6
）
　
国
ξ
け
Q
D
物
蔭
聴
器
忌
門
．
、
〉
匡
に
9
。
げ
Φ
ロ
昌
傷
N
陣
9
住
臼
目
窪
一
ω
o
冨
昌
ω
o
巴
巴
島
Φ
ヨ
。
ξ
㊤
江
⑦
、
、
層
ら
ら
9
◎
D
レ
b
⊃
」
昌
”
出
口
珍
巽
．
9
。
。
僧
ρ
（
》
ロ
ヨ
・

　
　
α
ト
っ
一
間
）
■
ω
．
ω
9
、
、
ミ
も
ぎ
、
、
§
、
蕎
ミ
亀
篭
ミ
ミ
篭
飛
篭
§
動
寒
、
誉
鞠
“
鷺
動
譜
、
§
翻
心
田
舞
亀
き
恕
韓
篭
ミ
ミ
”
霊
Φ
訂
”
6
刈
ρ
q
D
．
ω
メ

（
5
7
）
　
国
碧
ぎ
。
貯
N
Z
け
す
信
6
D
響
b
恥
ミ
。
神
鳶
職
轟
、
蟄
蕊
亀
鷲
蕊
鴫
§
ミ
蒔
箕
職
§
冴
6
ミ
石
蟹
耳
δ
謡
闇
閑
・
距
0
2
卸
○
◎
．
＜
o
『
置
o
q
り
ω
」
Q
o
S

（
5
8
）
　
Z
8
冨
ロ
し
Q
l
o
げ
傷
・
（
〉
ロ
日
・
㎝
刈
）
い
ω
曾
ミ
も
Q
・

（
5
9
）
　
国
信
ω
8
お
自
Ω
も
．
ρ
（
〉
昌
日
』
卜
Q
－
目
）
”
ω
・
ω
ρ

（
6
0
）
　
O
①
三
ω
o
ず
Φ
『
b
d
口
け
住
¢
ω
雷
堕
一
鋤
．
卜
◇
・
6
刈
合
ω
’
蟄
①
G
Q
（
O
）
時
≦
一
一
ぐ
切
冨
ロ
ユ
戸

（
6
1
）
　
匂
・
国
一
議
。
げ
ヨ
虫
2
＼
〉
・
U
①
ミ
餌
一
戸
『
西
ド
イ
ツ
と
日
本
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
　
一
九
七
九
年
）
二
〇
五
頁
。

（
6
2
）
　
加
藤
、
注
（
1
1
一
皿
）
前
掲
書
、
九
九
頁
。

（
6
3
）
　
〉
．
9
ヒ
d
巴
h
。
ξ
曽
、
．
冒
茸
＆
琴
酔
δ
口
、
、
》
≦
巴
8
『
し
d
⇔
ゆ
毎
。
ず
o
ρ
↓
ミ
肉
身
頓
、
馬
簿
O
§
⇔
ミ
ミ
ご
斜
H
8
G
。
．
深
瀬
基
言
訳
『
英
国
の
国
家
構
造
』
（
清
水

　
　
弘
文
堂
　
一
九
六
七
年
）
二
一
頁
。

（
6
4
）
切
巴
8
霞
L
三
目
．
（
ロ
9
Φ
①
。
。
）
・
邦
訳
、
二
二
頁
。
前
田
英
昭
『
世
界
の
議
会
一
　
イ
ギ
リ
ス
』
　
（
ぎ
ょ
う
せ
い
　
一
九
八
三
年
置
一
七
四
－
一

　
　
七
五
頁
。

（
6
5
）
　
O
o
o
壽
屋
顎
脚
巴
釜
山
ユ
。
住
ユ
。
げ
出
〇
四
〇
戸
O
ミ
嵩
ミ
馬
ミ
§
織
ミ
、
ミ
、
8
号
ミ
鳴
§
恥
沁
8
ミ
吻
O
職
ミ
き
ミ
ミ
魯
ミ
寵
“
閑
月
§
冴
ミ
馬
。
。
。
。
§
ら
。
き
ミ
妹

　
　
馬
ミ
O
ミ
ミ
蕎
郵
ω
冨
ヨ
島
畠
。
≦
o
『
醤
ρ
ヒ
d
9
8
団
さ
宰
o
B
旨
餌
目
ω
＜
o
「
一
β
。
o
q
●
一
㊤
卜
⊃
。
。
旧
ω
』
8
藤
野
・
赤
沢
訳
「
法
の
哲
学
」
　
『
世
界
の
名
著

　
　
4
4
』
（
中
央
公
論
社
　
一
九
七
八
年
）
一
七
四
頁
。

（
6
6
）
∪
・
国
9
く
鋤
上
図
α
q
ゲ
＼
℃
●
］
≦
o
目
ユ
P
O
o
蕊
§
⇔
§
㌧
o
ミ
勘
。
。
、
、
o
ミ
』
廷
貯
恥
妹
。
↓
｝
職
苛
ぎ
き
b
d
9
ω
＝
d
d
冨
。
己
妻
。
目
旧
H
㊤
o
o
¢
層
娼
℃
・
心
1
9
P
サ
ッ
チ
ャ

　
　
i
首
相
は
、
旧
来
の
政
権
の
経
済
的
失
政
は
政
治
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
過
度
に
追
求
し
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
、
過
剰
な
継
続
性
と
妥
協
の
故
で

　
　
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
首
相
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
代
わ
り
に
自
己
の
信
念
（
O
O
奇
く
一
〇
一
一
〇
昌
）
を
示
し
て
、
選
挙
演
説
会
で
以
下
の

　
　
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
　
　
旧
約
聖
書
の
預
言
者
た
ち
は
「
兄
弟
た
ち
よ
、
私
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
求
め
る
」
と
は
言
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
聴
衆
に
「
こ
れ
こ
そ
私

　
　
　
の
信
仰
（
h
巴
箭
）
だ
。
こ
れ
こ
そ
私
が
熱
烈
に
信
じ
る
も
の
だ
」
と
言
わ
し
め
た
。
も
し
あ
な
た
方
が
こ
の
こ
と
を
同
じ
く
信
じ
る
な
ら
ば
、
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政権交代のある民主国家における野党観

　
　
　
私
に
つ
い
て
来
な
さ
い
。
　
（
O
h
・
閑
8
け
費
α
男
。
ω
ρ
U
o
℃
費
践
①
ω
呂
艮
①
9
。
∪
自
醇
Φ
口
。
①
メ
ト
⊃
ロ
α
●
o
μ
・
（
O
ゴ
簿
冨
B
Z
・
卜
”
O
ず
碧
冨
ヨ

　
　
　
匡
。
器
ρ
H
㊤
c
。
継
）
”
戸
賢
言
”
o
住
・
σ
団
P
＞
・
≧
ヨ
8
ミ
O
・
し
d
地
。
ミ
。
芦
冒
二
9
ミ
辱
ミ
ミ
㍉
§
、
o
ミ
§
↓
ミ
塁
”
》
き
、
ミ
ミ
馬
ミ
”
恥
島

　
　
　
9
・
”
◎
D
8
芦
聞
。
お
。
・
ヨ
碧
馳
O
o
二
H
㊤
G
。
Q
。
り
七
」
ミ
●
）

（
7
6
）
　
田
8
h
〕
o
口
巴
霧
噂
ミ
誘
↓
瀞
ミ
ら
香
ミ
．
切
口
ミ
ミ
ミ
馬
§
”
↓
ミ
肉
ミ
ミ
偽
旦
帖
ミ
⑦
。
9
職
h
ミ
肉
ミ
”
勺
望
診
8
集
り
H
㊤
G
。
⑩
●

（
6
8
）
　
国
塁
き
①
σ
q
ミ
言
o
a
9
ε
．
o
一
紳
・
（
口
9
¢
①
①
－
一
）
匂
b
O
・
卜
○
甲
ω
G
。
魑
ミ
6
ρ
①
①
よ
8
。
。
G
。
あ
㊤
．

（
6
9
）
　
匹
魯
9
a
図
8
0
”
．
勺
。
葺
ざ
ω
旨
国
ロ
α
q
門
口
α
．
”
≧
巳
8
ミ
勺
。
≦
o
F
8
・
o
一
戸
（
p
9
①
①
甲
閏
）
層
O
．
辰
ω
・

（
7
0
）
図
9
ρ
旨
芦
（
ロ
。
冨
①
㊤
ン
娼
艦
H
G
。
O
．
比
例
代
表
制
待
望
論
は
、
第
三
党
の
自
由
党
と
社
会
民
主
党
と
の
「
同
盟
」
が
、
一
九
八
三
年
の
総
選

　
　
挙
で
、
二
五
・
四
％
の
得
票
率
を
獲
得
し
な
が
ら
二
三
議
席
（
三
・
五
％
の
議
席
率
）
を
獲
得
し
た
の
に
と
ど
ま
り
（
第
二
党
の
労
働
党
は
こ
の

　
　
時
、
得
票
率
二
七
・
六
％
、
二
〇
九
議
席
（
三
二
・
一
％
）
を
獲
得
し
た
）
、
一
九
八
七
年
間
総
選
挙
で
も
第
三
党
の
自
由
党
・
社
会
民
主
党
「
同

　
　
盟
」
が
、
二
二
・
六
％
の
得
票
率
で
二
二
議
席
（
三
・
四
％
の
議
席
率
）
に
対
し
て
、
第
二
党
の
労
働
党
は
三
〇
・
八
％
の
得
票
率
で
二
二
九
議
席

　
　
（
三
五
・
二
％
）
を
獲
得
し
た
こ
と
に
、
典
型
的
に
示
さ
れ
る
、
得
票
率
と
議
席
率
と
の
著
し
い
ギ
ャ
ヅ
プ
と
い
う
弊
害
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は

　
　
小
選
挙
区
制
に
お
い
て
は
、
大
政
党
に
著
し
く
有
利
に
働
き
、
二
大
政
党
制
に
資
す
る
と
い
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
第

　
　
三
党
の
自
由
党
・
社
会
民
主
党
「
同
盟
」
が
こ
の
よ
う
に
著
し
く
得
票
率
に
比
べ
て
議
席
率
が
低
か
っ
た
（
第
四
党
の
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
党
は
一

　
　
九
八
七
年
の
総
選
挙
で
二
％
の
得
票
率
で
一
七
議
席
（
二
・
六
％
）
を
獲
得
し
て
い
る
）
こ
と
の
理
由
は
、
　
「
同
盟
」
が
多
数
の
選
挙
区
で
第
二

　
　
位
の
得
票
を
得
な
が
ら
、
第
一
位
を
獲
得
し
た
選
挙
区
が
極
め
て
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
比
例
代
表
制
を
導
入
し
て
公
正
な
選
挙
制
度
を

　
　
創
り
出
そ
う
と
い
う
意
見
は
、
し
か
し
、
戦
後
＝
二
回
の
総
選
挙
で
は
庶
民
院
（
下
院
）
に
お
い
て
ど
の
政
党
も
得
票
率
で
五
〇
％
を
上
回
ら

　
　
ず
、
比
例
代
表
制
が
導
入
さ
れ
た
場
合
に
は
単
独
で
政
権
を
担
当
し
え
な
い
こ
と
か
ら
来
る
、
弱
い
政
府
（
少
数
政
権
な
い
し
連
合
政
権
）
を
助

　
　
長
ず
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
、
危
惧
の
故
に
実
現
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
　
O
h
・
菊
・
即
。
ω
ρ
一
σ
崔
．
（
ゆ
0
8
の
り
y
づ
O
●
H
。
。
。
。
山
O
O
・
∪
日
置

　
　
ゆ
ロ
自
臼
－
し
q
、
ミ
怨
O
§
ミ
ミ
ミ
ミ
識
。
誠
。
。
§
窓
遷
a
讐
切
幕
一
一
比
高
。
重
厚
Φ
戸
H
㊤
c
。
P
弓
O
．
○
。
ム
O
・

（
7
1
）
　
「
鉄
の
規
律
」
と
は
、
自
己
の
所
属
す
る
政
党
の
指
令
に
反
し
た
棄
権
は
通
例
で
は
な
く
、
自
党
の
決
定
と
相
反
す
る
投
票
を
行
う
こ
と
は
ほ

　
　
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
ほ
ど
少
な
い
、
と
い
う
庶
民
院
（
下
院
）
に
お
け
る
代
議
士
の
動
向
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
O
h
・
q
o
9
。
ヨ
ロ
9
国
．
国
ロ
。
き

　
　
、
O
「
8
一
切
ユ
富
冒
．
魑
（
①
畠
・
）
閃
・
O
・
言
ρ
。
臼
｛
巳
ω
＼
困
・
国
・
類
ロ
a
．
さ
§
ミ
、
ミ
ミ
ミ
、
⑦
毬
貯
ミ
g
。
一
国
ミ
。
鷺
冒
等
。
β
銘
o
o
I
嵩
㊤
F
冒
。
ご
お
①
ω
》
ρ
㎝
O
・

（
7
2
）
　
∪
①
く
置
u
o
ミ
0
5
．
曾
。
讐
b
U
葺
巴
畳
甲
。
ヨ
．
O
署
。
ω
三
〇
ロ
乱
鼻
9
。
0
9
。
噂
冨
一
．
6
．
．
8
宰
帥
α
q
目
①
艮
9
0
竈
8
三
8
、
曽
（
＆
●
）
国
爵
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国
。
巨
ω
ξ
”
O
共
学
ミ
§
§
き
詮
ミ
養
肉
ミ
息
魯
9
D
ρ
竃
母
一
首
、
ω
℃
お
ω
ρ
δ
。
。
メ
戸
。
。
O
．
　
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
に
、
一
〇
の

　
　
政
府
提
出
法
案
が
投
票
で
敗
れ
た
が
、
政
府
与
党
の
陣
笠
議
員
の
反
対
の
故
に
敗
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
　
一
九
七
〇
年
か
ら
一

　
　
九
七
九
年
ま
で
に
、
六
五
の
政
府
提
出
法
案
が
票
決
で
敗
れ
、
そ
の
う
ち
二
九
は
政
府
与
党
の
陣
笠
議
員
の
反
対
投
票
の
故
で
あ
っ
た
。
　
O
h
・

　
　
∪
Φ
昌
く
0
5
ま
匡
．
（
コ
0
8
話
）
”
戸
目
ρ
8
け
。
二
．

（
7
3
）
　
「
四
〇
年
」
の
持
つ
歴
史
的
役
割
の
単
位
と
し
て
の
象
徴
的
意
味
に
つ
い
て
は
、
西
独
大
統
領
R
・
v
・
ヴ
ァ
イ
ッ
ゼ
ヅ
カ
ー
の
一
九
八
五
年

　
　
五
月
八
日
の
演
説
を
参
照
。
　
O
h
．
≦
①
冒
愚
。
吋
0
5
9
。
も
．
○
．
（
〉
昌
ヨ
』
㌣
首
Y
ω
幽
G
。
も
。
1
ω
吟
邦
訳
、
三
四
－
三
五
頁
。

（
7
4
）
　
国
9
。
く
き
曽
o
q
げ
＼
竃
。
巳
ω
・
8
・
o
一
戸
（
昌
。
冨
①
①
1
一
）
－
O
．
㊤
●
に
よ
れ
ぽ
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
主
義
は
旧
い
戦
後
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
取
っ
て
代
わ
る
べ

　
　
き
、
新
し
い
政
策
の
枠
組
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
る
端
緒
で
あ
っ
た
。

（
7
5
）
　
↓
九
六
四
年
に
は
、
労
働
党
支
持
者
の
明
白
な
多
数
者
は
、
現
状
以
上
の
国
有
化
に
賛
成
（
五
七
％
）
し
、
労
働
組
合
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
考

　
　
え
に
反
対
（
五
九
％
）
し
、
圧
倒
的
大
多
数
は
、
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
多
く
支
出
す
べ
き
こ
と
を
望
ん
（
八
九
％
）
で
い
た
が
、
一
九
七
九

　
　
年
に
こ
れ
ら
三
者
へ
の
支
持
は
、
ほ
と
ん
ど
三
分
の
一
に
ま
で
低
下
し
た
の
で
あ
っ
た
。
O
h
．
U
●
∪
①
泣
く
Φ
5
8
．
o
一
戸
（
ロ
0
8
鵡
）
－
宕
・
。
。
や
。
。
9

（
7
6
）
団
」
み
守
口
匿
β
、
O
旨
8
ま
8
8
。
げ
巳
ε
①
ω
一
ロ
卑
三
昌
B
蓋
。
ω
（
一
。
。
①
刈
山
㊤
辰
）
”
’
O
ミ
ミ
§
偽
ミ
§
職
§
8
ミ
§
（
9
貸
ミ
9
ソ

　
　
〈
o
ド
b
。
、
一
㊤
①
①
＼
一
㊤
①
S
戸
。
。
9
今
日
、
二
大
政
党
の
う
ち
野
党
に
な
っ
た
者
は
、
お
よ
そ
四
分
半
三
（
七
四
％
）
の
政
府
提
出
法
案
に
賛
成
し
て

　
　
い
る
。
O
h
面
一
。
冨
a
国
。
ω
ρ
℃
。
、
ミ
ら
い
§
肉
嵩
製
§
3
㎝
葺
①
q
‘
ち
。
。
ρ
弓
』
G
。
9
一
九
六
四
年
か
ら
七
〇
年
の
野
党
保
守
党
は
政
府
労
働
党
提

　
　
出
法
案
の
八
四
％
に
賛
成
し
、
一
九
七
〇
年
か
ら
七
四
年
の
野
党
労
働
党
は
政
府
保
守
党
提
出
法
案
の
七
三
％
に
賛
成
し
、
一
九
七
四
年
か
ら
七

　
　
九
年
の
野
党
保
守
党
は
政
府
労
働
党
提
出
法
案
の
七
〇
％
に
賛
成
し
、
一
九
七
九
年
か
ら
八
三
年
の
野
党
労
働
党
は
政
府
保
守
党
提
出
法
案
の
六

　
　
一
％
に
賛
成
し
た
よ
う
に
、
こ
の
野
党
が
政
府
提
出
法
案
に
賛
成
す
る
割
合
は
、
逓
減
傾
向
に
あ
る
。
　
Ω
」
三
F
（
昌
O
け
O
　
刈
①
1
閏
）
．
こ
の
傾
向

　
　
も
、
一
つ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
崩
れ
、
新
た
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
模
索
し
て
い
る
と
い
う
、
変
動
の
兆
し
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

　
　
い
。

（
7
7
）
≧
δ
口
ぎ
藷
5
、
O
お
讐
b
d
a
p
。
一
口
”
．
O
旨
り
忽
け
凶
8
三
夢
箇
9
旨
巴
．
．
O
．
、
．
魑
（
巴
・
）
図
。
σ
①
誹
〉
・
∪
魯
一
層
、
。
、
ミ
§
、
◎
隷
。
肋
ミ
§
恥
ミ
き
？

　
　
、
ミ
旨
b
馬
ミ
。
ミ
§
勘
ら
。
、
嘱
巴
⑦
口
濁
H
8
ρ
O
・
一
①
・

（
7
8
）
　
℃
o
け
8
さ
ま
乙
．
（
づ
0
8
ミ
）
”
O
●
①
．

（
7
9
）
　
同
σ
二
●
（
昌
0
8
謡
）
噂
や
弓
．
①
1
刈
．
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（
2
0
1
）
　
九
山
真
男
『
戦
中
と
戦
後
の
間
』
（
み
す
ず
書
房
　
一
九
七
六
年
）
四
二
九
－
四
四
五
頁
参
照
。

（
3
0
1
）
　
≦
筥
冨
ヨ
国
・
勺
讐
。
房
。
ロ
b
）
曽
く
乙
ω
o
口
島
興
P
O
。
嘘
ミ
ミ
鑓
O
ミ
ミ
§
3
ゆ
霧
富
切
望
。
吋
毛
。
戸
お
㊤
一
り
O
・
旨
G
。
．
注
（
4
1
）
、
（
4
2
）
相
当
箇
所

　
　
も
参
照
。

（
4
0
1
）
（
鵬
）
　
拙
論
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
『
人
間
の
尊
厳
』
（
2
）
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
2
4
号
』
（
｝
九
八
八
年
）
｝
六
四
頁
。

（
6
0
1
）
　
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
の
間
で
締
結
さ
れ
た
相
互
関
係
の
正
常
化
の
基
本
に
関
す
る
条
約
、
い
わ
ゆ
る
一

　
　
九
七
〇
年
＝
一
月
七
日
の
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
前
文
一
段
は
、
　
「
そ
の
最
初
の
犠
牲
者
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
あ
り
、
欧
州
諸
国
民
に
深
い
悲
し
み
を

　
　
も
た
ら
し
た
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
か
ら
二
五
年
以
上
が
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
O
h
．
◎
D
．
国
・
国
σ
。
ぎ
㎎
＼
窯
・

　
　
し
d
一
蒔
Φ
疑
Φ
M
タ
b
救
農
馬
画
題
馬
篭
ミ
馬
寄
、
鷺
ミ
暮
馬
鳶
頃
戸
恥
　
⑩
Q
。
N
ω
學
卜
。
ら
Q
。
・
成
瀬
治
・
松
俊
夫
訳
『
全
訳
世
界
の
歴
史
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
ー
5

　
　
西
ド
イ
ツ
W
』
（
帝
国
書
院
　
一
九
八
二
年
）
（
一
九
七
三
年
版
の
邦
訳
）
二
〇
二
頁
。
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
W
・
プ
ラ
ン
ト
連
邦
首
相
が
ア
ウ

　
　
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
を
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
『
人
間
の
尊
厳
』
（
7
）
」
　
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
2
9

　
　
号
』
［
八
七
1
【
八
九
（
「
八
七
）
頁
参
照
。

（
7
0
1
）
　
清
水
望
『
国
家
と
宗
教
』
（
早
大
出
版
部
　
一
九
九
一
年
）
六
一
一
頁
。

96

（
付
記
）
　
本
稿
は
一
九
九
〇
年
度
お
よ
び
一
九
九
一
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


